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座座長長挨挨拶拶  

  

 

自転車はこの数年ブームと言える状況になっています。 

走行空間については、国土交通省と警察庁とが一体となってこの問題に取り組む姿勢を明らかにし、既

に全国９８箇所のモデル地区で、先行的な走行空間整備が両省庁のリーダーシップのもと始まっています。 

そして今後は、それを一過性の整備に終わらせることなく、先を見据えたネットワーク形成に展開してい

く必要性が指摘されています。 

その際、自転車を都市交通の手段にしっかりと位置づけ、都市づくりや都市交通計画の全体像の

中で方向性を明確にすることも必要になっています。 

同時に、自転車の通行ルールやマナーの問題、違法駐輪や駐輪施設の問題、多様化する車両に関

わる問題など、さまざまな観点から解決すべき問題が残されていることも事実です。 

それらに対して諦めることなく、わが国の自転車問題を、受動的な対策から積極的な政策推進へ

と意識改革しつつ取り組むことが、特に重要であると考えます。 

今回、経済産業省と日本自転車普及協会によって、コミュニティサイクルの公共交通としてのあり方

を、ビジネスとしての成立可能性と共に考えるという、わが国としては新しい切り口で問題検討を行う機

会が設けられたことは、とても時期を得た有意義な取り組みであったと考えられます。 

わが国では、現時点でパリのような大規模なコミュニティサイクルの導入はなされていませんが、自

転車の走行空間がネットワークとして十分に整備された都市では、自転車でゆったりと走行することが

楽しく快適である環境が提供されており、自転車が本来のおおらかな特性を十分に発揮しています。 

わが国でも国や地方の行政、NPO や市民、沿道コミュニティなど、様々な主体の協力や連携によっ

て、そのような空間整備を進めつつ、利用者もルールを遵守して安全な交通が実現されるようになれ

ば、まさに公共性を発揮するコミュニティサイクルを展開できる環境が整うと考えられます。 

このような条件整備を大いに期待したいと考えます。 

研究会では、委員の皆様方から活発なご議論を頂き、報告書の取りまとめにあたっても多大なご協

力を頂き、今後のコミュニティサイクルの検討に向けて、一定の成果を収めることができたと考えていま

す。 

この場を借りて、改めて委員の皆様、特に報告書の修正に至るまでご協力を頂いた、横浜国立大学

中村文彦教授、首都大学東京鳥海基樹准教授、(株)住信基礎研究所古倉宗治博士に感謝の意を表

します。 

誠にありがとうございました。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

平成２１年５月 

レンタサイクルシステム研究会座長 

東京工業大学大学院総合理工学研究科教授 屋井 鉄雄 
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序序．．調調査査のの目目的的  

 

１．目的 

 

フランスのパリ市では、地球温暖化の問題や渋滞、大気汚染に対する対策として、自転車を

新たな公共交通手段として位置づけ、平成１９（２００７）年７月、大規模なレンタサイクル

システム（｢Vélib’｣＝ヴェリブ）を導入し、都市における公共交通の手段として一定の成果を挙

げている。 

また、ローマ、ベルリン、バルセロナなどにおいても導入されており、最近ではロンドンや

ニューヨークにおいても導入に向けた検討が行われており、大規模なレンタサイクルシステム

の導入は、欧米各国の首都や主要な都市における流れとなっている。 

一方、我が国においても、地球温暖化対策の施策の一つとして自転車が見直されつつあると

同時に、歩道上の歩行者との安全向上の観点からも、自転車走行空間を新たに設置する動きが

活発になっている。 

今後、自転車利用を取り巻く環境が整えば、導入地域における渋滞解消への対策の一つとし

て、更に放置自転車対策等として、自転車の利活用が図られていくことも大いに期待される。 

こうしたことから、パリ市をはじめ先行する海外事例を参考にしつつ、環境にやさしい公共

交通としてのレンタサイクルのありかたと我が国への導入の可能性を検討することとし、併せ

て我が国にビジネスとして展開する際の考え方をモデルとして提示すること、これらを本調査

の目的とした。 

  

  【図１ ｢Vélib’｣＝ヴェリブ】 
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２．検討の対象 

 

フランスのパリ市で導入されているレンタサイクルのヴェリブのような大規模な貸し自転車

システムは、日本ではコミュニティサイクルと呼ばれている。 

コミュニティサイクルとは、一定の地域において多数の駐車施設（ステーション）を配置し、

利用者は、どのステーションにおいても借りることができ、またどのステーションに返却する

ことができるというシステムである。 

我が国においては、そのような本格的なコミュニティサイクルはなく、欧米に比べて小規模

なものが僅かにある程度であるが、ヨーロッパでは、多くの都市で大規模なものが見られ、都

市によって幾つかの異なるシステムが展開されている。 

本調査では、これらヨーロッパのコミュニティサイクルを検討の範囲とする。 

 

【図２ 検討対象とするレンタサイクルの範囲】    【図３ 車道上のステーション】 

 

 

 

 

 

 

     

【図４ ポスト】    

 

 

 

 

 

 

 

３．従来のレンタサイクルとコミュニティサイクルの違い 

 

従来、我が国に見られる貸し自転車（レンタサイクル）は、駅や駅周辺の自転車駐車場など

における店舗を拠点として、１日か１ヶ月を単位として自転車のレンタルをしている場合が一

般的である。 

また、レンタサイクルを営業する者の多くは駅や駅周辺の１店舗のみで経営されており、利

用者はレンタサイクルの貸出と返却を同じ店舗で行うことになっている。 

店舗においては、経営者（管理者）が常駐し、利用者へのレンタサイクルの貸出と利用者が

返却するレンタサイクルの受領を行っている。 

レンタサイクルを利用できる時間は、朝から夕方までというものが多い。 

これらのことが我が国の従来のレンタサイクルの特徴と言える。 

他方、ヨーロッパのコミュニティサイクルは、都市の一定地域内に多数のステーションが配

置されており、利用者はどのステーションにおいてもレンタサイクルの借出と返却ができるよ

うになっている。 

また、利用料金の支払いにはＩＣカードやクレジット・カードを使用することができること、

短時間の利用ほど利用料金が安くなっていること(３０分未満の場合は無料とされていること

が多い。)、ステーションは無人であり、２４時間いつでも利用できることなどが特徴と言える。 

 

 

『レンタサイクル』 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●従来の（定点貸出・返却）レンタサイクル 

ねりまタウンサイクル、阪急レンタサイクル、サイクルシティにいが

た、ちがさき方式レンタサイクル、F-RENTS（フレンツ）、Eco サイク

ル旅チャリ 

 

『コミュニティサイクル』 
 

 

 

 
 

 
●従来のコミュニティサイクル 

高松市レンタサイクル、しまなみ海道レンタサイクル、ハマチャリ、

京都サイクリングツアープロジェクト、にいがたレンタサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ヨーロッパタイプの 

コミュニティサイクル』 
●パリのヴェリブ、バルセロナのビシング、ドイツの

コール・ア・バイク、イタリアのビチンチッタ等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討対象 

とする 

システム 
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【図５ 従来のレンタサイクルとコミュニティサイクルの違い】 

 

 ヨーロッパのコミュニティサイクル 我が国のレンサイクル 

政策 

目標 

地球温暖化問題や交通渋滞、大気汚染に対する目

標を目的としている。 

 

放置自転車の解消や、観光客の移動の利便性確保、

バス不便地域における足として導入されているも

のが多い。 

運営 

費用 

屋外広告事業による収入で必要経費を賄ってい

るものが多い。公的費用で運営している事例もあ

る。 

利用収入で必要経費を賄っているものが多い。不足

分を公的費用やスポンサーによる車体広告で補っ

ているものもある。 

運営 

主体 

自治体と契約した民間事業者が広告事業とコミ

ュニティサイクルの運営を行っている場合が多

い。ドイツなどでは独自の方式を取っている。 

自治体が運営主体となり、運営業務は指定管理者制

度（地方自治体法に基づき公の施設の管理・運営を、

営利企業・公益法人・ＮＰＯ法人・市民グループな

ど法人その他の団体に包括的に代行させることが

できる（行政措置であり委託ではない）制度）を使

って民間（企業）やＮＰＯ法人に委託している場合

が多い。 

地域 

規模 

都市全域をカバーする大規模なものが多い。 駅や駅の店舗等において運営されているものが多

く、地域をカバーするものは尐ない。 

台数 

規模 

パリのヴェリブは、１，４５１ヶ所のステーショ

ンに２０，６００台を配置している。 

複数のステーションを持つコミュニティサイクル

もあるが、ヨーロッパと比較して規模は小さい。代

表的な高松市レンタサイクルで、ステーション７ヶ

所、自転車１，０５０台である。  

利用 

方法 

ＩＣカードやクレジット・カードを利用した自動

貸出と、返却が特徴。 

ドイツは携帯電話によってコールセンターと連

絡を取り、貸出と返却が行われている。 

店舗で直接現金による決済が行われるものが多い。

最近は窓口にリーダーを設置してＩＣカードを用

いて貸出、返却を行うものも見られるようになって

いる。 

貸出、 

返却 

場所 

多数配置されたステーションのどこでも貸出、返

却ができる方式。 

借りた場所と返却する場所が同一の場所（店舗）が

殆どである。最近では配置されたステーションのど

こでも借出と返却ができるものも見られるように

なってきている。 

料金 短時間の利用を無料あるいは低料金とし、それ以

降一定時間（例えば３０分）ごとに加算する時間

貸し料金が多い。また、１年など一定期間の長期

利用料金も設定されている。 

１日利用と、月極利用の料金が多い。また、観光地

などでは１時間単位の時間制度を併用しているも

のもある。 

利用 

時間 

２４時間いつでも利用できる場合が多い。 店舗に管理人がおり、利用時間は朝から夕方までと

なっているものが多い。 

ステー 

ション 

道路上に自転車の係留設備（ポスト）を設置し、

固定するタイプが多い。ステーションは上屋があ

るものと無いものがある。ドイツでは、ポストを

設置せず、駐車場所を特に定めず、道路上のガー

ドレールなどの構造物に係留するフレックス方

型も採用されている。 

一般的には、ステーションではなく、店舗の屋内に

自転車を置いている。自転車駐車場と併用している

ところが多い。 

 

自転車 盗難防止などのため、コミュニティサイクル専用

の特別仕様（部品の規格などについて市販車と異

なる。）を施した新車を使っている。 

市販の新車や尐し加工を加えたものや、撤去自転車

を再利用しているものが多い。 
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ⅠⅠ．．事事例例  

 

１．ヨーロッパのコミュニティサイクル 

（１）ヴェリブ 

 

① 概要 

ヨーロッパにおいて、多くの都市でコミュニティサイクルの導入が進んでいる。 

これらの都市におけるレンタサイクル台数は、数百台から数千台とまちまちだが、２００７

年７月にフランスのパリで導入されたヴェリブは、ステーションが設置された地域の広さ、設

置されたステーションの数、レンタサイクルの台数のいずれをとっても、これまで例を見ない

大規模システムである。 

すなわちヴェリブでは、市内全域に３００ｍピッチで、１，４５１ヶ所のステーションが設

置され、２０，６００台の自転車を配置している。 

パリでは、自転車による交通革命が起こったようだと紹介されるほど、ドラスティックな転

換が起こっている。 

ヴェリブは世界的な注目を集めており、こうしたコミュニティサイクルは、我が国を始めと

して、ヨーロッパ以外の世界の都市においても導入の動きが広がっている。 

多くのコミュニティサイクルは、ＩＣカード等を利用して２４時間いつでも、どこでも貸出・

返却ができるという、利用者にとって手軽に利用できるサービスに特徴がある。 

 

【図６ ヴェリブのステーション配置】 
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② 導入の背景 

１９９０年に地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減量を定めた京都議定書が採択され

たが、フランスにおいては、約１４,８００人の死者や、農作物への大きな被害が発生した２０

０３年の猛暑を契機にそれ以降、急速な地球温暖化防止政策の推進が始まった。 

パリ市においては、都市圏の交通計画（ＰＤＵ）があり、その環境に関する部分として環境

的に持続可能な交通体系（ＥＳＴ）が導入されて、２０２０年までに自動車交通を４０％縮小

することが目標とされた。 

その一環としてヴェリブが導入され、併せて幹線道路のＬＲＴ（トラム）や、市内３００km

の自転車走行空間（自転車レーン、バス・自転車レーン、自転車道）、セーヌ河の水運通勤ボゲ

オ、市内の交通規制を行うパリ・プラージュ－※１などが実施されている。 

コミュニティサイクルが導入されてから、パリでは不動産広告に『ヴェリブステーション近し』－※

２などという謳い文句も出るほど活用されている。 

 

【図７ パリのＥＳＴ政策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 運用システムと実績 

ヴェリブは、パリ市の委託を受けて、世界的な屋外広告代理店である JCDecaux（ジェイ・シ

ー・ドゥコー）社が運営している。 

ヴェリブの運営費用は、パリ市から許可を得て行っている市内の屋外広告による広告収入で

賄われている。 

自転車の貸出料金は、登録料（２４時間レンタルの場合で１ユーロ）を支払い。３０分以内

に返却すれば何度でも無料で提供される。 

３０分以降は、３０分毎に一定料金を課金され、利用時間が長くなるほど利用料金が急激に

高くなるという、短時間利用に便利な料金体系になっている。 

メンテナンスサービスも充実しており、４００人の専用スタッフが自転車のメンテナンスや

ステーションの台数調整に当たっている。 

利用状況を見ると、ヴェリブの運用開始後約１年間で、延べ２千６百万人以上が利用－※３して

いる。 

この結果、市内の自転車交通量は９６％増加し、総交通量の約３％が自転車に転換するとと

もに、自動車交通量が２０％減尐－※４したと言われている。 

 
※１：セーヌ川沿いにビーチを出現させ、バカンスに行けないパリ市民に余暇を提供するイベントで、セーヌ河沿

いに人口の浜辺を４週間出現させ、周辺道路の交通規制を行うことによって自動車と排気ガスを削減してい

る。我が国では交通政策の一環を担っている（共立女子大青木教授）と紹介されている。 

※２：首都大学准教授・フランス国立社会科高等研究学院博士鳥海基樹談。 

※３：MCDecaux（エム・シー・ドゥコー）社資料。 

※４：パリ市プレス発表。 

 

『パリ市の目標』 

 

2020 年までに自動車交通を

40％縮小 

『公共交通促進と自動車抑制政策』 

コミュニティサイクル・システム 

●「Vélib’（ヴェリブ）」 
ＬＲＴ（路面電車） 

●「Tram（トラム）」 
道路空間の再配分 

●「自転車レーン、バス・自転車専

用レーン」 
交通規制 

●「パリ・プラージュ」 
セーヌ河の通勤水運 

● 「ボゲオ」 

 

 

 

『地球温暖化の防止』 
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【表１ ヴェリブの料金制度】 

    

項目 料金 項目 料金 

デポジット １５０ユーロ 時間借り 

料金 

最初の 30分＝無料 

２回目の 30 分＝１ユーロ 

３回目の 30 分＝２ユーロ 

４回目以降＝４ユーロ/30 分 

登録料 １日（24時間）＝１ユーロ 

７日＝５ユーロ 

１年＝29ユーロ 

 

【図８ JCDecaux 広告パネル】 【図９ メンテナンス車両】 【図 10 ポストと ICカード】 

   
 

 

（２）その他のコミュニティサイクル 

 

ヨーロッパでは、パリの他にも多くの都市で同様のコミュニティサイクルが展開されている。 

現在確認されているものは、気候の厳しい北欧諸国も含め、１２ヶ国、７９都市に上り、更

にイギリスでは、ロンドンにおいて約６，０００台のコミュニティサイクルが導入される見通

しである。 

ヨーロッパのコミュニティサイクルは、ヴェリブと同様に、ＩＣカードを利用した２４時間

サービス、高密度なステーション配置、短時間利用を無料とする低料金システムが特徴となっ

ており、運営経費は広告収入であるが、世界最大の屋外広告代理店であるＣlearＣhannel（ク

リアチャネル）社が運営しているバルセロナのＢicing（ビシング）は、広告収入ではなく公

的資金のみで運営されている。 

このようにヨーロッパのコミュニティサイクルの多くは、ヴェリブ同様のシステムとなって

いるが、ドイツやイタリアは、独自のシステムとなっている。 

まず、ドイツ（ベルリン等）で運営されているコミュニティサイクルは、Ｃall a Ｂike（コ

ール・ア・バイク）と呼ばれ、ドイツ鉄道の子会社であるＤＢレント社が運営している。 

コールセンターへ携帯電話で連絡することにより、借りるときはロックされている車体の解

除方法を、返却するときはロックを行う方法が通知されるというシステムである。 

イタリア（ローマ等）において運営されているコミュニティサイクルは、Ｂicincitta（ビチ

ンチッタ）と呼ばれ、セムーサという民間企業（イタリアの広告代理店）が運営しており、洗

練されたフォルムとカラフルな色彩、ガラスパネルを使った洒落たシェルターなど、デザイン

へのこだわりが見られる。 

 

【図 11 Ｃall a Ｂike】      【図 12 Ｂicincitta】 
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【図 13 コミュニティサイクル・システムの導入都市一覧】 

 

 
 



 １０ 

【表２ ヨーロッパのコミュニティサイクルの特徴】 
平成21年1月27日

パリ バルセロナ ベルリン ローマ

ヴェリブ＇シクロシティ（ ビシング＇スマートバイク（ コールアバイク ビチンチッタ

事業主体者
パリ市
(１０年かけて４００ｋｍ弱の自転
車道を整備、広告掲出権付与（

＇株（ＢＳＭ社
＇バルセロナ市の１００％子会社（

＇株（ＤＢレント
＇ドイツ鉄道[ＤＢ]の１００％子会社（

＇株（セムーサ社＇スペイン（
＇広告掲出権付与（

事業受託者 ＇株（ＪＣドコー社＇フランス（ ＇株（クリアチャネル社＇USA（ ＇株（ＤＢレント＇ドイツ（ ＇株（セムーサ社

実施体
＇株（ＳＯＭＵＰＩ社
ドコー社系子会社

＇株（クリアチャネル社 ＇株（ＤＢレント ＇株（セムーサ社

運営費用 広告収入＊利用料 自動車駐車場収入＊利用料 利用料
＇株（セムーサ社が負担
ローマ市が一部負担

事業開始年月日 ２００７年７月１５日 ２００７年３月２２日 ２００２年７月１日
２００８年６月１３日
６ヶ月限定の試験実施

ステーション数 １＋４５１箇所 ４００箇所 主要な交差点に止めてある １９箇所

ローマ市内、パンテオン周辺

自転車台数 ２０＋６００台 ６＋０００台 ２＋０００台 ２００台

人口 ２１５万人 １６１万人 ３４２万人 ２７２万人

利用者の特定
ターミナルのリーダーが
パスを認証する

ターミナルのリーダーが
パスを認証する

コールセンターに携帯で
電話する

ターミナルのリーダーが
パスを認証する

年間登録のためにはパス＇スイ
カ式（が必要

パス＇スイカ式（が必要
登録は必要だが、パスは必要
ない

パス＇スイカ式（が必要

年間パス、１週間パス、１日パス 年間パスのみ 年間登録、１週間登録、１日登録 １０ユーロの保証金

口座＇クレジットカード（から
自動引き落とし

口座＇クレジットカード（から
自動引き落とし

口座＇クレジットカード（から
自動引き落とし

５、１０、２０ユーロの残高要
＇ローマンバイク専用口座（

３０分まで無料 ３０分まで無料
１分につき８センツ。１日
＇２４時間（９ユーロ

３０分まで無料

３０分から６０分まで１ユーロ ３０分から６０分まで１ユーロ

６０分から９０分まで２ユーロ ６０分から９０分まで２ユーロ

９０分から１２０分まで４ユーロ
１２０分以降は６０分毎に、
３ユーロの罰金

９０分から１２０分まで４ユーロ

年間パス所有者数 １９８＋９１３人＇年間パス（ １７０＋０００人＇年間パス（
　４５＋０００人＇ベルリン（
１５０＋０００人＇ドイツ全体（ ２＋１８２人

データ送信システム
＇ステーションと管理セ
ンター間（

ＧＰＲＳ
＇パケットデータ通信（

ＧＰＲＳ
＇パケットデータ通信（

携帯電話＇ＧＳＭ（
ＧＰＲＳ
＇パケットデータ通信（

利用状況
＇年間利用者数（

３０＋０００＋０００人
２０＋０７５＋０００人
＇55,000台×365日（

６００＋０００人
＇推定　２＋０００台ｘ３００日（
　　・冬期＇１、２月（は休業

４８＋４７０人＇６ヶ月（

1日当たり利用台数 ８２＋１９２台＇推定（＇）（ ５５＋０００台 約２＋０００台 ２６９台

自転車稼働率(1日) 約４－０＇））（ 約９－２＇））（ 約１－０＇））（ 約１－４＇））（

盗難 ３＋０００台 １＋５００台～２＋５００台
１００台
＇推定　２＋０００台の５％（

８台＇６ヶ月（

故障状況 ３＋０００台
２１＋８４０台
＇推定　１日３５台ｘ２アトリエｘ３１
２日（

不明 １０台＇１日平均（

ホイール径 ２６インチ
前輪は２０インチ、後輪は
２４インチ

２６インチ ２８インチ

重量 ２２－４ｋｇ １６－５ｋｇ ２３－４ｋｇ １４－０ｋｇ

自転車のメーカー ラピエール＇フランス（ インターサイクル＇フランス（ パンテール＇ドイツ（ ペナロラ＇イタリア（

自転車管理＆修理用
アトリエ

１２箇所、自転車修理専用船 ２箇所 １箇所 １箇所

スタッフ数 ４００名 ２００名 ５名 ８名

配送車 ２０台 ２４台 ３台 ３台

単位はユーロ、１ユーロ＝未定＇円（とする。１００センツ＝１ユーロ
＇）（年間利用者数を３６５日で割ったもの。
＇））（１日あたり利用者数を自転車設置台数で割ったもの。

サービス体制

利用システム
＇決済方法（

ステーションの配置ステーション
自転車台数

利用方法の特長

利用方法と
利用料金

利用状況
盗難＆故障

ターミナルのリーダーに
パスを認証させ、レンタルする

但し、１年登録者の場合には、
最初の３０分は無料

３０分以降１２０分までは、
３０分毎に３０センツ

３００メートルごとに配置
地下鉄、バス、公共施設の近く

国鉄、地下鉄、バス、公共施設
の近く
市営駐車場、市営特別施設の
近く

ベルリン市内環状線
＇Ｓバーン（内部＇面積は１００平
方ｋｍ、８０万人が住む（

料  金

事業主体
事業受託者
事業形態

使用自転車

ターミナルのリーダーに
パスを認証させ、レンタルする

ターミナルのリーダーに
パスを認証させ、レンタルする

携帯で連絡し、４桁のコードをも
らい、ロックを解除
返却時はロックし、表示された４
桁のコードを携帯で連絡する
その際、置いた場所も知らせる
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２．我が国のレンタサイクル 

 

（１）自転車を取り巻く状況 

 

我が国は、自転車保有台数は８，５９３万台と世界第３位であり、保有率も１．５（人口／

台数）と、ヨーロッパ諸国の自転車大国と同等の水準にある。 

しかしながら、自転車１台当たりの平均価格は１３，６３５円であり、ドイツ、フランス、

オランダなどの１／４～１／７である。 

これまでの自転車政策は、駅周辺の放置自転車問題対策としての自転車駐車場整備や放置自

転車の撤去、交通安全のための利用者のルール・マナー向上と走行空間の整備、法制度の適正

化などが主たるものであった。 

近年は、環境にも優しく、健康増進にも役立ち、また高齢者も手軽に利用できる交通手段で

あることが注目され、公共交通利用を促進するＥＳＴ政策の一環としてのサイクルトレイン・

サイクルバスや、サイクル＆ライド・バスライド、新しい自転車の開発、新しいタイプのレン

タサイクルなどへの取組が増加している。 

 

【表３ 主な自転車施策】 

 

①自転車駐車場の整備    

②放置自転車対策（撤去、呼びかけ）    

③自転車利用のルール、マナー啓発 

④自転車走行空間整備（道路改良、法制度）  

⑤自転車通勤の奨励、教育・レジャー分野での自転車活用 

⑥他の交通モードと連携した自転車推進施策（サイクル＆ライド、サイクル＆カーライ

ド、サイクルバス、サイクルトレイン）－※１ 

⑦新しい自転車の開発（電動アシスト自転車、子育て自転車）  

⑧新しいコミュニティサイクル・システム 

 

 

（２）レンタサイクルの状況 

 

平成１８年レンタサイクルに関する調査の集計結果では、我が国のレンタサイクルは２３２

市町村で４０８ヶ所、自転車台数２６，６９５台であり、うち、駅周辺の稼働能力４０台以

上のものは、全国で７７ヶ所、総台数１８，２４７台である。 

我が国のレンタサイクルの導入目的は、次の①から④のとおり、大きくは４つに分類される。 

 

【表４ レンタサイクルの導入目的】 

 

①放置自転車の解消       ②撤去自転車の再利用 

③駐輪場の空きスペースの活用  ④純粋にビジネスとしての導入 

 

 

 
※１：サイクル＆ライドは、電車やバスと自転車を乗り継ぐ移動の方法。サイクル＆カーライドは、自動車と自転

車を乗り継ぐ移動の方法。サイクルバスは、バスへの自転車持ちこみ。サイクルトレインは、電車への自転

車持ち込み。 
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撤去自転車を活用しているものも含め、利用収入によって収支採算がとれているものは殆ど

ないと言われている。 

また、近年、環境に優しい交通モードとして自転車の活用を図るため、国土交通省の支援も

あり、コミュニティサイクルに関する社会実験を行う都市が多く見られるようになっており、

社会実験を終了した後に本格運用に移行する場合も多く見られるようになっている。 

ヨーロッパに見られるような大規模なコミュニティサイクルはまだ存在しないが、小規模な

コミュニティサイクルや、企業スポンサード、ＩＣカードの活用などヨーロッパの特徴を備え

たシステムが出始めている。 

 

【表５ 主なレンタサイクル・システム】 

高松市 

レンタサイクル 

練馬区 

タウンサイクル 

しまなみ海道 

レンタサイクル 

阪急電鉄 

レンタサイクル 

    
名チャリ 

名大竹内研チーム 

横浜市 

ハマチャリ 

茅ヶ崎市方式 

レンタサイクル 

京都サイクリング 

ツアープロジェクト 

 

 

 

  

  

 

【表６ 主なレンタサイクル・システム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１：コミュニティサイクル・システム（Community Cycle System）の略称。本文中は短縮形でコミュニティサイ

クルと表現している。 

 

名称
利用特性 CCS化

―※１ 拠点タイプ 運用区分 運営
主体

自転車種別 企業広告ス
ポンサード

料金
区分

収支状況

① 高松市レンタサイクル 都市型 CCS 駅駐輪場 ， 公共 リサイクル ， 有料 ，15,000千円/年
② しまなみ海道レンタサイクル 観光型 CCS 駅駐輪場 ， 公共 新車 ， 有料 ほぼ収支均衡
③ ハマチャリ 観光型 CCS 主要施設 ， 民間 リサイクル あり 有料 赤字
④ ねりまタウンサイクル 都市型 ， 駅 ， 公共 新車 ， 有料 ，23,300千円/年
⑤ 阪急レンタサイクル 都市型 ， 駅 ， 民間 新車 ， 有料 赤字
⑥ 京都サイクリングツアープロジェクト 観光型 CCS テナント ， 民間 新車 ， 有料 ほぼ収支均衡
⑦ 名チャリ 都市型 CCS 主要施設 社会実験 民間 リサイクル ， 無料 ，
⑧ 阪神地区コミュニティサイクル社会実験 都市型 CCS 駅 社会実験 公共 新車 ， 無料 ，
⑨ にいがたレンタサイクル 都市型 CCS 駐輪場 ， 民間 リサイクル あり 有料 不明
⑩ サイクルシティにいがた 観光型 ， テナント ， 民間 新車 ， 有料 不明
⑪ ちがさき方式レンタサイクル事業 都市型 ， 事業所 社会実験 公共 新車 ， 無料 ，
⑫ F-RENTS＇フレンツ（ 都市型 ， マンション ， 民間 新車 ， 有料 ，
⑬ Ecoサイクル『旅チャリ』 都市型 CCS 宿泊施設 ， 民間 新車 ， 有料 ，

特性区分
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Ⅱ．．ココミミュュニニテティィササイイククルル導導入入のの要要件件等等  

 

１．我が国への導入の必要性 

  

ヨーロッパのコミュニティサイクルは、基本的には政策的に公共交通の一環として、さらに

地球温暖防止のための温室ガス効果の削減と環境的に持続的な交通体系の一つとして導入され

ているが、実際にパリにおいては自動車交通量の減尐が見られたことや利用者が膨大な数に上

っていることなど、具体的な検証がなされている。 

また、ヨーロッパにおける新しいコミュニティサイクルは、乗っていて楽しく、便利にどこ

にでもスムースに移動可能で、経済的であり、健康の増進とメタボリックの解消など成人病の

予防に役立ち、医療費の削減にも繋がっているとともに、大都市の都心部では、混雑の激しい

公共交通の緩和にもなる魅力的な交通手段となっている。 

我が国においても、温室効果ガスの削減と環境的に持続的な交通体系が必要なことは論をま

たないところであり、自転車の特長を生かして、それを包括した便利な公共交通体系を構築す

ることが必要になっている。 

従って、放置自転車対策等、従来の我が国のレンタサイクルの導入目的に加えて、これらの

新たな目的を有するヨーロッパのコミュニティサイクルを導入していくことは、大きな意義を

有するものと言える。 

 

２．基本的な考え方 

 

我が国のコミュニティサイクルは、自治体が政策目的とする環境的に持続可能な交通体系（Ｅ

ＳＴ）の構築による温室効果ガスの削減や放置自転車対策などと整合するものであり、導入

される地域において観光、買い物、ビジネスなど利用者の移動の利便性の向上に資するものと

して、電車やバスと密接に連携・協調して運営される公共交通手段の一つとならなければなら

ない。 

また、コミュニティサイクルは利用者がより容易に利用できるものであることが極めて重要

であり、そのシステムは、導入する地域の相当程度の部分に多くのポートが設置され、ポート

においてもレンタサイクルの貸出と返却が可能であり、更に利用料金は低廉であることが望ま

しい。定義的に言えば、コミュニティサイクルは、次の①から④のいずれの内容も満たすもの

である。 

 

【表７ コミュニティサイクルの定義】 

 

①自治体が掲げる交通政策の一環として、例えばモーダル・シフトによる温室効果ガスの削減などを目的

とすると共に、地域における自転車政策の課題、例えば放置自転車対策等に効果を発揮するなど、目的と

整合するもの。 

②導入地域において利用者の移動の利便性の向上に資し、他の公共交通と密接に連携・協調して運営される

公共交通手段の一つ。 

③コミュニティサイクルのシステムは、導入地域では多くのポートと適当な数のレンタサイクルが設置さ

れ、基本的にいつでも（２４時間）利用でき、いずれのポートにおいてもレンタサイクルの貸出・返却

が可能であること。 

④利用料金は低廉であること。 
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【環境的に持続可能な交通体系（ＥＳＴ）について】 

世界の平均気温は、長期的には１００年当た

り０.６６℃の割合で上昇しているが、近年は上

昇割合が著しく、ＩＣＰＰ（国際連合の気候変

動に関する政府間パネル）報告書の予測では、

１９９９年から２１００年までに約１．４～５．

８℃上昇すると予測されている。 

地球温暖化の防止は、緊急の課題となってお

り、京都議定書に定められた我が国の目標は１

９９０年から２０１０年までに地球温室効果ガ

スを６％削減することである。 

交通機関は気候に影響を与える温室効果ガス

の排出が増加している部門であり、ＯＥＣＤ（経

済協力開発機構）が提案する新しい政策ビジョ

ンであるＥＳＴ(環境的に持続可能な交通)の取

り組みなどが重要となっており、我が国でも既

に国や地方自治体がＥＳＴの取り組みを始めて

いるが、今後、その効果を高めるためにコミュ

ニティサイクルが果たす役割も期待されている。 

 

【コミュニティサイクルを活用した公共交通へのモーダル・シフトについて】 

これからの都市交通の戦略として、公共交通の利便性を向上させ、自動車から公共利用への

モーダル・シフト－※１を一層推進させることが必要とされている。 

新しいコミュニティサイクル・システムを最大限に生かしてモーダル・シフトを実現するに

は、システムに利便性を備えると共に、鉄道やバスなど他の公共交通機関と連携を持たせ、公

共交通全体としての利便性を向上させる必要がある。 

そのためには、地域全体の総合的な交通戦略を定めた計画などがまず立案され、必要な政策

をパッケージ化して連鎖的に実施できる体制が望ましく、実際にフランスや米国等、多くの国

で都市圏交通計画（ＰＤＵやＲＴＰ等）が法制度化され策定されている。各国は時代にあった

計画制度の更新・確立を進めており、我が国でも既存制度をふまえ、更に効果的、効率的な施

策推進のための制度設計が必要と考えられる。 

 

【図 15 鉄道やバスなどとコミュニティサイクルの連携によるモーダル・シフト】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：自動車や航空機等から鉄道や船舶、自転車に輸送手段の転換を図ること。 

 

●コミュニティサイクルを含む自転車利用の促進 

●鉄道とバスなどと自転車の連携による利便性の向上 

●公共交通へのモーダル・シフト 

 

『鉄道』＋『バス』 

 
 

『自動車』 

 
 

＞ 

 

『自動車』 

 

 

＜ 
 

 

『鉄道』＋『バス』＋『自転車』 
（コミュニティサイクル、自転車駐車場、自転車走行空間） 

 

 

連携 

『目指すべき 

方向性』 

 

【図 14 ＥＳＴの目指す方向性】 

 

 
 

 

 

思い切った介入が起こ 

らないと仮定した場合 
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ⅢⅢ..利用者のメリット 

 

これまで整理してきたように、ヨーロッパで成功を収めているコミュニティサイクルは、我

が国でも必要性の高いシステムとは考えられるが、収支採算性が最大の課題となっている。 

収支を上げるためには、システムの利用率を高めることが大前提であり、そのためには、利

用者にとってメリットがあり、魅力的なシステムであることが重要である。 

 

１．一般的なメリット 

（１）便利で快適な移動 

自転車は、歩行より運動強度が低く、速い移動が可能である。 

また、他の公共交通機関のように待ち時間を気にすることなく、乗換えの手間もなくどこへ

でも移動可能なドア・トゥ・ドアで便利な移動が可能となる魅力を備えている。 

手近にコミュニティサイクがあれば、何時でもどこへでも便利で快適な移動が可能で魅力的

な交通手段となる。 

 

（２）定時性の高い移動 

大都市の都心部では、道路の渋滞が激しく、バスが時刻通りに運行されずに定時性が損なわ

れている。 

このため、バスは利用者にとって不便なシステムとなっており、バス離れによる公共交通利

用の低下が問題となっている。 

道路渋滞の影響が尐ない自転車は、このような地域で高い移動性を有するモビリティとなり

得ることから、例えば鉄道降車後の端末交通としてコミュニティサイクルを利用することによ

って、定時性の高い移動が可能となる。 

 

（３）混雑のない移動 

東京を始めとした大都市圏の公共交通機関は、鉄道のように高い定時性が確保されていても、

混雑が激しく、今なお新たな路線の建設を莫大な費用を投じて行わなければならないほど深刻

な状況となっている。 

コミュニティサイクルでの移動が可能であれば、満員電車のストレスや苦痛から開放される

ことになる。 

 

（４）経済的な負担の軽減 

コミュニティサイクルは、購入費・維持費・燃料費が高いマイカーや運賃が高いタクシーよ

りも安価なシステムであり、バスなどの公共交通と比較しても安価な利用料金が設定されてい

ることが多く、利用者の移動に要する経済的負担を軽減する。 

 

（５）健康の増進とフィットネス、医療費の削減 

マイカー利用による運動不足は、成人病の増加などの弊害を招いており、特に高血糖と高血

圧が重積したメタボリックシンドロームの増加は深刻で、中年男性では二分の一の発生を見込

むなど、約２０００万人が予備軍に該当すると考えられている。 

厚生労働省では、これを平成２４年度末に１０％、平成２７年度末までに２５％減尐させ、

医療費を約２兆円削減する（医療制度改革大綱（平成１７年１２月１日政府・与党医療改革協

議会））ことを目標としている。 

メタボリックシンドロームの原因となる体内に蓄積したコレステロール（脂質）を燃焼させ

るには、低強度の運動を持続することが有効である。 
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軽い運動を持続する自転車は、メタボリックシンドロームの予防に最適であり、コミュニテ

ィサイクルを利用することによって、適度な運動を行うことによって、健康の増進とフィット

ネス、医療費の削減が実現する。 

 

（６）季節を感じながら過ごせるライフスタイルの提供 

自転車は、気温・気候変動や、樹木・街並みの移り変わりなど、季節を肌で感じながら移動

するモビリティであり、コミュニティサイクルが普及すれば、利用者は、季節感の乏しい大都

市の都心部に居ながら自然を感じて暮らせるライフスタイルを容易に手にすることになる。 

このような新しいライフスタイルは、大都市での暮らしに不足しており、心の癒しとストレ

スの軽減にもなるとして、緑などの自然環境と同様に多くの人々が求めているものである。 

 

（７）自転車利用機会の増大 

ヨーロッパタイプのコミュニティサイクルが導入されれば、利用者の手近にいつでも利用可

能な自転車が用意されるため、個人の自転車を持ち込みにくい大都市の都心部や観光地など、

これまで自転車の利便性を享受しにくかった地域での自転車利用機会が増大する。 

また、個人の自転車ではなく、コミュニティサイクルを利用することによって、バスや鉄道

など他の公共交通機関との連携（乗り継ぎ利用）がし易くなる。 

 

（８）公共交通が不便な地域への移動手段の確保 

一般的に鉄道駅の駅勢圏は１km、バス停の駅勢圏は２００～３００ｍとされている。 

どちらも満たさない地域や、これらの圏域に含まれていても路線の運行サービスが低い地域

は、公共交通利用が不便な公共交通不便地域と呼ばれ、交通計画を策定する上で大きな課題と

なっている。 

このような地域にバスなどの公共交通に変えてコミュニティサイクルがあれば、手軽に低料

金で自転車のモビリティを活用し、便利な移動が可能となる。 

 

 

２．既存のレンタサイクルと比較した場合のメリット 

 

（１）借り出し返却の便利さ 

従来のレンタサイクルは、駅にしか拠点がなく、しかも自転車駐車場の一部を間借りしてい

るものが多いため、場所が遠くて解り難いのが難点であった。 

ヨーロッパタイプのコミュニティサイクルは、多数のステーションが道路上に設置されるた

めすぐに目に付き易く、ＩＣカード利用によって手間がかからずに、手軽に借りたり返したり

できる便利さを有している。 

 

（２）多様な移動パターンへの対応 

従来のレンタサイクルは、拠点が駅に限られており、借りた場所に返却する必要があるため、

利用パターンがほぼ駅端末の往復移動に限られる。 

ヨーロッパタイプのコミュニティサイクルは、街中に多数のステーションを配置して、どこ

でも借りたり返したりできるため、駅端末往復に限らず、多様な移動パターンに対応して便利

な移動が可能となる。 
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（３）サービス時間の拡大 

ヨーロッパタイプのコミュニティサイクルは、ＩＴを活用した２４時間サービスが特徴で、

有人管理を基本とする既存のレンタサイクルと比較してサービス時間が拡大する。 

バスの課題の一つとして終バスが早くサービス時間が短いことがあり、コミュニティサイク

ルがあれば、終バス後の足として便利に使える。 

 

（４）高いデザイン性による魅力の向上 

これまでのレンタサイクルは、撤去自転車を再利用したり、前かごにトタン看板を付けるな

どしており、デザイン性に乏しく無頓着であり、街中を走るのに気恥ずかしい思いをする自転

車が多い。 

ヨーロッパのコミュニティサイクルは、自転車を都市ごとにオーダーメイドし、ステーショ

ンの機器類や、スタッフの車両・服装にまでトータルデザインを行っており、利用者が乗りた

くなる魅力を備えている。 

このように洗練されたデザインは、利用者の快適な利用につながり、利用の拡大を促すもの

である。 
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ⅣⅣ..期待される導入効果 

 

 

これまで地球温暖化を防止するＥＳＴを切り口に自転車推進と新しいヨーロッパタイプのコ

ミュニティサイクルの必要性を整理してきたが、次のような多くの効果が期待される。 

まず、最も直接的には利用者や地域にとっての交通利便性の向上があり、それによって環境

的に持続可能であるということと、超高齢化社会に適しているということの２点において、こ

れからの社会に必要な交通体系の実現への寄与が期待される。 

また、広く都市や産業に目を広げれば、都市景観の向上となるとともに、公共交通によって

支えられるコンパクトシティ－※１の実現と中心市街地活性化、自転車産業の振興への寄与とい

った効果が期待される。 

そして最後に、これまでの自転車全体のイメージが向上し、全ての施策推進を促す波及効果

が期待される。 

 

 

１．コミュニティサイクル導入による直接的な効果 

 

（１）利用者の短距離移動の利便性向上 

コミュニティサイクル導入地域においては、観光、買物、ビジネスなどの利用者にとって、

ステーションが多く設置されることから、特に自動車やバスよりも短時間で楽な移動ができ、

時間を節約に資する。また、利用料金が低廉なことから、自動車に比べて経済的である。更に、

利用者にとっては、自転車に乗る楽しさや健康増進の効果も期待される。 

 

（２）CO2削減効果（環境的に持続可能な交通体系実現への寄与） 

地球温暖化防止と国際社会における我が国の信頼維持のため、今後は環境負荷の尐ない交通

モードへのシフトをより積極的・強力に押し進めなければならない。 

新しいコミュニティサイクルの導入によって、自動車交通量が有意に減尐すれば CO2削減が

期待でき、環境的に持続可能な交通体系の実現に寄与するものである。 

 

（３）公共交通の利便性向上効果（超高齢化社会に適合した交通体系実現への寄与） 

自動車交通への依存は、国民のライフスタイルを変化させ中心市街地の空洞化を招いている。

一方で、社会の高齢化は今後ますます進行し、マイカーに依存し公共交通が衰退した交通体系

下では、高齢者を中心として移動制約度が高まる。いつまでも健やかに生き生きと暮らせる社

会を実現するには、公共交通を中心とした交通体系を実現する必要がある。鉄道やバスとコミ

ュニティサイクルを乗り継ぐことによって、これまでの移動方法と比べて時間が短縮し、快適

性が高まれば、鉄道やバスを含めた公共交通の利便性が向上する。これによって公共交通の利

用者が維持・増加できれば、超高齢化社会に適合した交通体系の実現に寄与するものとなる。 

 

 

 

 

 

 

※１：都市の郊外化・スプロール化を抑制し、市街地のスケールを小さく保ち、歩いてゆける範囲を生活圏として

捉え、コミュニティの再生やすみやすい街づくりを目指す都市設計の動き。 
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２．コミュニティサイクル導入による間接的効果 

 

（１）コンパクトシティ実現への寄与 

自動車交通がもたらす郊外型・低密度分散型の都市は、広域に都市機能が分散するため、道

路やライフライン、交通サービス網といった道路・交通インフラだけでなく、地域公共・保険・

福祉施設、病院等、あらゆる分野で維持するべき社会資本の増大を招く。 

一方で我が国の財政状況は厳しさを増しており、国土・社会の維持に努めるには、コンパク

トシティへと転換する必要がある。都市機能の中心部への回帰は、公共交通再生が同時に行わ

れる必要があり、コミュニティサイクルはその実現に寄与することも期待される。 

 

（２）中心市街活性化と地域振興実現への寄与 

都市の郊外化が進行する一方で、中心市街地では空洞化が深刻な問題となっている。自動車

交通社会がもたらした郊外化の最大の要因は、都心部における交通混雑と郊外における安価な

大規模敷地の提供にある。今、全国各地で中心市街地再生の取組が行われているが、公共交通

の再生による中心市街地への流動の回帰は、必要欠かさざるべき事項であると考える。 

また、中心市街地における産業の活性化と雇用の創出も重要事項であり、市街地中心部にお

ける新たな移動手段としてのコミュニティサイクルの存在が、中心市街地活性化に資すること

が期待される。 

 

（３）都市景観向上への寄与 

放置自転車と粗悪な屋外広告は、都市景観の阻害要因となっているが、景観緑三法－※１の制

定を受け、都市景観の向上が進められている。 

また、人口増加が終息した今、我が国のインフラ整備は量から質への転換の時期を迎えよう

としている。コミュニティサイクルによって、違法駐輪が減尐して秩序正しい自転車利用が推

進され、適正な屋外広告物が設置されるならば、都市景観の向上に寄与することが期待される。 

 

（４）関連産業の育成と新たな産業モデル転換への寄与 

 コミュニティサイクルは新しい交通モードであり、新しい自転車産業とサービスを創出し、

産業モデル転換の一部を担い寄与することが期待される。 

 

（５）交通モードとしての自転車のステータス向上への寄与 

これまで自転車は、日常生活の最も身近な個別交通として定着してきたが、今後は、環境的

に持続可能な交通体系の１つとしての役割りが期待され、ヨーロッパのコミュニティサイクル

は、その有力なシステムと期待されている。そのコミュニティサイクルが、ルール・マナーを

遵守して適正に利用されれば、交通モードとしての自転車に対する社会的イメージも大きく向

上させ、結果として電動アシスト自転車やサイクルライド－※２など、他の自転車施策の推進に

も寄与することが期待される。 

 

 

 
※１：もともとは、「景観法」、「景観法の施行に伴う関係法律の整備に伴う法律」、「都市緑地保全法等の一部を改正

する法律」の３法を指す。「景観法の施行に伴う関係法律の整備に伴う法律」で整備された主な法律は、「都

市計画法」、「屋外広告物法」であり、広告業界では「景観法」、「屋外広告物法」、「都市緑地保全法」を景観

三法とすることが多いようである。 

※２：鉄道や自動車、バスと自転車を乗り継ぐ交通移動のこと。バスとの乗り継ぎは、サイクル＆バスライド、自

動車との乗り継ぎはサイクル＆カーライドと呼ばれる。 
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Ⅴ.ココミミュュニニテティィササイイククルルのの適適用用条条件件  

  

１．備えるべき公共性 

 

我が国における交通機関の公共性は、大量輸送や、不特定利用、安全性、正確性、責任と義

務、管理・監督体制の確立などが要求される。 

これ加えて、経営収支上の安定性や、コミュニティサイクルの場合は許認可などの法制度・

体系が未確立な部分もあり、特に高い安全性や運行者（利用者も同じ）の責任と義務が重要に

なると考えられる。 

 

【表７ 公共性の評価項目】 

狭義の公共性 

①大量輸送（mass transit） ⑤運行の正確性（accurate service） 

②不特定利用（general use） ⑥運行者の責任と義務 

（responsibility＆obligation） ③安価な運賃（low fare） 

④高い安全性（high safety） ⑦社会的な管理・監督体制（social administrat） 

広義の公共性 

①環境的に持続可能な社会の実現 

（enviromental sustainability） 

③中心市街地活性化とコンパクトシティ転換 

（city activate＆compactcity） 

②福祉の向上（improve social welfare） ④経営収支上の安定性・持続性（stable profit） 

 

２．適用エリアの基本条件 

 

コミュニティサイクルの特性を最大

限に生かすことができる地域として、個

人の自転車保有率が低く、自転車トリッ

プ－※１に適した移動が多数発生する大

都市の中心部が想定される。 

また、都市交通としての自転車の利用

距離圏域－※２は、各種の調査・研究によ

り世界・日本とも５km が標準とされて

おり、ヴェリブの平均移動距離も２．２

km とされているので５００ｍから５

km を移動距離圏域として設定できる。 

以上の条件を備える地域で、鉄道端末

イグレス利用、中心市街地内の移動、中

心市街地と主要施設・観光地間の移動な

どを主要な利用パターンとして想定で

きる。 

 

 

 
※１：トリップとは交通工学用語で移動を表わす。自転車による移動のこと。 

※２：一般的に自転車を利用して移動する距離のこと。レンジ。 

 

【図 16 公共性の概念】 
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３．需要特性条件 

 

ヨーロッパのコミュニティサイクルは、利用者が便利に利用し、鉄道やＬＲＴ、バスなど他

の公共交通と連携し、通勤・通学や、ビジネスなどの日常交通を担うとともに、自動車から公

共交通利用への転換を図ることを目的としている。 

我が国においてコミュニティサイクルを導入する目的も基本的に同じであり、日常交通利用

を第一義としている。 

但し、屋外広告料が安い我が国のレンタサイクルは、観光地で多くのシステムが運営されて

おり、観光利用を専らとしているシステムでのみ収支均衡が達成されている。 

このため、利用ピークが異なる観光利用が組み合わされることがコミュニティ・システムの

収支安定上重要であり、我が国におけるコミュニティサイクルは、日常交通利用を中心としつ

つ観光利用も見込むこととし、観光地型のシステムも視野に入れることとする。 

 

 

４．都市規模別の可能性 

 

（１）都市規模・密度 

 

東京は、世界最大の都市圏規模を有する類まれな都市であり、需要条件は極めて高いが、逆

に歩行者と自転車、自転車と自動車の共存や分離の適性化が大きな問題であり、慎重な検討を

必要とする。 

政令指定都市の横浜や大阪（阪神都市圏）、名古屋（中京都市圏）などは、フランスのパリと

同規模であり、需要量や密度に関してはある程度参考になる部分が多く、ヨーロッパで実証さ

れているモデルの適性は最も高いと考えられる。 

人口 20～60 万人の県庁所在都市クラスでは、広告収入の見込みや需要量が低くなり、広告事

業によらない他の手法の検討も合わせて行う必要性が出てくるが、市街地循環型コミュニティ

バスとコミュニティサイクルとが同等のエリアをカバーすることも想定され、両者が共存可能

な公共交通のあり方を検討する必要が生じるかもしれない。 

人口 20 万人以下の中小都市では、需要面でのデメリットが大きくなるが、バスなどの公共交

通と自転車とを組み合わせた利便性の向上も必要であろう。 

 

（２）観光適性 

 

コミュニティサイクルの導入地域として観光地を想定すると、京都サイクリングツアープロ

ジェクトのある京都市は年間観光入込客数が約４，８００万人、しまなみ海道レンタサイクル

がある尾道市は、約５００万人であり、年間約５００万人以上の入込客数で、既存のコミュニ

ティサイクル運用による収支採算性が成立する可能性があることが実証されている。 

但し、観光地の場合は、バスやタクシー等との競合や、自転車走行空間、ステーションの設

置空間など、これまで整理してきた課題に加えて、観光特性として自転車での回遊に適してい

るかどうか、周辺の都市景観とマッチするか、コミュニティサイクルの運用が観光活性化・誘

発に寄与するかどうかなどをそれぞれ判断して適性を検証する必要がある。 
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ⅥⅥ．．我我がが国国へへ導導入入すするる場場合合のの課課題題  

 

ヨーロッパでは、コミュニティサイクル・システムが数多くの都市に導入されている。 

パリでは、ヴェリブを導入した交通政策により、自動車から公共交通、自転車利用へのモー

ダル・シフトが進行している。 

しかし、成功例と言われているヴェリブも、当初問題となった自転車配置の偏りについては、

ステーションの増設などによってほぼ解決されているが、７千８百台の盗難と１万２千台の破

壊（ヴァンダリズム）が発生しており、この対策など今後検討すべき課題も多い。 

我が国は、ヨーロッパと比べて、国民の社会性や政策・慣習、地形・気候条件、都市の集積

度や、道路幅員・交通量などが異なっている。 

新しいコミュニティサイクルを展開し、想定される効果を十分に発揮するためには、様々な

課題を分析、検討することが必要になる。 

 

 

１．地域の交通計画に盛り込むための課題 

 

（１）他の交通モードとの共存・協調 

 

コミュニティサイクルの利用促進を図る上で、必ず論点となるのが他の公共交通機関、特

にバスとの共存である。自転車の利用距離圏域は５００ｍ～５ｋｍ、バスは１ｋｍ以上とさ

れ、同じ距離圏域であれば、利用者が双方を比較して有利と考えるものを選択する。 

自動車から公共交通へのモーダル・シフトを目指すのであれば、公共交通サービスの向上・

拡充が必須条件であり、時間・空間的に連続したサービスを提供できるコミュニティサイク

ルと鉄道やバスとの協調関係を築くことが重要となる。特に地方都市におけるコミュニティ

バスとの共存など、地域へ円滑に展開するには、総合的に各交通モードを統括・調整するス

キームが必要であり、同一事業者によるバスと自転車双方の事業サービスや、バスと自転車

事業者との会社レベルでの包括提携などを検討すべきである。 

また、バスなどの端末交通として考えたときに、徒歩との共存・協調についても配慮すべき

である。 

都市部ではバスのバス停は、ほぼ５００ｍ程度のピッチで配置されており、これは、原則と

して徒歩で端末移動が賄えることから設定されている。 

コミュニティサイクルを活用した場合、徒歩と比べて高速・快適な移動が可能となり、より

行動範囲が広がるが、自転車交通量が増加するため、道路上での徒歩と空間のシェアリングや、

放置の発生を防止するための駐車場所の確保といった課題も発生する。 

 

（２）社会的費用対効果（Ｂ／Ｃ）の明確化 

 

ヨーロッパのコミュニティサイクルは、道路空間の屋外広告物やステーションなど公的資産

を活用するため、その社会的意義（便益）が明確に示される必要がある。 

また、公的資金を投入する場合には、一層明確な効果を示す必要が生じるだろう。 

なお、具体的な社会的意義としては、移動時間の短縮効果、自動車利用からの転換による地

球温室効果ガス削減効果などの他、自転車の走行空間の確保や、自転車関連事業の創出、市街

地活性化などに伴う効果を考えることができる。 
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（３）屋外広告物を財源とした場合の影響 

我が国においては、広告規制が緩やかであり、そもそも広告価値が欧米に比べて低い。 

まず、広告事業でコミュニティサイクルを運営する場合は、広告規制の強化によるプライオ

リティの向上が必要である。 

屋外広告の収入をコミュニティサイクルの運営資金に充てる場合は、街なかに屋外広告パネ

ルが増え続けることによる悪影響が懸念される。 

１つは、屋外広告物の増加によるマーケット・プライスの低下であり、もう１つは、都市景

観に与える影響である。 

屋外広告収入による場合にあっては、これらによる影響を検討する必要がある。 

 

（４）広域的に連携可能なシステムの構築 

コミュニティサイクルを運営しようとする事業者が単独で自治体と契約すると、市町村境で

の移動が不便となる可能性がある。 

隣接する自治体間との移動が不便とならないよう、展開すべきエリアを予め定め、広域的に

連携可能なシステムとすることが望ましい。 

 

【表８ 提示モデル】 

名称 モデル・イメージ 

モデル１ 

単独契約 

 

 

 

 

モデル２ 

中間組織 

 

  

モデル３ 

統一規格 

 

 

（５）自転車走行空間の確保 

我が国の都市は密度が高く、道路幅員が狭いため、自転車走行が増加した場合、自転車と歩

行者や、自転車と自動車の事故の増加が懸念される。 

道路空間の再配分による自転車レーンや自転車道の整備は漸く進みつつあるが、自歩道を除

けば、未だネットワーク化された都市はない。 

パリのコミュニティサイクル成功の大きな要因の１つは、前後して進められた自転車走行空

間の集中的な整備推進にあることは明らかである。 

新たな利用者が安心して走行できる空間が用意されなければ、利用と普及は円滑には進まな

いと考えられる。 

コミュニティサイクルを公共交通として導入する都市においては、より速やかな自転車走行

空間の整備推進が求められる。 

単路部分では自動車、歩行者から独立した専用空間が理想的だが、交通量その他の条件によ

っては共存空間を、交差点部分では、自転車の走行特性や安全に配慮した通行路の設計、ある

いは最適な信号制御を含めた総合設計が必要である。 

自転車と歩行者とが集中する駅前では、自転車駐車場（もしくはステーション）配置とアク

セス動線に配慮した走行空間とし、自転車駐車場の近辺では、駐車場の出入り動線に配慮した

空間とすることが必要である。 

また、利用者が安全に走行できるよう、走行空間の情報提供（マップの配布やアナウンスな

ど）も重要になると考えられる。 

 

自治体 契約 事業者 

自治体 

自治体 

事業者 

事業者 
契約 

統一 

規格 

中間 

組織 
契約 

事業 

者 自治体 

自治体 
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２．システム設計上の課題 

 

（１）サイクルステーション導入空間の確保 

ヨーロッパのコミュニティサイクルは、道路空間をステーションとして活用しているが、我

が国の都市部においては、人口・建築物の密集度が高く道路が狭いことから、ステーションの

設置場所が大きな課題となる。 

まず、道路上に設置する場合、幅員が４ｍ以上必要になるが、歩道の自転車走行が蔓延する

我が国の事情を鑑みると、安易な歩道上の設置はフランスでも生じた歩道走行を助長する懸念

があり注意を要する。駅前は、レンタサイクル需要の中心であるが、空間確保が難しい場所で

もあり、駅前広場などに加えて、既存の自転車駐車場の転用や、立体・機械式の施設も視野に

入れることができよう。 

一方我が国の場合、有効に活用できる可能性のあるものとして、沿道の自転車駐車場、大規

模施設の公開空地－※１・セットバック用地－※２、自動車駐車場、コンビニエンスストア、ファー

ストフード店などがある。 

 

（２）セキュリティの向上 

レンタサイクルは、盗難が大きな課題となっており、ウィーンのシティバイクが一週間で半

数盗難に遭った事例がある。フランスのパリジャン（Le Parisien）紙－※３によると、ヴェリブ

も開業以来約１年半で７千８百台の盗難が発生したと報道されている。 

我が国の人口１人当たり犯罪発生件数は、フランスの約１／４であり、安全性は高いと考え

られるが、なお、慎重な対応が求められる。 

セキュリティの向上策としては、ステーシ

ョンのセキュリティカメラ、警報ブザーの設

置、自転車の GPS－※４、チェーンロックの

取付け、保証金引上げ、人員目視、ITS－※５

との連携など様々な対策の検討が必要にな

ろう。 

 

※１：建築基準法の総合設計制度に基づいて、開発プ

ロジェクトの対象敷地内に設けられたオープン

スペース（空地）のこと。公開空地の有効面積に

応じて、容積率の割り増しや高さ制限の緩和が受

けられる。公開空地の条件は、一般に公開され、

歩行者が自由に通行したり利用したりできるこ

と。塀などで道路側から遮らず、周辺環境の向上

に努めること（イベントなどの一時的利用は可

能）など。 

※２：建築物の壁面後退のこと。都市計画法の地区計

画制度や建築協定を用いて定められている場合

等、道路と建築物との間にオープンスペース（空

地）が発生する。 

※３：パリの新聞。ポピュラーな日刊紙。 

※４：衛星を介した通信により、地球上の位置を確

認するシステム。 

※５：高度道路交通システム(Intelligent Transport 

Systems)の略称で、IT を利用して、輸送効率の

向上、道路交通を快適にするためのシステム。

【図 17 自転車のセキュリティイメージ】 
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（３）利用者インターフェイスの最適化 

犯罪発生率が高い欧米においては、身の安全のため多額の現金を持ち歩かず、クレジットカ

ードと小額用デビットカード決済が主流となっている。 

犯罪が尐なく「安全な国」と言われる我が国では、現金決済が主流で、クレジットカードの

利用頻度は高くない。 

代わって電子マネー－※１の導入が進んでおり、今後主力になると想定される。 

我が国に導入するヨーロッパタイプのコミュニティサイクルを公共交通として捉えた場合、

利用者が限定されるシステムとすることは適切でないことから、クレジットカードと併せて、

①現金デポジット会員カード制、②電子マネー決済制、③現金決済制などを取り入れたシステ

ムを検討する必要があろう。 

 

（４）気候条件との適合 

我が国の降雤量は、ヨーロッパの約２倍あり、高温多湿な気候条件にあることから、自転車

やポストを雤や湿気から守る対策を検討する必要がある。ヴェリブの場合には、事業者

（JCDecaux）が２週間に１回以上のメンテナンスを実施していると言われているが、我が国

では、ヴェリブの場合以上に、メンテナンス頻度の充実や上屋設置の検討が必要であろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．システム運用上の課題 

 

（１）安全性、ルール・マナーの確保  

我が国では、自転車の増加によって自転車事故が増えつつあり、自転車に起因する事故は勿

論であるが、自転車の走行によって起こる自転車事故の防止対策としての安全性の確保が不可

欠であり、喫緊の課題になっている。 

この点については、自転車の乗り手のルールやマナーの問題も大きいとされている。 

ヨーロッパタイプのコミュニティサイクルが導入され自転車が増加した場合に、これらの問

題がますます深刻となる可能性があることから、特に我が国への導入にあたっては、コミュニ

ティサイクルを運営しようとする事業者は、コミュニティサイクルの利用者がルール、マナー

を一般利用者以上に遵守するような仕組みを工夫することが望ましい。また、その観点では、

事業者責任の明確化などの対応も必要となることも考えられる。 

 

※１：電子マネーとは、貨幣経済が実質的に貨幣という物品によってやり取りされていた所を、電子的なデータ（及

び通信→データ通信）によって決済する手法である。２０００年代前半よりＩＣカード、特に非接触型ＩＣ

カード技術を用いた実店舗、自販機、ネット通販のいずれでも使える決済手段が新登場し、EDY、SUICA に

加えて、２００７年に PASMO、WAON、nanaco が加わったことをきっかけに、２０００年代後半から急速

に流通し始めている。 

 

 

【図 18 屋根付きステーション】 

（屋根付き）       （屋根なし） 
 

  
 

 

【図 19 屋外広告物の増加による影響】 
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（２）公共交通システムとしての確立  

 

我が国では、自転車の保有台数が約８，０００万台とされており、自転車の個人所有が一般

的である。 

レンタサイクルには数々のメリットがあるが、実際には自転車所有者等においてそのメリッ

トが十分に認識されているとは考えられない。 

そこで、レンタサイクルが実施される地域においては、事業者のみならず、自治体等の関係

者の協力を得て、コミュニティサイクルを利用することのメリットの普及啓発により、利用の

向上に努める必要があろう。 

また、コミュニティサイクルは、道路上の公共の空間にステーションや、ポスト、広告等を

設置することから、公共交通システムとしての条件を備えた上で、そのコミュニティサイクル

の必要性について広く一般の認識を広め、地域社会から十分な認知を受ける必要があろう。 

 

 

４．その他の課題 

 

（１）自転車産業・販売店・レンタサイクル事業者への影響 

 

コミュニティサイクルを導入しようとする地域においては、既存の自転車産業、特に自転車

の販売店や、レンタサイクル事業者との協調を図ることが課題となる。 

鉄道利用がアクセスの中心となる大都市の都心地域や観光地域においては、ビジネスマンや

観光客の利用が見込まれる自転車が尐ない自転車空白地域であり、この地域へコミュニティサ

イクルを導入することとなれば、ビジネス、観光、買い物等これまで徒歩等に拠っていたもの

が自転車へ転換することになる。 

これにより、新車のレンタサイクル専用自転車の場合であれば、その製造・販売、メンテナ

ンスなど、また、放置自転車の再利用の場合であっても販売、メンテナンス等、新規の需要が

発生することとなり、自転車メーカーや地域の既存の自転車販売店、自転車関連産業等のみな

らず、地域の活性化が期待される。 

事実、パリではヴェリブ導入により、自転車販売台数、販売額ともに増加している。 

 

【図 20 コミュニティサイクル導入による波及効果】 
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Ⅶ．．ビビジジネネススモモデデルル  

 

１．コミュニティサイクル運営スキーム 

 

●基本的な形態は、ヨーロッパに見られるように事業者がコミュニティサイクルを行うため、

道路占用（使用）許可、広告事業の許可等各種の行政手続きを行うものである。我が国にお

いては、行政上の手続きの他、地域住民（特の商店街）、地域企業、交通事業者などとの調整

が必要であり、この調整を円滑に行うための調整機関を設けることが望ましい。 

●オプションパターンは、地域での事業の円滑な着手を図るため、コミュニティサイクル事業

者は、コミュニティサイクル・システムのサプライヤーとして、関係する自治体、交通事業

者、地域企業、商店会等と共同出資あるいは協力してコミュニティサイクル運営会社を設立

するパターンと、交通事業者が中心となって、当該交通事業者の交通モードとパッケージで

コミュニティサイクルを運営するものである。 

●以上を基本・参考として、地域の事情に応じてスキームを組むこととになる。 

●コミュニティサイクル事業者が付帯的に展開する事業としては、広告事業の他、自転車駐車

場や自転車販売、メンテナンスショップ等があろう。 

 

 

（１）基本－１ 

 

コミュニティサイクル事業者が民間ビジネスとして主体的に取り組む形態。 

ヨーロッパで実際に行なわれており、日本でも MCDecaux（エム・シー・ドゥコー）社がこ

れに近い形態で事業化を検討している。 

この形態では、事業者が直接、広告の掲出や道路の占用（使用）等に関して関係する地域の

自治体等との協議、鉄道・バス・タクシーなどの交通事業者、地域企業・住民との調整を行な

い、コミュニティサイクルの運営と広告事業を行う。 

この場合は、事業者が直接自治体、交通事業者等の関係者と個別に調整を図ることが必要であ

り、手続きが煩雑になる。 

 

 

【図 21 コミュニティサイクル運営スキーム：基本－１】 
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（２）基本－２ 

 

基本形－２の場合は、自治体、交通事業者が関係者との一層円滑な調整を図るため、関係者

の全てが関与（参加）する調整機関を設置し、コミュニティサイクル事業者との交渉窓口を一

本化したものである。 

レンタサイクル、ポスト等の専用機器の破損や盗難の防止に備えるため警備会社への警備委

託を行い、更にレンタサイクルによる事故に対応できるよう、利用者等の傷害や自転車の破損

等に備えるため保険会社へその付保を行うことが望ましい。 

また、地域の自転車関連ビジネスは多様化しており、これらを一括して運営することによって

様々なメリットが生まれるため、想定される付帯事業を、拡張オプションとして設定している。 

 

 

【図 22 コミュニティサイクル運営スキーム：基本－２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）共同会社などを立ち上げるパターン 

 

地域におけるコミュニティサイクルの円滑な運営の確保を図る調整組織を更に発展させた形

態として、関係者とコミュニティサイクル事業者が共同で設立する方法が考えられる。 

関係者には、自治体、交通事業者、企業、商店の他、銀行など金融機関も含めることも考え

られる。 

ただし、警察は資本参加し得ないので、別途の協議先となる。 

この共同会社を立ち上げる形態のうち、ややもすると競合が懸念される、言葉を変えれば最も

協調が必要な２者の共同会社とすることは、例えばバスとコミュニティサイクルとの共同サー

ビスや、バス停と一体となったサイクルステーションの設置などを実現しやすくする他、地域

に根付いている交通事業者のチャンネルを活かして地域の自治体や企業・商店会との協議、調

整を円滑に進めることが期待され有力である。 

但し、バスなどの交通事業者が必ずしも地域と円滑に運営されているとは限らないので、事前

によく地域状況を把握した上で、最適なパターンを選択することが望ましい。 
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【図 23 ①コミュニティサイクル共同会社を立ち上げるパターン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 24 ②交通事業者と運営会社を立ち上げるパターン】 
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２．運営経費負担モデル 

 

（１）バランサーモデル(不足する利用料金プランを補うバランサーを設置 ) 

我が国においては、レンタサイクルは、その利用収入だけで収支均衡や利益を生み出すこと

が難しいと言われている。このモデルは、収支均衡を図るために利用料金の不足を補う他の事

業等（バランサー）を設定するモデルである。 

ヨーロッパのコミュニティサイクルは、広告事業収入によって実現しているものが多いが、

広告事業収入以外にも地域企業やスポーツ団体など受益者の協賛を得ることが考えられる。 

また、これらによる実現が難しい場合には、公共性に鑑み公的資金による運営もありえ、単

独又は複数のものを組み合わせて設定する。国庫の助成制度としては、国土交通省が都市交通

システム整備事業と先導的都市環境形成総合支援事業を改正し－※１、窓口を設けた上で適用

の検討を行っている。 

【図 25 収支バランスイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：国土交通省都市・環境局街路交通局交通施設課街路事業調整官神田昌幸氏談。資料編参照。 

 

（２）リンケージサービスモデル 

①パッケージ交通サービスモデル（受益があり経営母体が大きい交通事業者などが負担） 

鉄道等の交通事業者や旅行代理店など規模が大きく採算性の高い事業者が、自社の顧客のサ

ービス向上や、利用者の増加を目的として、採算性の高い本来の事業の一部からコミュニティ

サイクル運営経費を拠出するモデルである。 

採算性の高い事業とコミュニティサイクルを連結（リンケージ）して運営し、鉄道、バス等

とをパッケージ化することで収支採算性と相乗効果を実現するものである。 

 

【図 26 リンケージによる相乗効果と連結収支モデル】 
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②環境型パッケージモデル 

コミュニティサイクル導入目的の一つであるマイカーから公共交通へのモーダル・シフトを

より一層促進するため、自治体による自動車の都市への流入規制（ロードプライシング）や太

宰府市で行なわれているような駐車料金に上乗せする環境税などによってマイカー利用者への

課金を行い、その収入を持ってコミュニティサイクル運営経費の一部を補填（自治体コミュニ

ティサイクル事業者へ拠出）するモデル。 

 

【図 27 リンケージによる相乗効果と連結収支モデル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．パッケージサービス・モデル 

 

（１）共通パス・共通利用権モデル 

 

●この形態は、バス等他の交通事業者と同一の運行地域にコミュニティサイクルを導入する場

合や、鉄道やバスの端末交通としてコミュニティサイクルを併せて導入する場合を想定して

いる。 

●例えばコミュニティサイクルとコミュニティバスのどちらも利用可能、あるいはコミュニテ

ィサイクルと鉄道・バスを通して利用可能な共通パスを発行する。 

●利用者にとっては、次のように状況に応じてコミュニティサイクルバスのいずれの選択も選

択可能で、便利となり、事業者にとってはサービスの範囲が広がる。 

 

・待ち時間が長い時は自転車で。 

・バスが走らない時間は自転車で。 

・雤天や寒い時間は自転車で。 

・バス停から遠い場所へは、コミュニティサイクルで。 

・コミュニティバス停からエリア外の移動に端末交通としてコミュニティサイクル利用。 

・行きは街並みを眺めつつ自転車で、帰りはちょっと疲れたらバスで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティ 

サイクル 

 

 

 

 

 

 

追加負担 

 

 

 

 

 

駐車料金 

 

 

 

 

 

 

利用料金収入 

・ 

その他 

 

 

 

 

 

 

経費充当 

 

 

 

 

環境税 

 

 

 

 

マイカー 

利用 

公共交通・ 

自転車利用 

駐車場 

 

 

 

 

 

 

コミュニティサイクル 

事業の成立 

 

 

リンケージ施策 

による波及効果 

●自動車利用者の負担増 

●モーダル・シフトの促進 

●その他 

 

 



 ３２ 

 

【図 28 共通パスのイメージ１（コミュニティバス）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 29 共通パスのイメージ２（鉄道・バス）】 

 

 

 

 

 

 

 

（２）乗継割引モデル 

●この形態は、バスや鉄道等からコミュニティサイクルの乗継を行う場合に、コミュニティサ

イクル料金の割引を行うもの。 

●コミュニティサイクル＋徒歩や、コミュニティバス＋徒歩移動に比べて、迅速な移動が可能。 

●利用者の増加を期待できる。 

 

（３）サイクルバス・サービスモデル 

●コミュニティサイクルの運行に適しており、且つバスで接続することによって地域間の交流

が見込まれる２つの地域において、コミュニティバスとコミュニティサイクルの双方を運行

し、サイクルバスが２つの異なる地域を繋ぎ運行。 

●回遊性の高い２つの地域でサイクルバスを運行することによって、両方の地域を合わせた一

体的なコミュニティサイクルが利用が可能となる。 

●サイクルステーションを設置できない中間部分での乗降＋自転車利用に対応。 

 

【図 30 共通パスのイメージ１（コミュニティバス）】 【図 31 サイクルバスサービスのイメージ】 
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４．システムの基本構成 

 

（１）統合システムモデル 

●運営の中心は情報管理とコントロールの中心となるコミュニティサイクル運営センターと、

自転車管理や施設管理の中心となるアトリエ（配車・保守・点検・修理・必要機材管理を行

う施設）によって構成。 

●会員カード発行などの連携は、交通系ＩＣカードのセンター－※１や行政センター－※２の他、

ＰＣ端末からインターネット上のフォーム入力－※３によって行う。 

●安全管理を担うセキュリティセンターは、提携警備会社を想定。警察及びＩＴＳと連携し、

盗難・悪戯に対して万全の体制を整える。 

●ＩＴＳでは、搭載のＧＰＳや路上ビーコン－※４（現在自転車用は未設置）との相互通信によ

って、利用者の位置情報提供などのサービスと、位置・経路確認、盗難対策とを両立。 

 

【図 32 統合システムモデル】 

 

 
 

 

※１：首都圏の SUICA（JR 東日本）、PASMO（私鉄各社）など。 

※２：県庁・市区役所や、ホール・公民館などの文化施設、福祉センター、出張所などを含む公営施設の総称。 

※３：画面上のオブジェクトを介したコンピューターの入力方法。 

※４：道路上から発信される無線標識で、赤外線もしくは電波によって渋滞や所要時間などの情報を発進する。 
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（２）インターフェイスモデル 

●可能な限り誰もが利用可能な

インターフェイス－※１を設定、

同時にセキュリティを両立。 

●交通ＩＣカードと連携。 

●クレジットカードを担保しな

い窓口デポジット制度－※２（行

政センター）を設定。 

●違反金は５～10 万円に設定。  

 

※１：コンピューターと利用者（人間）

がそれぞれ情報をやりとりする

提供の方式。 

※２：サービスを提供する際に支払う

預かり金で、一般に返却すると

支払った額が戻ってくる。 

 

（３）ステーションイメージ 

●イメージは、バス停・一般自転車駐車場と一体化したサイクル＆バスライド用のサイクルス

テーション。 

●バスシェルターと連結した上屋と広告パネル。 

●歩道はバリアフリー法（高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）の有効幅

員２ｍを確保。周辺には植栽を配し、道路空間の景観形成にも考慮。 

●バスと自転車による小モビリティ拠点（交通結節点－※３）として形成。 

●セキュリティカメラ、音声案内・警報ブザー、地下のリペアポット－※４、バス案内表示板な

ど、フルスペックで配置したイメージ。 

 

【図 34 ステーションイメージ】 

 
 

※３：異なる交通手段（場合によっては同じ交通手段）を相互に連絡する乗換え、乗り継ぎ施設。 

※４：修理に必要な機材を格納する容器。 

【図 33 インターフェイスモデル】 
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（４）ポストデザイン 

●交通系ＩＣカード利用を前提としたポスト－※１イメージ。 

●会員は、ポストにタッチするだけで借り出し、返却が可能。 

●パネル面は最も操作がし易い地上から８０ｃｍの位置。自転車の

アタッチメントはヴェリブ自転車と同じ６０ｃｍに設定。 

●上屋の無いステーションでは、オプションで雤除けを設置。 

●地表の雤水・湿気からポストを防護するため、厚さ５ｃｍの基礎

面を設置。 

 

※１：利用者が貸出・返却のため操作を行うとともに、自転車を固定する機材が

付いた郵便ポスト上の機器で、ステーションに配置する。 

※２：機能を高めたり、新しい用途を可能にする付属品。ここでは、ポストと自転車とを接合する装置を指す。 

 

（５）自転車イメージ 

～ concept『誰もが乗りやすく、街なかをカッコよく走れるタウンサイクル』 ～ 

●ワンタッチでサドルを上下セット、幅広い体系の人にジャストフィット。 

●発進が楽な、２０インチ・ミニベロ×変速機ギアで、坂の多い地形もＯＫ。 

●フロントラックとリアキャリアを装備し、荷物の多い、ビジネス、買い物ユースにも広く対

応。 

●女性が乗り易いローチューブ－※３を使用。 

 

（６）ユニット・システム 

●ニーズ・用途に応じ、様々な自転車を同一システム内で提供。 

 

【図 36 自転車イメージ】 

 

※３：自転車の構造を形成するパイプのうち前部と後部は、トップチューブとダウンチューブで構成されるのが常

だが、これを１本に集約し、ダウンチューブに近い低い位置に置く構造の略称。 

 

【図 35 ポストデザイン】 
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調調査査ののままととめめ  

 

パリでは、コミュニティサイクルのヴェリブと、他の交通政策と組み合わせることによって、

自動車から公共交通への転換に成功している。今後、我が国も、公共交通、自転車交通、歩行

者交通などを中心とした環境的に持続可能な交通体系の構築を進る必要があり、ヨーロッパモ

デルを範とした新しいコミュニティサイクル・システムは、公共交通モードの１つとして重要

な役割りを担う魅力を備えており、我が国への導入を検討する意義は大きい。 

ヨーロッパのコミュニティサイクルには、様々な課題があるが、これらの課題に適切に対処

できれば、我が国においてもより優れたコミュニティサイクルを実現できるものと期待される

ところである。 

我が国で、公共交通への転換を行う場合、ヨーロッパ諸国と比べ、国政・法制度、社会性、

交通の状況、気候条件、屋外広告マーケットなど様々な事情の相違があり、これらがヨーロッ

パタイプのコミュニティサイクル導入の課題にも関わることが明らかとなった。また、普及が

進むヨーロッパのコミュニティサイクルも、盗難や破壊（ヴァンダリズム）などの問題を抱え

ており、改良が重ねられている。Ⅶで提示したビジネスモデルは、これらの課題への対応を踏

まえて、今後我が国で展開すべき新しいコミュニティサイクルを示しており、それぞれの項目

で示したパターンを組み合わせてカスタマイズすることによって、地域に相応しいコミュニテ

ィサイクルを実現することが期待される。 

なお、平成２１年度は、この調査研究に続き、具体的な地域においてフィージビリティスタ

ディを実施し、需要分析等と導入計画案の検討、我が国に最も適したコミュニティサイクル・

システムの管理方法の開発等の検討を行う予定としている。 

 

【図 37 まとめフロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔ビジネスモデル〕 

①運営スキーム 

②運営経費負担モデル 

③パッケージサービスモデル 

④システムの構成イメージ  

 

〔新しいコミュニティサイクル導入の課題〕 

①他の交通モード、自転車産業、販売店、レンタサイクルとの軋

轢を解消し、円滑に展開可能なスキーム 

②盗難・破壊防止のため、セキュリティの向上 

③他との交通モード、特にバスとの連携による競合回避と公共交

通利便性の向上 

④決済習慣が異なり、インターフェイスの適正化 

⑤上屋など風雤、湿気からの保護に配慮 

⑥ステーション設置のための空間条件により導入エリアの制限と

工夫 

⑦定点往復タイプなど他のシステムとの組合せも視野に入れ、需

要パターンに応じた効率的な展開 

⑧自転車走行空間の確保や、ルール・マナーの啓発 

 

〔新しいコミュニティサイクルの必要性〕 

①地球温暖化の進行       ②京都議定書が定める国際的責務 

③公共交通へのモーダル・シフト ④自転車交通の推進、公共交通との連携 

 

 

 

〔日本の特徴〕 

①社会性、国民性 ②道路、交通事情 

③気候・地理条件 ④都市条件 

 

 

 

 

 

 

 

●自治体による広告事業 

●屋外広告の適正化 

●道路空間の駐輪場 
 

 

 

 

 

〔ヨーロッパにおけるコミュニティサイクルの状況〕 

●より高度なサービスと利便性により自動車からの転換を実現し、公

的財源への負担も小さく急速に広がりつつあるシステム 

 

 

 

 

 

 

〔公共交通として備えるべき

条件〕 

①狭義の公共性である、大量輸

送、不特定利用、安価な運賃、

高い安全性、運行の正確性、

運行者の責任と義務、社会的

な管理・監督体制について、

適正な水準を確保 

②広義の公共性として、環境社

会の実現、福祉の向上、中心

市街地活性化とコンパクトシ

ティ転換、経営収支上の安定

性・持続性への寄与など、社

会的な必要性 
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レレンンタタササイイククルルシシスステテムム研研究究会会のの概概要要 

 

『公共交通としてのレンタサイクルシステム研究会開催日程』 

 

【表９】 

回 内容 

第１回研究会 ●開催日時 

平成２０年１０月３０日（木）１７時～１９時 

●場所 

東京都港区赤坂一丁目９番３号 

日本自転車会館２号館８階 ８０３会議室 

●議事  

①研究会の設立趣旨 

②海外におけるコミュニティサイクルの導入状況 

③フランスのセルフ・サーヴィス自転車の論点について 

④意見交換    ⑤その他 

第２回研究会 ●開催日時 

平成２１年１月２７日（火）１０時～１２時 

●場所 

東京都港区赤坂一丁目９番３号 

日本自転車会館２号館８階 ８０３会議室 

●議事 

①都市交通におけるコミュニティ・サイクルのあり方について 

・都市交通における自転車利用のあり方について 

・都市交通計画における自転車交通の位置づけと果たすべき役割り 

②資料説明    ③国土交通省の新たな自転車施策について 

④意見交換    ⑤その他 

第３回研究会 ●開催日時 

平成２１年２月２３日（月）１５時～１７時 

●場所 

東京都港区赤坂一丁目９番３号 

日本自転車会館２号館８階 ８０３会議室 

●議事  

①都市交通におけるコミュニティ・サイクルのあり方について 

・日本におけるコミュニティサイクルの利用の促進 

②資料説明    ③その他   

第４回研究会 ●開催日時 

平成２１年３月２５日（水）１８時３０分～２０時３０分 

●場所 

東京都港区赤坂一丁目９番３号 

日本自転車会館２号館８階 ８０３会議室 

●議事 

①横浜都心部におけるコミュニティサイクルの導入検討 

②資料説明    ③意見交換 

④その他  

第５回研究会 ●開催日時 

平成２１年４月２８日（火）１５時～１７時 

●場所 

東京都港区赤坂一丁目９番３号 

日本自転車会館２号館８階 ８０３会議室 

●議事 

①自転車交通政策の方向性とコミュニティサイクルを含む自転車走行環境のあり方 

②公共交通としてのレンタサイクルシステム研究会報告書案 

③意見交換    ④その他 
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『公共交通としてのレンタサイクルシステム研究会名簿』 
 

【表 10】 

 氏名 所属 

   

主催者 阿部毅一郎 （財）日本自転車普及協会会長 

   

有識者 屋井 鉄雄 東京工業大学大学院総合理工学研究科教授 

古倉 宗治 （株）住信基礎研究所 研究理事 

鳥海 基樹 首都大学東京都市環境科学研究科准教授 

中村 文彦 横浜国立大学大学院工学研究院教授 

   

自転車関係団体 渋谷 良二 （財）日本自転車普及協会常務理事 

福田 悦裕 （財）日本自転車産業振興協会常務理事 

高橋  譲 （社）自転車協会専務理事 

久能木慶治 （財）ＪＫＡ理事 

   

オブザーバー 山下 隆也 経済産業省車両課長 

池田 克史 警察庁交通局交通企画課交通安全企画官警視正 

清水 将之 環境省水・大気環境局自動車対策課課長補佐 

小口  浩 国土交通省道路局地方道・環境課道路交通安全対

策室長 

神田 昌幸 国土交通省都市・地域整備局街路交通施設課街路

事業調整官 

藤田  格 横浜市都市整備局企画部長 

   

シンクタンク 白井 秀典 ランドブレイン株式会社社会基盤グループ主任 

   

事務局 山本 耕治 （財）日本自転車普及協会事業第一部長 

岩井 卓典 （財）日本自転車普及協会事業第一部事業課課長

代理 

神田 義谷 （財）日本自転車普及協会事業第一部事業課課長

代理 

   
 

【表 11 協力企業参考ＵＲＬ】 
 

◆エムシー・ドゥコー株式会社     http://www.mcdecaux.co.jp/ 

◆クリアチャネル・ジャパン株式会社  http://www.clearchannel.co.jp/ 

◆ランドブレイン株式会社       http://www.landbrains.co.jp/ 

 

◆PARIS；Vélib’             http://www.velib.paris.fr/ 

 ◆BARCELONA；Bcing            http://www.bicing.com/ 
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 ３９ 

Ⅰ．海外のコミュニティサイクルシステム 

 
１．導入状況 

 

●導入都市・ 

 国の状況等 

 

確認されている大規模コミュニティサイクルの導入都市は７９都市に上る。 

ヨーロッパでは、EC 主要国を中心に、１２カ国で確認されている。 

自転車大国と呼ばれ、自転車文化が発達しているフランス、ドイツ、イタリアでは、多くの都市

での導入が確認されている。 

2007 年・2008 年に導入された都市が多く、急速な広がりを見せている。 

●システムの 

分布状況 

 

国際的に広がりを見せているシステムは、JCDecaux 社のシクロシティと Clear Channel 社のスマ

ートバイク。 

JCDecaux 社が２０都市、Clear Channel 社が１２都市を運営している。 

ドイツは Call a Bike、イタリアは Bicincitta と呼ばれる独自のシステムが広がりを見せている。 

●人口規模・ 

気候条件 

何れの国も、ベルリン・パリ等の首都や、首都で無い場合は、同クラスの大都市にはほぼ導入さ

れている。 

人口１０万人やそれ以下の規模が小さい都市にも広がりを見せている。 

気候が厳しい北欧諸国（フィンランド、ノルウェー、スゥエーデン）でも運用されている。 

北欧諸国の都市では、夏場のみシステムが運用されているが、気候の厳しい冬季は運用が中止さ

れている。 

 
〈コミュニティ・サイクル導入都市一覧（確認されているもの）〉 
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２．シクロシティ（JC ドゥコー社） 
（基本システム） 

 
 

（コンセプト） 

 
 



 ４１ 

 

（導入仕様と効果） 

 
 

（ポート配置） 

 



 ４２ 

 

（車両の仕様） 

 
 

（利用料金） 

 
 

 

 



 ４３ 

 

（スタンド仕様） 

 
 

（メンテナンス） 

 
 



 ４４ 

３．スマート・バイク（クリアチャンネル社） 
（公共交通の課題） 

 
 

（システムの概要） 

 
 

 



 ４５ 

 

（導入事例－オスロ） 

 
 

（導入事例－バルセロナ） 

 
 

 



 ４６ 

 

（スタンド仕様） 

 
 

（利用頻度） 
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４．コール・ア・バイク（ドイツ） 
 

 

●運営 
 

・ドイツ鉄道（Deutshe Bahn）→１００％子会社のＤＢレント社が運営。 

・鉄道利用客への移動サービスとしての色が強い。 

●システム 
 

・携帯電話によるコールセンターとの通話によって、会員登録と、車両管理を行なう。 

・決済はクレジットカード（登録時に申請）。 

・車両本体にロックが取り付けられており、解除とロックナンバーを携帯電話で確認。 

●ＦＬＥＸシス 

テムの採用 
 

・道路上にポートを設置し、駐車・返却位置と台数を固定するＦＩＸ式に対して、ＦＬＥＸ

式は道路上の任意の場所に駐車。 

・返却場所は、利用範囲の交差点とすることがルール。 

・ＧＰＳは搭載しておらず、虚偽・誤認報告による損失に対しては、追加料金が徴収される。 

・都市によってＦＩＸ型とＦＬＥＸ型とがある。 

●費用負担・ 

利用料金 
 

・最初の４都市は、ＤＢレント社が自己負担で整備、その後は、導入を希望する都市が経費

を負担。 

・広告収入は無し。利用料金のみで運営。 

・料金は、当初の１分から課金される。鉄道パスとの組み合わせで割引き。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●システム 

運用状況 
 

・導入都市は、６都市を確認。ドイツの国内システム。 

・例外として、リンツ（オーストリア）、シャロン・シュール・ソーヌ（フランス）がある。

（シャロン・シュール・ソーヌは他社に権利を譲渡） 

・会員数は、全ドイツで 150,000 人。ベルリンでは 2000 年の 20,000 人から 2007 年には

45,000 人に増加。 

・ＤＢレント社のレンタサイクル事業は赤字と言われているが、他部門（主要部門はレンタ

カー）で収益。 

・冬の気候条件が厳しいため、利用は夏に偏る。 

・ベルリンでは、１日約１台が稼動。利用率は高くない。 

●競合システム 

の参入 

・若手ベンチャーの運営する Next Bike が参入、同一都市での競合もある。 

・Next Bike は、広告収入（車両広告等）によってシステムを運営し、公共とは一切関連を

持っていない。会員数は１万人で、自転車駐車場を活用。 

●課題 
 

・携帯による連絡（貸出時と返却時）が煩わしく、簡易な方法が必要。 

・ロックの解除とロックの手間が煩わしく、簡易な方法が必要。 

・他の国際的なシステムと比較して高い料金。（ヴェリブは 30 分無料。） 

●今後の展開 

見通し 
 

・ＤＢレント社は、ドイツ国内中心の事業展開を予定。 

・ベルリンでは、都市交通としての大規模な都市型コミュニティ・サイクルの導入が求めら

れている。 

・ＤＢレント社は、課題を踏まえた新たなシステムを開発中。 

 

 

  
 

 コールセンター

番号 

 

 

車両番号 

ロック 

 

〈料金体系〉 

料金体系 料金（ユーロ） 料金（円） 

通常料金 ０．０８（１分につき） １４ 

鉄道パス所有者 ０．０６（１分につき） １０ 

１日（２４時間） ９．００ １，５３０ 

１週間 ６０．００ １０，２００ 

１年 ９９．００ １６，８３０ 

※１ユーロ＝１７０円で計算 
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５．ビチンチッタ（イタリア） 
 

 

●運営 
 

・コムニカーレ社→イタリアの屋外広告を中心とした広告代理店。 

・FIAB（イタリアにおける自転車乗用促進連盟）とユーロモビリティが開発に協力。 

●システム 
 

・当該市役所で登録し、パスと鍵を取得。（身分証明書が必要） 

・保証金もしくは購入費として１０ユーロが必要。 

・自転車ポストの頭部にあるリーダーにパスをかざすと、ロックが解除される。 

・返却時は、パスをリーダーにかざして、ロックに固定する。 

●特徴 
 

・新しく特別にデザインされた自転車で、洗練されたフォルムとカラフルな色彩（赤、青、緑）を

採用。 

・ガラスパネルを使った、洒落たシェルター。 

・ソーラーパネルを使い環境へ配慮。2007 年 11 月にイタリア・ロンバルディア州の｢環境保存貢献

大賞｣（Eco Friendly Innovation Prize）を受賞。 

・自転車１台毎にポストが設置される。 

●費用負担 

・利用料金 
 

・ローマでは、セムーサ社（スペインの広告代理店）が受注し、コムニカーレに委託している。 

・料金は、都市によってまちまち。 

・ローマの場合、30 分無料、30～60 分は１ユーロ、60～90 分まで２ユーロ、90 分以降は、30 分

毎に４ユーロ。 

●システム 

運用状況 
 

・イタリア国内２３都市が導入。 

・１都市当りのステーション数は、１～１９箇所程度。 

・１ステーション当り１０台程度で、自転車ポストの合計は、２，１８７台。 

・パス所有者は、１２，７４９人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

〈料金体系（ローマの場合）〉 

時間帯 料金 

３０分まで 無料 

30 分～60 分まで １ユーロ 

60～90 分まで ２ユーロ 

90 分以降 30 分当り４ユーロ 
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Ⅱ．我が国のレンタサイクル・システム 
 

１．全国のレンタサイクル普及状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「駅周辺における放置自転車の実態調査の集計結果報告書」（2006 年（平成 18 年）8 月内閣府） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置 箇所数 稼働能力 設置 箇所数 稼働能力
市町村数 （台） 市町村数 （台）

北海道 5 5 57 滋賀 4 9 445
青森 0 0 0 京都 10 15 787
岩手 5 6 50 大阪 21 46 6,682
宮城 4 7 30 兵庫 12 14 4,202
秋田 1 1 50 奈良 5 8 460
山形 5 5 57 和歌山 5 5 20
福島 1 4 56 鳥取 2 2 25
茨城 8 10 147 島根 1 1 5
栃木 5 9 123 岡山 5 10 924
群馬 5 13 87 広島 5 5 484
埼玉 10 14 2,341 山口 5 9 1,004
千葉 5 10 338 徳島 1 1 10
東京 19 43 4,740 香川 3 8 890
神奈川 7 29 927 愛媛 3 5 43
新潟 5 5 47 高知 2 2 35
富山 5 7 65 福岡 3 3 27
石川 4 5 101 佐賀 0 0 0
福井 9 20 355 長崎 2 2 15
山梨 1 1 50 熊本 4 6 57
長野 4 11 75 大分 3 3 20
岐阜 3 9 191 宮崎 3 4 65
静岡 4 6 90 鹿児島 3 10 52
愛知 8 13 398
三重 7 7 68 合計 232 408 26,695
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２．レンタサイクルの事例 
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 ７１ 

Ⅲ．我が国の屋外広告の状況 
 

１．我が国の屋外広告の現状 

（１）我が国の広告業界の基本構造 
 

広告業界はメディア（媒体）、クライアント（広告主）、エージェント（広告会社）で成り

立っている。エージェントはクライアントに良いメディアを紹介して、１５％～２０％程度

の手数料を収めている。 

出典・参考：自治体における広告事業の推進に関する調査研究報告書 

（財）東京市町村自治体調査会 

 

広告業界における主要なメディア（媒体）は、マスコミ４媒体を中心として、インターネ

ット、プロモーションメディア等に分類されており、屋外広告は、SP/プロモーションメデ

ィアの中に位置づけられている。この分野の広告事業は、屋内の新聞や TV・PC 等に対し

て、OOH メディア(Out Of Home Media)と称されることもある。 

広告事業に対する行政の役割りは、法に基づく、規制・管理が主な役割りであるが、近年

横浜市のように、広告事業の展開が始まっている。 

 

 

（２）我が国の OOH メディア(Out-Of-Home-Media)と屋外広告動向（’07 年） 
 

2007 年(1～12 月)の日本の総広告費は 7 兆 1914 億円、前年比 101.1％と４年連続の増加

となった。 

総広告費は、2000 年に IT(情報技術)ブームを背景に３年ぶりに増加したあと、減尐が続

いたが、2004 年に日本経済の景気回復基調とデジタル家電やインターネット(ブロードバン

ド)の普及を背景に４年ぶりに増加し、2005 年(同 101.7％)に続いて 2007 年も前年実績を上

回った。 

媒体別に見ると、「新聞広告費」(前年 94.8％)が大きく減尐し、「テレビ広告費」(同 99.1％)

も減尐して、「マスコミ４媒体広告費」(同 97.4％)は３年連続して前年を下回った。マスコ

ミ広告以外では、「フリーペーパー・フリーマガジン」や「展示・映像他」「DM」などが増

加した「プロモーションメディア広告費」(同 101.9％)が４年連続の増加となった。BS デジ

タル放送などの増加で「衛星メディア関連広告費」(同 110.8％)が引き続き伸び、「インター

ネット広告費」(同 124.4％)は検索連動広告(SEM：サーチ・エンジン・マーケティング)、

モバイル広告を中心に拡大を続けた。 

 

2007 年の OOH メディアの広告費は、交通広告、屋外広告、折込広告あわせて、1 兆 3,181

億円で、前年比 100.2％と４年連続で増加した。 

折込広告が若干前年比を下回ったものの、交通広告、屋外広告は前年を上回り、相変わら

ず OOH 広告市場は堅調に伸長を続けている。 

これは、大手広告主の出稿が盛んになってきたのを受け、キャンペーン対応の都市型メデ

ィアとしての活用が増加したことと、法令改正による規制緩和により行政が民間活用による

新規媒体の開発に着手したこと、大手デベロッパーによる新規開発の大型施設メディアの開

発等により、媒体そのものが増加したことが主な要因である。 

OOH メディアへの関心は近年、高まりをみせている。そのきっかけとなった要因は、①

生活者の変化、②広告主の変化、③OOH 媒体の変化、である。 

生活者の変化は、生活者の外出時間、つまり外にいる時間の増加があげられる。ビデオリ

サーチの「メディアコンタクトレポート(MCR)(関東地区)」によると、12～19 歳の男女の

１日の外出時間は、2000年の９時間から３分から 2007年には９時間 42分へと大幅に伸び、

20 代も９時間１分から９時間 28 分と同様の傾向を示した。 

 

 

資料－２ 



 ７２ 

 

さらに 30～40 代も 2000 年に比べ、2007 年では 20～25 分と大幅な伸びを示している。

これは、大都市圏を中心とした店舗・街の 24 時間化や魅力的なエンタテイメントの増加、

さらに近年の景気の回復基調により労働時間やレジャー時間が増加したことが要因として

考えられる。外出時間の拡大に伴って、OOH メディアへの接触率が高まった。 

OOH メディア自体も変化しており、①鉄道会社の変化、②行政・政令の規制緩和、③行

政の民間活用の活発化、④都市圏における大規模再開発、⑤技術革新、があげられる。 

景観三法の制定により、屋外広告物や都市景観など広告にかかわる法律も大きく変わった。 

それに伴い、自治体などの行政の考え方にも変化がみられる。 

広告等を排除し、きれいな景観を作り出して維持・保全していくエリアと、地元商店街な

どと協力して、広告を活用して活気ある街並みを形成するエリアとの二極化が進むものと思

われる。その際に今まで黙認の形で繁華街などに掲出されていた様々な広告物も、一定のル

ールに基づいて整備されるだろう。 

税収の減尐や財政再建をにらんだ自治体などの民間協力の利用も盛んだ。 

岡山市、横浜市で始まった広告付きバス停留所(バスシェルター)も名古屋市、神戸市、札

幌市、福岡市、静岡市といった各政令指定都市に拡大している。東京都においても、広告付

きバス停事業が 2008 年 3 月 31 日より開始され、飲料ファッション系広告主中心に堅調な

販売状況である。 

 

【日本の広告費と GDP の推移】     【媒体別構成比】      

 

  
  

 

OOH メディアの今後を展望してみると、自治体は、景観緑三法などの制定を受けて、そ

れぞれの条例を改・制定、その過程で独自の解釈で行政指導を行なう可能性が高く、広告を

推進する地域とに二極化が進むだろう。 

また、自治体の財政再建や税収不足によって、民間活力を導入したＰＦＩ(民間資金活用

による社会資本整備)方式の広告掲出も増加、従来の広告禁止地区や物件での掲出が可能と

なり、魅力ある OOH メディアの誕生が期待できる。 

これまでの固定観観念を打ち破る新たな媒体の出現に、今後も大いに期待したい。 

 

屋外広告に関しては 2007 年、広告費は 4,041 億円、前年比 102.5％と前年に引き続き増

加となった。主な要因としては、ネオンの大幅な落ち込みを、CI/VI、ポスターボード、広

告幕、商業施設メディアが上回る伸びで補ったことにあるといえる。 

 
出典・参考：電通広告年鑑’08-‘09 
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（３）最近の屋外広告看板の料金動向 
 

屋外広告がビジネスとして成立するには、スポンサー企業の広告需要が高いロケーション

でなければならない。 立地のポイントは、屋外広告が認識される頻度と視認性の高さであ

る。そのためにはターゲット層の通勤、通学や買い物などでの通行が大量に発生するＴＧ（ト

ラフィック・ジェネレーター）と呼ばれる駅、大通り沿いである必要がある。当該ﾋﾞﾙやマ

ンションが、ＴＧから見て視界性が良好であったり、通行が滞留する交差点周辺ならさらに

プラスとなる。 

例えば、東京都内で屋外広告のホットスポットといえるのは、銀座、六本木、渋谷、新宿

などが挙げられるが、今年になって渋谷、新宿では２割程度料金が上昇したケースもある。 

オフイスﾋﾞﾙや１棟マンションなどの鑑定評価で、賃料に比べ意外に知られていないのが

屋外広告料金の相場や料金システムである。 

看板料は、通行量、看板の大きさ、周りの看板と比較した目立ち具合で決まり、個別格差

が大きく、料金も変動する。看板を支える支柱設置コストを負担するのは、ﾋﾞﾙｵｰﾅｰのケー

スと広告 0 主のケースの２通りがある。 

日経産業紙によると、渋谷、新宿駅前で目立つ場所ならスポンサー向け広告料金は、１０

０㎡（８ｍ×１２．５ｍ）当たり年間 700～１３００万円。契約期間は、２年、３～５年更

新が多いそうだ。 

ﾋﾞﾙｵｰﾅｰと広告主間を仲介するのは広告代理店が主流で、屋外広告に表示される内容は、

企業や商品イメージの訴求をメインとするものから、広告主の店舗などへ導入する機能を持

ったもの等がある。 

インターネット市場の広告費が１０年間で６０倍増えたように、企業もインターネットを

絡めたクロスメディア広告戦略を打ち出し、費用対効果から広告媒体の選別を進めており、

屋外広告は分が悪いようだが、この先、消費の回復で地位回復に結びつくのか先行きはまだ

不透明だ。 

 
出典・参考：2007 年 7 月 7 日㈱日本システム評価研究所 
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（４）海外国との比較 
 

【各国の屋外広告の状況】 

 地域 国 屋外広告の状況
日本 日本 我が国のOOHメディアと屋外広告の項を参照

アメリカ 合衆国
屋外広告はインターネット同様に景気不振にもかかわらず、好調が予想され、ビデオ広告ネットワーク、電子ビル
ボードおよび店舗フロアー、エレベーター壁、公園のベンチ、給油所ポンプなどに展開されるアンビエント広告などを
含むオルタナティブ屋外メディアが急速に伸びている。家庭や職場よりも屋外で過ごす時間が伸びていることも近年

カナダ

屋外広告は製作技術やクリエーティブ力も非常に強く、主要道路沿いのビルボード、都心部を中心にバスや地下鉄
での交通広告が盛んな状況はアメリカとほとんど変わらない。デジタルテクノロジーの発達で発光ダイオード(LED)や
液晶ディスプレイ(LCD)を利用した広告、屋外での視認性が高いフラッシュメディアを利用したポスター広告や、スー
パーや駅などの床や通路にステッカーを貼り付けるフロアメディア広告なども盛んである。最近では環境に配慮した

西ヨーロッパ イギリス
イギリスの特色はバスと地下鉄の交通広告が多いことで、約36万5,000サイトの57％を占める。市街地向けでは、６
シート(180×120cm)が８万6,531サイト、48シート(305×910cm)が２万7,388サイトを持つ。

フランス

サイト数は合計97万3,820サイトでイギリスやドイツの約36万サイトを上回りヨーロッパ最大で、JCDecauxと
ClearChannelが２強となっている。リヨン市に次いで2007年７月にパリ市で始まったセルフサービス自転車Velibが好
評で、主要都市で次〄と採用されている。運営管理は屋外広告会社に委託されており、JCDecauxとClearChannelが
競合しているが、広告媒体としても注目されている。

ドイツ
屋外広告は2006年で35万5,583サイトが存在する。Billboard／GFが18万1,486サイト、Pillar／ＧＳが１万6,456サイト、
ＣＬＰが９万7,316サイト、Poster／ＡＡが４万6,351サイト、SuperPosterが1,121サイトとなっている。

イタリア
屋外広告は15万3,420サイトが存在する。100×140cmが12万605サイトで大多数を占める。600×300cmは３万1,960
サイト、600×300cmのバックライト付きは855サイトとなっている。

オーストリア －

スペイン
屋外広告はＪCDecaux、Cemusa、ClearChannelが３強で、８×３ｍが１万7,915サイト、照明付き＇８×３ｍ、４×３ｍ（が
2,265ヵ所、電話ボックスが４万ヵ所など６万6,980サイトが存在する。

ベルギー
ベルギーはフランスとともに屋外広告の発展国で、サイト数が多くサイズも多様化しているため、サイト数を約７万
1,600とする統計もあれば、約３万8,000とする統計もある。２㎡(116×171cm)が２万7,924サイトで最も多く、20㎡(315
×470cm)が7,865サイトで２番目に多い。

オランダ
屋外広告は9,315サイトが存在し、CBS Outdoorが4,500サイト、JCDecauxが2,500サイト、Brouwer＆Partnersが1,000
サイトを展開している。

デンマーク －
ノルウエー －
スウェーデン －

東欧・ロシア ポーランド －
チェコ －
ハンガリー －

ロシア

ロシアの屋外広告の特徴は、他国と比べ総広告費における屋外広告の割合が高い点である。ヨーロッパ主要５ヵ国
では、屋外広告が総広告費に占める割合は５～10％であるが、ロシアは17.9％である。屋外広告に対する需要の高
まりから、広告物件数は増加の一途をたどってきたが、2007年現在では屋外広告の設置を規制または減尐を命ずる
自治体が増え、増加のテンポには歯止めがかかってきている。

アジア 中国 －

韓国
屋外広告は交通媒体およびシネマコンプレックス、エンタテイメント媒体などの部分的な活性化にもかかわらず、
2006年12月、屋外広告基金造成法の時限満了および後続法の不在により、広告看板を大量撤去したことを受け、前
年比12.2％減の6,793億ウォンを記録した。

台湾

2007年はOOH広告にとっては画期的な年となった。すなわち台湾高速鉄道(台湾新幹線)が本格的な稼動を始めた
年であり、OOH広告業界にHigh Profileなターゲットを持つ媒体が一つ加わることになった。この台湾高速鉄道の駅構
内・車内広告は専門の広告会社「X-Line」によって運営・管理されている。2008年には高雄市に新交通システム(ＭＲ
Ｔ)が導入され、また台北市のＭＲＴも新規路線整備が進むなど、交通広告を中心に台湾のOOH広告業界は今後も

タイ

大型のビルボードは主に都市部主要道路周辺、空港周辺、高速道路沿い、主要国道沿いに設置されている。幅
50cm以上という大型ビルボードも存在する。2006年に開港した新バンコク国際空港内および周辺のビルボード・サイ
ンボードの数量は非常に多く、掲出量も高額となっている。また、バス、タクシー、バンコク高架鉄道(BTS)、三輪タク
シー＇TUK-TUK（、乗合タクシーなどの公共乗り物機関およびその施設はすべて広告媒体として活用されている。大
型商業施設では、オープンスペースを活用した商品展示会や自動車、不動産の販売会などが頻繁に行なわれてい
る。これらの施設には独自にサインボードや3Dモニターが設置されており、媒体として各広告主も有効活用してい

インドネシア

公共交通機関に乏しいインドネシアは車社会であり、近年都市部を中心にビルボード広告は活発である。従来型の
電照タイプ以外にも全面ネオンサイン・タイプも増加しつつある。形状的には横長タイプ(10×20ｍもしくは４×８ｍ)か
ら当局の規制の関係で縦長タイプが主流となりつつある。またビルボード以外にも歩道橋に電飾を施すタイプも人気
がある。また、ビルボード以外ではビデオとロン(屋外でのビッグスクリーン映像)、バス・ラッピング、サイン・ボードパ
ネルなども盛んである。2002年にはビッグスクリーンを積んだトラックによるアドも登場した。また、オフィスビルのエレ
ベーター待ちのホワイトカラー層を狙ったエレベーター近辺でのスクリーンをネットワーク化したメディアも出現してい
る。ジャカルタには屋外広告専門の会社が大小数十社ある。大手はNeon-Lite、Rainbowなどである。

シンガポール

景観上とセキュリティ上の理由で、ネオンサインが厳しく制限されてきたが、1996年を境に規制は徐〄に緩和されつ
つあり、オフィス街のラッフルズプレスの一部でもネオンサインの掲出が実施されていきている。一方、シンガポール
の繁華街ではオーチャードロードなどでは、ネオンサインの絶対数が尐ないうえに、高さ制限など依然として厳しい制
限が設けられている。交通広告は極めてバリエーションに富んでおり、地下鉄(MRT)では、内照パネル、車内額面ポ
スター、テレビモニターによる広告などが一般的。また、バスに関しては、全面車体広告や、停留所の壁面、屋根を
活用した広告などが散見される。タクシーも広告媒体として活用され、近年は車体広告のみならず、車内後部座席向
けの液晶ディスプレイも活用されている。このような交通広告の拡大の背景には、公共交通の利用者数の爆発的な

マレーシア
車社会のマレーシアでは、ハイウェイ沿いの大型屋外広告がポピュラーであるが、2003年にはクアラルンプール中心
部を走るモノレールが開通したことに伴い。レールの支柱や駅の外壁などに次〄と大型広告が掲出され、市街地に
おける効果的な広告媒体として活用されている。

フィリピン

マニラ首都圏では、EDSAとかC5などの幹線道路沿いに大型ビルボードが目白押しである。＇マカティエリアはビル
ボード広告禁止（。ほとんどが特殊な布地にインクジェットでプリンティングされたものであるが、一部ネオンサインも
散在する。ビルボードのほか公共交通機関＇バス、LRT／MRK（での交通広告、なかにはラップ広告という車体を利
用した広告も可能である。このほかタクシー、トライシクル、ペディキャブなどにも広告可能である。

ベトナム －

インド
90年代後半よりデリーにおいては、屋外看板が厳しく制限されているものの、幹線道路やビルの看板広告、バスシェ
ルターといった媒体は都市生活者への重要なコンタクトして活用されている。またムンバイ、チェンナイなどにも多く設
置され、重要な媒体として位置づけられており、広告費全体の約６％を占めている。

中東 サウジアラビア

中東では車が主要な移動手段であることから、屋外広告は盛んに活用されるメディアとなっている。屋外広告の種類
としては、ビルボード、ユニポール、ミュピ、屋上看板、ネオン、街頭柱看板、バス・タクシー広告、空港看板、スタジア
ムなど様〄な物件がある。また、近年都市部の近代化により、高層ビルの壁面への広告掲出や工事現場のフェン
ス、道路脇のフェンスといった巨大な物件が登場しており、なかには数百メートルから10キロメートルを超えるものま
で様〄な物件が登場している。2007年10月にはロンドン広告会社により、世界一大きいビラとしてギネスにも登録さ
れたドバイ国際空港の横のスペースへ飛行機からみる屋外広告が設置され、話題を呼んだ。都市部の建設ラッシュ
を背景に、屋外物件の供給も相当数がのぼっているが、それ以上に需要が大きいため、より一層の価格上昇が進ん

アラブ首長国連邦(UAE) 〃
クウェート 〃
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【広告マーケットの各国比較】       【屋外広告マーケットの各国比較】 
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【広告マーケットに占める屋外広告割合】 
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【GDP に占める広告マーケット量】       【GDP に占める屋外広告マーケット量】 
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【人口１人当たり広告マーケット量】     【人口１人当り屋外広告マーケット量】 
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【人口１人当たり GDP】 
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【主要国の広告マーケット量】 

 
※円換算レートは、2008.11.12 付け。    
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 ８０ 

 

【人口１人当たりの広告マーケット量、ＧＤＰに占める広告マーケット量（円換算）】 

 
出典・参考：電通広告年鑑’08-‘09 
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２．屋外広告権料の実態 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域 場所 名称
タテ ヨコ 面積 CM長さ 放映回数 日放映時間 １週間料金 日単価料金 面積単価料金
＇ｍ（ ＇ｍ（ ＇㎡（ ＇秒（ ＇回（ ＇時間（ ＇円（ ＇円/日（ ＇円/時間/㎡（

北海道 1 ＪＲ札幌駅前 読売メガビジョン札幌駅前 3.84 5.12 19.7 15 56 0.233 315,000 45,000 9,809
2 札幌＇４丁目プラザビル交差点（ 読売メガビジョン４プラ 3.84 5.12 19.7 15 84 0.350 455,000 65,000 9,446
3 札幌＇ススキノ交差点（ 道新ビジョン 4.32 5.76 24.9 15 68 0.283 100,000 14,286 2,026
4 札幌＇サッポロファクトリー・アトリウム（ サッポロファクトリー 3.84 5.37 20.6 15 32 0.133 140,000 20,000 7,274
5 札幌地下鉄大通り駅前 サッポロHIROSHI 1.52 2.03 3.1 15 40 0.167 150,000 21,429 41,518
6 千歳＇新千歳空港内（ 新千歳空港内大型ビジョン 3.00 4.80 14.4 15 60 0.250 280,000 40,000 11,111

東北 7 秋田駅正面 アクティブビジョン 3.57 5.00 17.9 15 48 0.200 102,400 14,629 4,098
8 盛岡駅正面 エキサイトビジョン開運 4.16 5.76 24.0 15 56 0.233 220,000 31,429 5,621
9 仙台＇ＪＲ仙台駅（ スーパーライザ仙台 7.20 9.60 69.1 15 48 0.200 190,000 27,143 1,963

10 仙台＇ＪＲ仙台駅西口（ 仙台アオバビジョン 6.40 8.50 54.4 15 56 0.233 210,000 30,000 2,363
11 ＪＲ福島駅東口 ＴＲＹビジョン福島 3.00 4.00 12.0 15 60 0.250 140,000 20,000 6,667
12 ＪＲ郡山駅前 郡山民放ビジョン 4.80 6.40 30.7 15 56 0.233 52,033 7,433 1,037

関東 13 ＪＲ水戸駅南口コムボックス３１０ 水戸３１０ｖｉｓｉｏｎ 4.50 6.00 27.0 15 40 0.167 78,400 11,200 2,489
14 鹿島 鹿島街なびじょん 2.80 4.00 11.2 15 72 0.300 11,667 1,667 496
15 宇都宮＇馬場町交差点（ 宇都宮カラーズビジョン 3.88 4.80 18.6 15 64 0.267 89,600 12,800 2,577
16 ＪＲ宇都宮駅前 Ｌａｌａビジョン宇都宮 5.90 8.10 47.8 15 48 0.200 95,000 13,571 1,420
17 大宮駅西口 エキサイトビジョン大宮アルシェ 4.08 7.20 29.4 15 60 0.250 274,000 39,143 5,330
18 所沢駅西口 所沢プロぺビジョン 3.20 5.76 18.4 15 64 0.267 23,333 3,333 678
19 川越駅東口ライブ通り 小江戸ライブビジョン 4.80 6.40 30.7 15 56 0.233 113,800 16,257 2,268
20 ＪＲ海浜幕張駅前＇ブレナ幕張壁面（ ビスビジョン幕張 4.80 6.40 30.7 15 60 0.250 210,000 30,000 3,906
21 ＪＲ柏駅東口＇スカイプラザ壁面（ エキサイトビジョン柏 3.60 4.80 17.3 15 56 0.233 274,000 39,143 9,708
22 ＪＲ松戸駅東口 松戸ＰＩＡＺＡ　ＶＩＳＩＯＮ 4.10 6.30 25.8 15 120 0.500 441,000 63,000 4,878
23 ＪＲ吉祥寺駅北口 ＴＲＹビジョン吉祥寺 3.12 4.64 14.5 15 68 0.283 200,000 28,571 6,966
24 府中駅南口 くるるビジョン 3.84 5.12 19.7 15 48 0.200 100,000 14,286 3,633
25 八王子駅 八王子シティビジョン 5.60 7.20 40.3 15 68 0.283 140,000 20,000 1,751
26 ＪＲ立川駅正面 立川シティＶＩＳＩＯＮ 4.48 9.92 44.4 15 56 0.233 80,000 11,429 1,102
27 ＪＲ立川駅南口 立川アレアビジョン 5.04 6.72 33.9 15 60 0.250 110,000 15,714 1,856
28 ＪＲ立川駅正面 立川 Ｉ VISION 4.48 8.00 35.8 15 84 0.350 350,000 50,000 3,986
29 川崎地下街アゼリア 川崎アゼリアビジョン 3.80 5.00 19.0 15 52 0.217 200,000 28,571 6,940

東京 30 渋谷＇ハチ公前（ 渋谷 Miqhty Vision SHIBUYA 5.60 9.92 55.6 15 60 0.250 784,000 112,000 8,065
31 渋谷＇ハチ公前（ 渋谷 Q's EYE 10.00 10.00 100.0 15 60 0.250 1,000,000 142,857 5,714
32 渋谷＇ハチ公前（ 渋谷１０９フォーラムビジョン 6.30 8.40 52.9 15 60 0.250 580,000 82,857 6,263
33 渋谷駅南口＇バスロータリー正面（ アーチビジョン渋谷 3.52 4.80 16.9 15 60 0.250 210,000 30,000 7,102
34 表参道交差点 原宿アストロ 4.48 7.68 34.4 15 48 0.200 480,000 68,571 9,965
35 ＪＲ新宿駅東口＇正面（ アルタビジョン新宿 7.42 13.05 96.8 15 52 0.217 1,200,000 171,429 8,171
36 新宿駅東南口 フラッグスビジョン 5.44 9.60 52.2 15 56 0.233 700,000 100,000 8,206
37 新宿＇靖国通り口ドンキホーテ東口本店（ グランドサイト歌舞伎町 4.60 6.10 28.1 15 76 0.317 500,000 71,429 8,039
38 新宿＇歌舞伎町（ 新宿花道ビジョン 2.40 3.20 7.7 15 64 0.267 70,000 10,000 4,883
39 新宿＇歌舞伎町コマ劇場前（ 新宿747ビジョン歌舞伎町 2.40 3.40 8.2 15 68 0.283 150,000 21,429 9,268
40 新宿駅西口＇大ガード交差点（ 新宿747ハナロビジョン 3.00 4.00 12.0 15 56 0.233 84,000 12,000 4,286
41 ＪＲ高田馬場駅前 ＴＲＹビジョン高田馬場 5.76 7.68 44.2 15 64 0.267 400,000 57,143 4,844
42 西武池袋駅＇地下改札前（ KIZUNACAST☆西武池袋 1.16 0.65 0.8 15 80 0.333 280,000 40,000 159,212
43 上野＇アメ横入り口（ 上野アートビジョン 2.88 3.84 11.1 15 72 0.300 300,000 42,857 12,917
44 秋葉原電気街＇LAOX本店ビル（ スーパーライザ秋葉原 3.00 4.10 12.3 15 48 0.200 270,000 38,571 15,679
45 ＪＲ秋葉原駅西口駅前広場 秋葉原UDXビジョン 6.91 11.90 82.2 15 48 0.200 360,000 51,429 3,127
46 JR秋葉原駅前＇ドンキホーテ壁面（ ハナロビジョン秋葉原 3.00 3.60 10.8 15 56 0.233 400,000 57,143 22,676
47 秋葉原＇AKIBA TOLIM（ AKIBA TOLIMビジョン 3.07 4.22 13.0 15 60 0.250 210,000 30,000 9,263
48 銀座 アルタビジョン銀座 5.00 8.80 44.0 15 52 0.217 800,000 114,286 11,988
49 銀座４丁目 ＨＯＴビジョン銀座 3.52 6.08 21.4 15 60 0.250 400,000 57,143 10,680
50 有楽町＇ビックカメラ壁面（ ビックマルチビジョン 4.32 7.68 33.2 15 68 0.283 160,000 22,857 2,432
51 有楽町＇マリオン壁面（ 有楽町マリオンビジョン 5.38 9.60 51.6 15 48 0.200 488,000 69,714 6,754
52 新橋駅＇西口駅ＳＬ広場正面（ 新橋ＦＡＲＯ ＣＩＴＹ ＶＩＳＩＯＮ 5.76 7.68 44.2 15 64 0.267 414,000 59,143 5,014
53 新橋駅西口駅前 スーパーライザ新橋 3.46 4.97 17.2 15 64 0.267 210,000 30,000 6,552
54 日本橋 日本橋アストロ 5.76 7.68 44.2 15 56 0.233 400,000 57,143 5,536
55 六本木ヒルズ 六本木ヒルズビジョン＇200インチ（ 3.07 3.84 11.8 15 60 0.250 500,000 71,429 24,220
56 六本木ヒルズ 六本木ヒルズビジョン＇500インチ（ 6.24 9.46 59.0 15 60 0.250 500,000 71,429 4,840
57 六本木駅正面 六本木誠志堂ビジョン 3.60 4.80 17.3 15 56 0.233 260,400 37,200 9,226

スクリーン・サイズ CM放送料金＇募集価格（CM放映時間

地域 場所 名称
タテ ヨコ 面積 CM長さ 放映回数 日放映時間
＇ｍ（ ＇ｍ（ ＇㎡（ ＇秒（ ＇回（ ＇時間（

関西・中部 58 ＪＲ新潟駅前 にいがたＴＭＯビジョン 4.60 6.14 28.2 15 52 0.217
59 ＪＲ静岡駅＇徒歩５分（ 静岡ＳＫＴ－ＷＩＬＬビジョン 3.08 4.04 12.4 15 90 0.375
60 浜松＇ザシティ中央館壁面（ ザシティ浜松 2.82 4.86 13.7 15 30 0.125
61 ＪＲ豊橋駅構内 豊橋駅ビジョン 1.44 2.40 3.5 15 60 0.250
62 名古屋＇栄（ 東海インタービジョン 4.40 5.80 25.5 15 50 0.208
63 名古屋駅前 LIHTNING WAVE NAGY 5.60 9.92 55.6 15 68 0.283
64 名古屋＇金山駅（ 金山NAIS 1.42 2.41 3.4 15 60 0.250
65 ＪＲ大垣駅＇駅正面（ 大垣サンクビジョン 3.12 4.32 13.5 15 60 0.250
66 岐阜駅前 岐阜NEWS VISION 6.00 8.00 48.0 15 60 0.250
67 京都＇新風館中庭ホール「Re-Cue」（ 新風館LED大型スクリーン 3.12 4.08 12.7 120 10 0.333
68 梅田駅構内 梅田BIG MAN 3.00 4.00 12.0 15 40 0.167
69 梅田駅構内 梅田CO-BIG MAN 2.44 3.25 7.9 15 40 0.167
70 ヨドバシ梅田入り口 ヨドバシビジョン梅田 3.52 6.24 22.0 15 54 0.225
71 大阪道頓堀＇道頓堀－戎橋交差点（ 道頓堀トンボリステーション梅田 3.00 4.00 12.0 15 40 0.167
72 大阪道頓堀橋 トンボリ・リバーサイドビジョン 3.00 4.00 12.0 15 40 0.167
73 大阪道頓堀＇サミープラザ正面（ 道頓堀ドウトンビジョン 1.92 3.07 5.9 15 44 0.183
74 大阪＇千日前交差点（ 千日前アドビジョン 2.90 3.80 11.0 15 60 0.250
75 大阪＇戎橋商店街（ 千日前HOTVISIONなんば 4.80 6.40 30.7 15 64 0.267
76 難波 難波NAMBAAD 7.68 10.24 78.6 15 24 0.100
77 大阪＇アメリカ村（ アメリカ村ＲＩＢＩＡ 2.56 4.64 11.9 15 40 0.167
78 天王寺駅東口「新宿ビル」壁面 天王寺ビジョン 4.00 5.20 20.8 15 60 0.250
79 吹田＇地下鉄御堂筋線江坂駅前（ 江坂ビジョン 2.88 3.82 11.0 15 76 0.317
80 神戸＇三宮駅前生田新道（ アドビジョン生田新道 3.00 4.00 12.0 15 48 0.200
81 神戸＇元町（ アドビジョン元町 3.00 6.00 18.0 15 60 0.250
82 神戸＇「ミント神戸」西側正面（ M-INT VISION 4.20 7.70 32.3 15 60 0.250
83 明石駅前 アドビジョン明石 3.00 4.00 12.0 15 64 0.267
84 三田＇三田駅前「KIPPY MALL」壁面（ 三田KIPPY VISION 5.00 10.00 50.0 15 56 0.233

中国・四国 85 広島＇八丁堀交差点（ 広島C-VISION 4.80 5.76 27.6 15 60 0.250
86 広島駅南口 広島駅C-VISION 3.84 5.12 19.7 15 60 0.250
87 広島＇紙屋町アーケード街入り口（ 広島ＮＡＶＩＡ 3.84 5.12 19.7 15 28 0.117
88 広島＇広島都心「基町クレド」（ 基町クレドビジョン 3.60 4.20 15.1 15 52 0.217
89 ＪＲ岡山駅東口正面 岡山ももたろうビジョン 6.80 6.80 46.2 15 60 0.250
90 徳島駅前＇名店街ビル壁面（ とくしま駅前ビジョン 2.88 4.80 13.8 15 52 0.217
91 徳島駅前＇とくしまCITY壁面（ とくしまＣＩＴＹビジョン 4.80 6.40 30.7 15 90 0.375

九州 92 博多駅筑紫口＇博多都ホテル壁面（ TRY VISION福岡 4.80 6.40 30.7 15 64 0.267
93 博多駅前 ふれあいビジョン博多 2.59 3.46 9.0 15 60 0.250
94 博多駅前 ＦＫＣビジョン 3.84 5.12 19.7 15 39 0.163
95 天神＇天神きらめきスクエア壁面（ 天神きらめきビジョン 3.07 3.84 11.8 15 60 0.250
96 天神＇西日本新聞社壁面（ 西日本ビジョン 3.07 4.22 13.0 15 50 0.208
97 天神＇渡辺通りBivi福岡ビル屋上（ Biviスクリーン 12.29 6.91 84.9 15 26 0.108
98 川端＇明治通り沿いリバレイン壁面（ 川端イニミニマモビジョン 3.00 4.20 12.6 15 60 0.250
99 久留米＇一番街商店街（ 一番街ビジョン 2.00 2.50 5.0 15 40 0.167

100 ＪＲＪ小倉駅南口 グリーンライザ北九州 3.84 5.12 19.7 15 84 0.350
101 ＪＲＪ小倉駅構内 小倉駅マルチビジョン 2.50 5.00 12.5 15 60 0.250
102 佐賀＇国道264号線東部バイパス（ 佐賀151ビジョン 2.40 3.20 7.7 15 60 0.250
103 ＪＲ長崎駅前広場 長崎かもめビジョン 3.10 4.10 12.7 15 42 0.175
104 大分＇中央通りトキハ正面（ 大分TOKIWAビジョン 4.32 5.76 24.9 15 48 0.200
105 大分＇中央通り（ ＯＩＴＡ ＶＩＳＩＯＮ 3.84 5.12 19.7 15 60 0.250
106 熊本＇熊日会館びぶれす広場（ 熊本くまにちビジョン 1.50 2.00 3.0 15 44 0.183
107 熊本＇新市街交差点（ 熊本モーラビジョン 1.70 2.30 3.9 15 40 0.167
108 宮崎＇国道10号五差路交差点（ 宮崎LED BISION Ehira 1.92 2.56 4.9 15 30 0.125
109 ＪＲ鹿児島中央駅駅前広場 鹿児島アミュビジョン 4.00 4.70 18.8 15 45 0.188
110 那覇＇サンエー那覇メインプレス（ 沖縄サンノアメインプレスビジョン 3.46 6.14 21.2 15 64 0.267
111 那覇空港＇ウェルカムホール（ 沖縄サンノアエアポートビジョン 2.30 4.10 9.4 15 52 0.217
112 那覇＇沖縄県庁前交差点（ 沖縄サンノアタウンビジョン 2.88 3.84 11.1 15 72 0.300
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北海道 1 ＪＲ札幌駅前 読売メガビジョン札幌駅前 3.84 5.12 19.7 15 56 0.233 315,000 45,000 9,809 関西・中部 58 ＪＲ新潟駅前 にいがたＴＭＯビジョン 4.60 6.14 28.2 15 52 0.217 80,000 11,429 1,868
2 札幌＇４丁目プラザビル交差点（ 読売メガビジョン４プラ 3.84 5.12 19.7 15 84 0.350 455,000 65,000 9,446 59 ＪＲ静岡駅＇徒歩５分（ 静岡ＳＫＴ－ＷＩＬＬビジョン 3.08 4.04 12.4 15 90 0.375 100,000 14,286 3,062
3 札幌＇ススキノ交差点（ 道新ビジョン 4.32 5.76 24.9 15 68 0.283 100,000 14,286 2,026 60 浜松＇ザシティ中央館壁面（ ザシティ浜松 2.82 4.86 13.7 15 30 0.125 42,000 6,000 3,504
4 札幌＇サッポロファクトリー・アトリウム（ サッポロファクトリー 3.84 5.37 20.6 15 32 0.133 140,000 20,000 7,274 61 ＪＲ豊橋駅構内 豊橋駅ビジョン 1.44 2.40 3.5 15 60 0.250 90,000 12,857 14,881
5 札幌地下鉄大通り駅前 サッポロHIROSHI 1.52 2.03 3.1 15 40 0.167 150,000 21,429 41,518 62 名古屋＇栄（ 東海インタービジョン 4.40 5.80 25.5 15 50 0.208 280,000 40,000 7,524
6 千歳＇新千歳空港内（ 新千歳空港内大型ビジョン 3.00 4.80 14.4 15 60 0.250 280,000 40,000 11,111 63 名古屋駅前 LIHTNING WAVE NAGY 5.60 9.92 55.6 15 68 0.283 320,000 45,714 2,904

東北 7 秋田駅正面 アクティブビジョン 3.57 5.00 17.9 15 48 0.200 102,400 14,629 4,098 64 名古屋＇金山駅（ 金山NAIS 1.42 2.41 3.4 15 60 0.250 70,000 10,000 11,661
8 盛岡駅正面 エキサイトビジョン開運 4.16 5.76 24.0 15 56 0.233 220,000 31,429 5,621 65 ＪＲ大垣駅＇駅正面（ 大垣サンクビジョン 3.12 4.32 13.5 15 60 0.250 140,000 20,000 5,935
9 仙台＇ＪＲ仙台駅（ スーパーライザ仙台 7.20 9.60 69.1 15 48 0.200 190,000 27,143 1,963 66 岐阜駅前 岐阜NEWS VISION 6.00 8.00 48.0 15 60 0.250 108,000 15,429 1,286

10 仙台＇ＪＲ仙台駅西口（ 仙台アオバビジョン 6.40 8.50 54.4 15 56 0.233 210,000 30,000 2,363 67 京都＇新風館中庭ホール「Re-Cue」（ 新風館LED大型スクリーン 3.12 4.08 12.7 120 10 0.333 50,000 7,143 1,683
11 ＪＲ福島駅東口 ＴＲＹビジョン福島 3.00 4.00 12.0 15 60 0.250 140,000 20,000 6,667 68 梅田駅構内 梅田BIG MAN 3.00 4.00 12.0 15 40 0.167 200,000 28,571 14,286
12 ＪＲ郡山駅前 郡山民放ビジョン 4.80 6.40 30.7 15 56 0.233 52,033 7,433 1,037 69 梅田駅構内 梅田CO-BIG MAN 2.44 3.25 7.9 15 40 0.167 160,000 22,857 17,294

関東 13 ＪＲ水戸駅南口コムボックス３１０ 水戸３１０ｖｉｓｉｏｎ 4.50 6.00 27.0 15 40 0.167 78,400 11,200 2,489 70 ヨドバシ梅田入り口 ヨドバシビジョン梅田 3.52 6.24 22.0 15 54 0.225 270,000 38,571 7,805
14 鹿島 鹿島街なびじょん 2.80 4.00 11.2 15 72 0.300 11,667 1,667 496 71 大阪道頓堀＇道頓堀－戎橋交差点（ 道頓堀トンボリステーション梅田 3.00 4.00 12.0 15 40 0.167 248,000 35,429 17,714
15 宇都宮＇馬場町交差点（ 宇都宮カラーズビジョン 3.88 4.80 18.6 15 64 0.267 89,600 12,800 2,577 72 大阪道頓堀橋 トンボリ・リバーサイドビジョン 3.00 4.00 12.0 15 40 0.167 215,000 30,714 15,357
16 ＪＲ宇都宮駅前 Ｌａｌａビジョン宇都宮 5.90 8.10 47.8 15 48 0.200 95,000 13,571 1,420 73 大阪道頓堀＇サミープラザ正面（ 道頓堀ドウトンビジョン 1.92 3.07 5.9 15 44 0.183 143,000 20,429 18,904
17 大宮駅西口 エキサイトビジョン大宮アルシェ 4.08 7.20 29.4 15 60 0.250 274,000 39,143 5,330 74 大阪＇千日前交差点（ 千日前アドビジョン 2.90 3.80 11.0 15 60 0.250 231,000 33,000 11,978
18 所沢駅西口 所沢プロぺビジョン 3.20 5.76 18.4 15 64 0.267 23,333 3,333 678 75 大阪＇戎橋商店街（ 千日前HOTVISIONなんば 4.80 6.40 30.7 15 64 0.267 180,000 25,714 3,139
19 川越駅東口ライブ通り 小江戸ライブビジョン 4.80 6.40 30.7 15 56 0.233 113,800 16,257 2,268 76 難波 難波NAMBAAD 7.68 10.24 78.6 15 24 0.100 216,000 30,857 3,924
20 ＪＲ海浜幕張駅前＇ブレナ幕張壁面（ ビスビジョン幕張 4.80 6.40 30.7 15 60 0.250 210,000 30,000 3,906 77 大阪＇アメリカ村（ アメリカ村ＲＩＢＩＡ 2.56 4.64 11.9 15 40 0.167 183,000 26,143 13,205
21 ＪＲ柏駅東口＇スカイプラザ壁面（ エキサイトビジョン柏 3.60 4.80 17.3 15 56 0.233 274,000 39,143 9,708 78 天王寺駅東口「新宿ビル」壁面 天王寺ビジョン 4.00 5.20 20.8 15 60 0.250 180,000 25,714 4,945
22 ＪＲ松戸駅東口 松戸ＰＩＡＺＡ　ＶＩＳＩＯＮ 4.10 6.30 25.8 15 120 0.500 441,000 63,000 4,878 79 吹田＇地下鉄御堂筋線江坂駅前（ 江坂ビジョン 2.88 3.82 11.0 15 76 0.317 175,000 25,000 7,176
23 ＪＲ吉祥寺駅北口 ＴＲＹビジョン吉祥寺 3.12 4.64 14.5 15 68 0.283 200,000 28,571 6,966 80 神戸＇三宮駅前生田新道（ アドビジョン生田新道 3.00 4.00 12.0 15 48 0.200 130,000 18,571 7,738
24 府中駅南口 くるるビジョン 3.84 5.12 19.7 15 48 0.200 100,000 14,286 3,633 81 神戸＇元町（ アドビジョン元町 3.00 6.00 18.0 15 60 0.250 140,000 20,000 4,444
25 八王子駅 八王子シティビジョン 5.60 7.20 40.3 15 68 0.283 140,000 20,000 1,751 82 神戸＇「ミント神戸」西側正面（ M-INT VISION 4.20 7.70 32.3 15 60 0.250 210,000 30,000 3,711
26 ＪＲ立川駅正面 立川シティＶＩＳＩＯＮ 4.48 9.92 44.4 15 56 0.233 80,000 11,429 1,102 83 明石駅前 アドビジョン明石 3.00 4.00 12.0 15 64 0.267 116,000 16,571 5,179
27 ＪＲ立川駅南口 立川アレアビジョン 5.04 6.72 33.9 15 60 0.250 110,000 15,714 1,856 84 三田＇三田駅前「KIPPY MALL」壁面（ 三田KIPPY VISION 5.00 10.00 50.0 15 56 0.233 30,000 4,286 367
28 ＪＲ立川駅正面 立川 Ｉ VISION 4.48 8.00 35.8 15 84 0.350 350,000 50,000 3,986 中国・四国 85 広島＇八丁堀交差点（ 広島C-VISION 4.80 5.76 27.6 15 60 0.250 211,000 30,143 4,361
29 川崎地下街アゼリア 川崎アゼリアビジョン 3.80 5.00 19.0 15 52 0.217 200,000 28,571 6,940 86 広島駅南口 広島駅C-VISION 3.84 5.12 19.7 15 60 0.250 168,000 24,000 4,883

東京 30 渋谷＇ハチ公前（ 渋谷 Miqhty Vision SHIBUYA 5.60 9.92 55.6 15 60 0.250 784,000 112,000 8,065 87 広島＇紙屋町アーケード街入り口（ 広島ＮＡＶＩＡ 3.84 5.12 19.7 15 28 0.117 65,334 9,333 4,069
31 渋谷＇ハチ公前（ 渋谷 Q's EYE 10.00 10.00 100.0 15 60 0.250 1,000,000 142,857 5,714 88 広島＇広島都心「基町クレド」（ 基町クレドビジョン 3.60 4.20 15.1 15 52 0.217 116,000 16,571 5,058
32 渋谷＇ハチ公前（ 渋谷１０９フォーラムビジョン 6.30 8.40 52.9 15 60 0.250 580,000 82,857 6,263 89 ＪＲ岡山駅東口正面 岡山ももたろうビジョン 6.80 6.80 46.2 15 60 0.250 65,333 9,333 807
33 渋谷駅南口＇バスロータリー正面（ アーチビジョン渋谷 3.52 4.80 16.9 15 60 0.250 210,000 30,000 7,102 90 徳島駅前＇名店街ビル壁面（ とくしま駅前ビジョン 2.88 4.80 13.8 15 52 0.217 120,000 17,143 5,723
34 表参道交差点 原宿アストロ 4.48 7.68 34.4 15 48 0.200 480,000 68,571 9,965 91 徳島駅前＇とくしまCITY壁面（ とくしまＣＩＴＹビジョン 4.80 6.40 30.7 15 90 0.375 70,000 10,000 868
35 ＪＲ新宿駅東口＇正面（ アルタビジョン新宿 7.42 13.05 96.8 15 52 0.217 1,200,000 171,429 8,171 九州 92 博多駅筑紫口＇博多都ホテル壁面（ TRY VISION福岡 4.80 6.40 30.7 15 64 0.267 125,000 17,857 2,180
36 新宿駅東南口 フラッグスビジョン 5.44 9.60 52.2 15 56 0.233 700,000 100,000 8,206 93 博多駅前 ふれあいビジョン博多 2.59 3.46 9.0 15 60 0.250 170,000 24,286 10,844
37 新宿＇靖国通り口ドンキホーテ東口本店（ グランドサイト歌舞伎町 4.60 6.10 28.1 15 76 0.317 500,000 71,429 8,039 94 博多駅前 ＦＫＣビジョン 3.84 5.12 19.7 15 39 0.163 150,000 21,429 6,707
38 新宿＇歌舞伎町（ 新宿花道ビジョン 2.40 3.20 7.7 15 64 0.267 70,000 10,000 4,883 95 天神＇天神きらめきスクエア壁面（ 天神きらめきビジョン 3.07 3.84 11.8 15 60 0.250 300,000 42,857 14,542
39 新宿＇歌舞伎町コマ劇場前（ 新宿747ビジョン歌舞伎町 2.40 3.40 8.2 15 68 0.283 150,000 21,429 9,268 96 天神＇西日本新聞社壁面（ 西日本ビジョン 3.07 4.22 13.0 15 50 0.208 70,000 10,000 3,699
40 新宿駅西口＇大ガード交差点（ 新宿747ハナロビジョン 3.00 4.00 12.0 15 56 0.233 84,000 12,000 4,286 97 天神＇渡辺通りBivi福岡ビル屋上（ Biviスクリーン 12.29 6.91 84.9 15 26 0.108 23,333 3,333 362
41 ＪＲ高田馬場駅前 ＴＲＹビジョン高田馬場 5.76 7.68 44.2 15 64 0.267 400,000 57,143 4,844 98 川端＇明治通り沿いリバレイン壁面（ 川端イニミニマモビジョン 3.00 4.20 12.6 15 60 0.250 80,000 11,429 3,628
42 西武池袋駅＇地下改札前（ KIZUNACAST☆西武池袋 1.16 0.65 0.8 15 80 0.333 280,000 40,000 159,212 99 久留米＇一番街商店街（ 一番街ビジョン 2.00 2.50 5.0 15 40 0.167 45,000 6,429 7,714
43 上野＇アメ横入り口（ 上野アートビジョン 2.88 3.84 11.1 15 72 0.300 300,000 42,857 12,917 100 ＪＲＪ小倉駅南口 グリーンライザ北九州 3.84 5.12 19.7 15 84 0.350 100,000 14,286 2,076
44 秋葉原電気街＇LAOX本店ビル（ スーパーライザ秋葉原 3.00 4.10 12.3 15 48 0.200 270,000 38,571 15,679 101 ＪＲＪ小倉駅構内 小倉駅マルチビジョン 2.50 5.00 12.5 15 60 0.250 150,000 21,429 6,857
45 ＪＲ秋葉原駅西口駅前広場 秋葉原UDXビジョン 6.91 11.90 82.2 15 48 0.200 360,000 51,429 3,127 102 佐賀＇国道264号線東部バイパス（ 佐賀151ビジョン 2.40 3.20 7.7 15 60 0.250 105,000 15,000 7,813
46 JR秋葉原駅前＇ドンキホーテ壁面（ ハナロビジョン秋葉原 3.00 3.60 10.8 15 56 0.233 400,000 57,143 22,676 103 ＪＲ長崎駅前広場 長崎かもめビジョン 3.10 4.10 12.7 15 42 0.175 84,000 12,000 5,395
47 秋葉原＇AKIBA TOLIM（ AKIBA TOLIMビジョン 3.07 4.22 13.0 15 60 0.250 210,000 30,000 9,263 104 大分＇中央通りトキハ正面（ 大分TOKIWAビジョン 4.32 5.76 24.9 15 48 0.200 112,000 16,000 3,215
48 銀座 アルタビジョン銀座 5.00 8.80 44.0 15 52 0.217 800,000 114,286 11,988 105 大分＇中央通り（ ＯＩＴＡ ＶＩＳＩＯＮ 3.84 5.12 19.7 15 60 0.250 72,000 10,286 2,093
49 銀座４丁目 ＨＯＴビジョン銀座 3.52 6.08 21.4 15 60 0.250 400,000 57,143 10,680 106 熊本＇熊日会館びぶれす広場（ 熊本くまにちビジョン 1.50 2.00 3.0 15 44 0.183 60,000 8,571 15,584
50 有楽町＇ビックカメラ壁面（ ビックマルチビジョン 4.32 7.68 33.2 15 68 0.283 160,000 22,857 2,432 107 熊本＇新市街交差点（ 熊本モーラビジョン 1.70 2.30 3.9 15 40 0.167 70,000 10,000 15,345
51 有楽町＇マリオン壁面（ 有楽町マリオンビジョン 5.38 9.60 51.6 15 48 0.200 488,000 69,714 6,754 108 宮崎＇国道10号五差路交差点（ 宮崎LED BISION Ehira 1.92 2.56 4.9 15 30 0.125 50,000 7,143 11,626
52 新橋駅＇西口駅ＳＬ広場正面（ 新橋ＦＡＲＯ ＣＩＴＹ ＶＩＳＩＯＮ 5.76 7.68 44.2 15 64 0.267 414,000 59,143 5,014 109 ＪＲ鹿児島中央駅駅前広場 鹿児島アミュビジョン 4.00 4.70 18.8 15 45 0.188 50,000 7,143 2,026
53 新橋駅西口駅前 スーパーライザ新橋 3.46 4.97 17.2 15 64 0.267 210,000 30,000 6,552 110 那覇＇サンエー那覇メインプレス（ 沖縄サンノアメインプレスビジョン 3.46 6.14 21.2 15 64 0.267 300,000 42,857 7,565
54 日本橋 日本橋アストロ 5.76 7.68 44.2 15 56 0.233 400,000 57,143 5,536 111 那覇空港＇ウェルカムホール（ 沖縄サンノアエアポートビジョン 2.30 4.10 9.4 15 52 0.217 150,000 21,429 10,488
55 六本木ヒルズ 六本木ヒルズビジョン＇200インチ（ 3.07 3.84 11.8 15 60 0.250 500,000 71,429 24,220 112 那覇＇沖縄県庁前交差点（ 沖縄サンノアタウンビジョン 2.88 3.84 11.1 15 72 0.300 300,000 42,857 12,917
56 六本木ヒルズ 六本木ヒルズビジョン＇500インチ（ 6.24 9.46 59.0 15 60 0.250 500,000 71,429 4,840
57 六本木駅正面 六本木誠志堂ビジョン 3.60 4.80 17.3 15 56 0.233 260,400 37,200 9,226

CM放映時間 CM放送料金＇募集価格（スクリーン・サイズ CM放送料金＇募集価格（CM放映時間 スクリーン・サイズ

 
出典・参考：株式会社トライアンドカンパニー（TRY＆COMPANY CO.,LTD）HP 

 

 

（２）エムシードゥコー（MCDdecaux）社のバス停広告 
 

エムシードゥコー（MCDecaux）社が、現在日本国内で展開している広告事業は、バ

ス停上屋広告である“シティスケープ”と、ショッピング施設など大型複合施設への広告

メディア掲示“モールスケープ”である。 

 

バス停上屋広告の寸法は、1.750×1.185ｍサイズで、パネルの表裏に合計２枚張り出

すことができる構造となっている。 

同社は、自治体やバス事業者と 20 年契約をし、広告面を販売する権利を得る代わりに

バス停上屋の設置と維持・管理、月２回の清掃を担当している。 

バス停上屋数は、全国で約 600 基があり、２週間の掲載料金は約 3,200 万円である。 

一方のモールスケープ事業は、イオンとイトーヨーカ堂を中心に展開しており、2008

（平成 20）年 5 月現在で、142 店舗に 1240 面を設置している。 

こちらで全国一斉広告を行なった場合、２週間の掲載料金は約 3,500 万円となっている。 

 

この価格設定から、１面あたりの年間広告掲載料を算定すると、シティスケープは約

140 万円/年、モールスケープは約 74 万円/年となる。 
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【エムシードゥコー（MCDecaux）社の広告掲出料】 

 

 

 

 

 

 
出典・参考：広告白書 2008（ADVERTISING WHITE-PAPER） 日本経済新聞出版社  

  

 

（３）ネーミングライツ（命名権） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典・参考：自治体の広告導入ガイドブック 株式会社日本能率協会総合研究所 

 

 

（４）交通広告 
 

広告権料はそれぞれのメディア（媒体）のプライオリティによって大きく異なる。 

ＪＲ東日本の駅貼りポスターの例では、最も大きなランクＳ駅の場合Ｂ０サイズ（タテ

103.0×ヨコ 145.6 

）、１週間の掲出料が 83,600 円、最も小さなランクＧ駅の場合、同様のポスター掲示が

6,400 円となっている。 

ランクＳに該当する駅は新宿駅、渋谷駅、ランクＧに該当する駅は、相模線の社家、下溝、

倉見駅や、宇都宮線の蒲須坂、片岡、野崎駅等である。 

地方の主要駅では、Ｂランクが仙台駅、Ｃランクが新潟、山形、福島、高崎駅、Ｄランク

が青森、盛岡、秋田、長野となっている。 

自治体 旧名称 新名称 獲得企業名 期間 年間価格
2005年3月

～
2008年4月
2005年3月

～
2008年5月
2006年3月

～
2009年2月
2005年10月

～
2011年3月
2003年3月

～
2008年2月
2006年10月

～
2011年9月
2005年3月

～
2010年2月
2006年4月

～
2007年3月
2006年8月

～
2011年3月
2005年4月

～
2010年3月
2005年3月

～
2008年2月
2006年4月

～
2011年3月
2006年10月

～
2011年3月

西酒造 ０．２億円/年

⑬ 鹿児島県 日置市伊集院総合運動公園伊集院ドーム チェスト小鶴ドーム 小正酒造 250万円/年

⑫ 鹿児島県 鹿児島県文化センター 宝山ホール

三和酒類 ０．５億円/年

⑪ 大分県 大分スポーツ公園総合競技場 九州石油ドーム 九州石油 ０．７億円/年

⑩ 大分県 大分県立総合文化センター iichiko総合文化センター

東京エレクトロン 600万円/年

⑨ 山梨県山梨市 ＇市有林（ ライオン山梨の森 ライオン 100万円/年

⑧ 山梨県韮崎市 韮崎文化ホール 東京エレクトロン韮崎文化ホール

４．７億円/年

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦ 神奈川県横浜市 横浜国際総合競技場 日産スタジアム 日産自動車

２．４億円/年

東京都渋谷区 渋谷公会堂 渋谷CCLemonホール サントリー ０．８億円/年

東京都 東京スタジアム 味の素スタジアム 味の素

０．７億円/年

千葉県千葉市 千葉市蘇我球技場 フクダ電子アリーナ フクダ電子 約０．９億円/年

宮城県仙台市 仙台スタジアム ユアテックスタジアム仙台 ユアテック

２．０億円/年

宮城県 ＇県有林（ ENEOSの森 新日本石油 20万円/年

宮城県 県営宮城球場 フルキャストスタジアム宮城 フルキャスト

総額 １面当り価格
＇面（ ＇万円（ ＇万円（ ＇万円（

シティスケープ＇バス停（ 600 3,200 5.3 139.0
モールスケープ＇SC（ 1,240 3,500 2.8 73.6

２週間の掲載価格 １面当り年
間掲載額

全国の総
設置数
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【ＪＲ東日本ポスター掲出料金設定表】    

  
 

【ＪＲ東日本広告掲出駅ランク（地方）】 

 
参考・出典：（株）ジェイアール東日本企画「2008 JEKI MEDIA GUIDE」 
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参考・出典：（株）ジェイアール東日本企画「2008 JEKI MEDIA GUIDE」 

【ＪＲ東日本広告掲出駅ランク（首都圏）】 
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（５）電柱広告 
 

【電柱広告の種類】         【巻き広告】       【掛け広告】 

    
 

 

【電柱電柱広告料金】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域 広告料金
＇円（

東京23区 2,600
2,400
1,800

東京都 2,400
＇多摩地域（ 2,200

2,000
1,800

埼玉県 2,200 ～ 1,600
千葉県 2,400 ～ 1,600
神奈川県 2,600 ～ 1,800
茨城県 2,000 ～ 1,400
群馬県 2,000 ～ 1,400
栃木県 2,000 ～ 1,400
静岡県＇東部（ 2,000 ～ 1,400
山梨県 2,000 ～ 1,400

西多摩郡＇奥多摩町、檜原村（

地域

＇島嶼地域（大島、八丈島
武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市、西東京市
八王子市、立川市、府中市、昭島市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡＇瑞穂町、日の出町

千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、豊島区＇一部（
文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、中野区、等
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３．自治体による広告事業の状況 
 

（１）自治体による広告事業の状況 
 

これまでの自治体運営では、事業の枠組みは国が描き、自治体はその枠組みに沿った事実

を実行する部分に従事していた。地方分権の流れによって、こうした従来の枠組みから転換

し、自治体に対して「経営」の視点とその具体的方法論確立への要請が高まる中、自主財源

確保という命題に対するアプローチ方法の一つとして動き出しているのが自治体における

広告事業である。 

広報紙やウェブサイトなどの広報媒体やその他の各種印刷物、あるいは庁舎や関連施設な

ど自治体が管理する公共の様々なスペースに、民間企業などの有料広告を掲載する自治体が

今後も増えていくことが予想される。 

だが、自治体における広告事業は、まだ緒についたばかりであり、その中で、行政と企業、

住民の新しい関係を構築すべく、先進的な取り組みを行なっている自治体もあれば、まだ、

広告事業に本格的に踏み出すことができないでいる自治体もあるのが現状である。 

 

自治体で広告事業が始められたのは昭和 20 年代後半とされ、昭和 20 年代から 30 年代に

かけて、６市で広報紙への広告掲載が始められ、昭和 60 年代には 50ｎお自治体で広告事業

が導入された。 

これ以降暫くは本格的な動きは見られなかったが、行財政改革を急ぐ自治体の状況の影響

も受け、広報紙やホームページへのバナー広告経済が増加してきている。 

平成 17 年に改定された国の「行政効率化推進計画」では「広報印刷物への広告掲載」が

挙げられており、それを受けて自治体では、行財政改革を進める為の具体計画「集中改革プ

ラン」などで、歳入強化の一環として広告事業を取り入れる団体が増えてきている。 

 

近年の自治体広告事業の全国的な動向としては、広告量の増加と共に、広告媒体の種類の

増加や、広告事業を効果的・効率的に実施するための様々な工夫、民間との協働（PPP）に

よる取り組みの進展が見られる。 

 

 

【広告が導入されている自治体の主な広告媒体】 

分類 広告導入媒体 

広報資料 

 

 

●広報紙            ●ホームページ（バナー広告） 

●テレビ広報          ●街頭ビジョン・電子表示機等 

●各種パンフレット、冊子    ●便利帳、ガイドブック（ごみ分別手引き等） 

●グラフ誌、機関誌、情報誌   ●市政要覧 

●市内地図           ●給食献立表 

●各種カレンダー（ごみ収集、図書館、市民会館、イベント等）、時刻表 

●各種施設等の利用案内（図書館、市民会館等） 

その他住民への配

布物等 

●有料ごみ指定袋        ●水道検針票 

●図書館の貸出票        ●市立病院の領収書等 

●各種封筒、はがき（広告付き封筒の無償提供含む） 

自治体職員への配

布物等 

●自治体職員の給与明細書等 

公共施設、設備等 ●住居表示案内板        ●観光案内標識 

●庁舎・公共施設の壁面     ●庁舎内部 

車両等 ●バス（車体、車内、停留所） 

 

その他 ●ネーミングライツ（命名権）等 
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東京都多摩地域の自治体広告事業に関する現況調査では、以下のような状況となっている。 

 

①自治体による広告事業への取り組み状況 

ほぼ全ての自治体で広告事業を実施しており、平成 15 年度以降、バナー広告を中心

に急速に進展しているが、導入している媒体の種類・数、応募数、申込数、広告収入な

どの状況は様々であり、屋外広告や民間とのタイアップ事業は進んでいない。 

 

②住民の自治体広告事業の認知状況と意識 

自治体広告への印象として「地元企業への親近感」と「自治体の取り組みに対する好

意」を感じている傾向が強い一方、「掲載広告にお墨付きがあるという誤解を招く」と

いう懸念を持つ住民も多いが、７割の住民が自治体広告事業実施に肯定的で、広報媒体

や屋外広告も同様となっている。 

 

③企業等の意識とニーズ 

企業の出稿のねらいと効果としては、企業イメージ・認知度向上が最も多く、自治体

広告のメリットとして地域限定の効率性と、受け手への信頼感と自社広告掲載媒体とし

ての信頼感が挙げられている。出稿企業は、事業効果として売上向上等を把握しており、

地域での実施意向についても費用対効果が意識されている。 

 

今後の自治体広告の推進に係る課題としては、自治体の新規事業収入の創出という自主財

源確保方策であるだけでなく、住民に対しては生活サービス関連情報提供の充実、広告主で

ある企業に対しては新たな情報発信機会の提供という形で、自治体・住民・企業のトリプル

ＷＩＮ関係の構築を図る広告事業の展開であり、主要な取り組みとして、以下のような項目

への対応が求められている。 

 

【自治体広告事業によるトリプルＷＩＮの概念】 

 

 

 

 

広告による新規事業収入の創出 

自治体 
●広告事業収入の創出 

●民間サービス情報提供の機会創出 

●職員の意識改革 

○健全な行財政の運営（行財政改革） 

○住民サービスの維持・質的向上 

○地域経済の活性化（地域再生等） 

住 民 
●生活サービス関連情報の充実（情報入手

媒体の拡大） 

●広告収入による、公共サービス水準の維

持、向上 

○住民満足度・地域帰属性等の向上 

○定住・居住の魅力（選択肢の向上） 

企 業 
●信頼性の高い広告提供機会の拡大（媒体

の確保） 

●受注・販売機会の拡大 

●企業イメージ・ブランド向上 

○地域でのビジネス機会の拡大 

○地域企業の活性化、経営の安定化 

ＷＷＩＩＮＮ  
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①ターゲットセグメンテーション等広告事業の効果・効率化 

広告事業の効果・効率化を図るため、コンテンツ連動広告や、住民の接触度の高い媒

体への広告導入、広告募集を図る広告パートナー制度等、媒体と親和性の高い企業情報

を掲載するターゲットセグメンテーション等の展開が重要である。 

 

②広告会社等の外部リソースの活用 

広告事業の実施には一定の事務量、専門ノウハウ、様々なリスクへの対応が求められ、

広告事業の増加により、現場職員の負担増加が懸念される。 

このため、自治体としての広告展開や戦略、住民・企業の情報交流促進等の方向・方

針を持った上で、広告会社等との協働によるリソースの活用が有用となる。 

トリプルＷＩＮに向けた協働テーマの設定・プロデュースには、自治体におけるまち

づくりの方向性提示と、パートナーとなる企業とのネットワークの２つが重要なポイン

トとなる。 

 

③適切なマネジメント・リスク対応 

今後、広告事業の普及に伴い、広告料金徴収の欠損、業法の広告規定についての違反、

広告出稿企業の不適なサービス提供に起因するトラブル等の問題が考えられ、消費者行

政や、商工会議所、商店街、地域の経済団体との連携等、未然にトラブルを防止する取

り組みが求められている。 

広告主や広告内容の審査については、広告審査基準を設け運用するとともに、問題の

ないとされる企業であっても、実際の標記レベルで、誇大又は虚偽の原稿、公序良俗に

反する、公共性及び品格を損なうといった問題を厳格に審査するためには、第三者機関

が審査基準について情報を収集しつつモデルケースを提示する「審査の外部委託」も検

討すべきである。 

 
出典・参考：自治体における広告事業の推進に関する調査研究報告書 

 （財）東京市町村自治調査会 

自治体の広告導入ガイドブック            

          株式会社日本能率協会総合研究所 
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（２）横浜市の広告事業 

ァ）事業推進体制 
 

【横浜市の広告事業の推進体制】 

 
 

イ）広告収入 
 

【横浜市の広告収入と経費削減効果】 
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単位：万円
広告料収入 ネーミングライツ料 経費縮減効果

平成16年度 7,100 2,200
平成17年度 8,900 47,000 5,500
平成18年度 13,200 47,000 5,100
平成19年度 14,300 47,000 6,300
平成20年度 14,400 62,000 4,600
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ウ）主な広告事業 
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出典・参考：横浜市共創推進事業本部資料 
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（３）自治体による広告事業に関する住民の意見 

（横須賀市のアンケート調査） 
 

横須賀市が、横浜市のような自治体が行なう広告事業について、市民にアンケート調査を

行なった結果は、以下の通り。 

「積極的におこなうべき」と、「おこなってもかまわない」が多数を占め、自治体による広

告事業は、基本的に社会的世論のバックアップを受けていると言える。 

 

 

【地方自治体が、横浜市のような広範囲にわたる広告事業をおこなうことについて】 

 
 

 

 

●選択理由等記述意見 

 

①積極的におこなうべき 

・国の税金だけでなく自活する術を持つのは大変にいいこと。（30 歳代 男性）  

・どんどん活用して経費節減、市民への還元をお願いする。（50 歳代 女性）  

・財源確保に必要。（50 歳代 男性）  

・市民からの税収に頼るだけではなく、外部からの広告収入をアテにするのは、市民として喜

ぶべきこと。（20 歳代 女性）  

・行政等の PR、財源確保、地域の企業育成。（60 歳代 男性）  

・自治体もサービス業務の一面があるので、やるべき。（60 歳代 男性）  

・広範囲にいろいろな種類の広告を出すことは、目について良いと思う。（40 歳代 女性）  

・公共の福利に反しない限り行って差し支えない。（80 歳代 男性）  

・広告だと誰にも迷惑がかからない。（20 歳代 女性）  

・多くの方へのＰＲになるので大いにやった方がいい。（40 歳代 男性）  

・民間と競争すべきだから。（40 歳代 男性）  

・宣伝することは必要だと思う。（30 歳代 女性）  

・おこなわない理由が思いつかない。（40 歳代 男性）  
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②おこなってもかまわない 

・積極的におこなうべき、とまでは？ まず無駄を無くす事から始めて欲しいが、財源確保の

為に行う事に反対でない。（50 歳代 女性）  

・いつでも皆が知りたい情報を得られる事は大切だが、自分の住んでいる地域以外の情報を知

り 

たいと思う人が尐ないと思う。（30 歳代 女性）  

・そのようなことを行って地方改革ができるならやってもいい気がする。（20 歳代 女性）  

・全てにとは言えないが公費を市・町・村の為になるような援助をするのはある程度必要。（60

歳代 女性）  

・面白いと思う。但し、節度を持つ事は必要。（60 歳代 男性）  

・やややりすぎかなとは思うが、地方自治体が見極めた良い企業であるならば安心して利用で 

きるかなと思うので良いと思う。（20 歳代 女性）  

・特に問題はないと思う。（30 歳代 女性）  

・あまりたくさんの広告がそこらじゅうにあると、この市は財源に困っているのかと思ってし 

まう。ただこういう広告から収入を得て、税金の無駄遣いを減らすことができるのならば良

いかと思う。（20 歳代 女性）  

・分かり易い広告にしてほしい。（30 歳代 女性）  

・市・町・村発展の為には必要。（60 歳代 女性）  

・ともかく実施してみたか如何か。（60 歳代 男性）  

・外部から感じる事は、財源が大変なのかということ。無機質な硬い感じがバナー広告で感じ 

が変わってくると思う。（50 歳代 女性） 

 

③どちらともいえない 

・財政困難のところ、やむをえない面もあるが、あまり度を越すのも問題だと思う。（30 歳代 女

性）  

・一般市民にはあまり必要性は感じない。しかし、そういう企業や店を探している人・場合に 

は、選択肢が多くなると思う。（40 歳代 女性）  

・金銭をもらって広告主を保証するようなものなので好ましくはないが、財政難の折、「ノー」

とばかりは言えない。（70 歳代 男性）  

・横浜市のような広範囲にわたる広告事業は歴史が浅く、地方自治や市民に与える影響につい 

て判断する充分な知識と理解がない。（60 歳代 男性）  

・開けた自治体というイメージがあるので、なるほどと思った。（40 歳代 女性）  

・財政難の折、条件付で容認することも考えられる。例えば信用ある業者とか。信用の基準な 

ど定めるべき。（70 歳代 男性）  

・地方自治体の公共性、公益性を配慮し慎重に行うべき。（60 歳代 男性）  

 

 

⑤望ましくない 

・度を越してしまうと、業務に差支えがあっても困る。（30 歳代 女性）  

・お金に困っている市の様で、あまり望ましくない。（30 歳代 女性）  

・せめて行政の管理する部分だけでも広告の無いすっきりした空間がほしい。（60 歳代 男性）  

・品格がない。（50 歳代 男性）  

・町中が広告だらけであり、必要な案内板、道路標識等が見落としがちである状況から、尐し

でも広告を減らしたい。（60 歳代 男性） 
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⑥自由意見 

・積極的におこなうべき 

・安全な水資源財源確保のための一手段として賛成。（80 歳代 男性）  

・よくやったと思う。税金を上げることしか考えないかと思っていたが、いいことを考える。 

（20 歳代 女性）  

・玄関マットなど、人がよく利用する場所に、目立つ物を置いておけば、自然に目に入ってく 

るので良いと思う。（40 歳代 女性）  

・先輩都市横浜に積極的に学ぶべき。（60 歳代 男性）  

・多くの地方自治体で横浜を見習うべき（40 歳代 男性）  

・水道料お知らせの裏面の広告等とてもいいアイデアだと思う。もう尐し遊び心を出して、当

りが出たら広告主から何かがもらえるとか、その月の水道料金を負担してもらえるとか、あ

っても楽しい。（50 歳代 女性）  

・横須賀市が多角的に必要の有無を考えればよい事で、他市を気にすることは無い。（50 歳代 男

性）  

・横浜は市営バス 地下鉄があるので有利では・・・（40 歳代 男性）  

・市民から言い掛かりに等しい苦情をもらわないために、広告の意図等を周知徹底するべき。 

（20 歳代 女性）  

・理念や理想だけでは無く、具体的に役立つ事をやって欲しい。（60 歳代 男性）  

 

 

出典・参考：横須賀市ＨＰ 
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４．景観形成の経済的価値分析に関する検討 
 

広告による都市景観への影響は、景観法の制定と前後して様々な議論が交わされているが、

明確にその判断基準を定めることは困難であり、定量的な検証を試みている事例も尐ない。 

都市景観に関して、様々な要素を定量的に分析し、影響を検証している事例として、「景

観形成の経済的価値分析に関する検討報告書」（平成 19 年 6 月国土交通省都市・地域整備

局）の検討成果から広告が都市景観に及ぼす影響についての検証結果を整理する。 

 

【景観形成の経済的価値分析において設定している指標の検討例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標
スカイラインの連続性 ・建築物の高さのばらつき＇変動係数（

・突出する高層建築物の有無
屋根形状の統一性 ・勾配屋根組み合わせ

・屋根形状の統一性
・瓦屋根割合
・屋上の建築設備の露出の有無
・屋上の建築設備の建築物との一体性
・建築物の高さの平均
・平均D/H＇道路幅員/建築物高さ（
・圧迫感のある擁壁の有無

地域特性に応じた量感 ・敷地＇建築（面積の平均・ばらつき＇変動係数（
・ボリュームの平均・ばらつき＇変動係数（
・間口のばらつき＇変動係数（
・壁面位置のばらつき＇変動係数（
・ファサードの統一率
・まち並みの統一性
・連続性の分断の有無
・自然素材使用率
・落ち着いた表情の有無

交差点におけるコーナー
性のある意匠の採用 ・工夫ある意匠の有無

・壁面に占めるショーウインドウの割合
・建築物１階商業利用割合

照明による賑わいの演出 ・照明による演出の有無
生活感の演出 ・生活感の演出の有無

・外部空間への配慮の有無
賑わいの分断 ・賑わいの分断の有無

・平均壁面後退量
・歩行空間面積・幅
・セットバックされている部分の合計
・オープンスペース面積
・小広場・アルコーブの数
・オープンスペースの有無
・視界に占める駐車場・建築設備等の割合
・機械式駐車場等の露出の有無

自動販売機の露出 ・自動販売機数
色彩 彩度、明度 ・彩度等超過面積割合
緑の豊かさ ・視界に占める緑＇生垣・街路樹（の割合

・道路等から見える部分を対象とする緑被率
緑のシンボル性 ・シンボル性のある緑の有無

・視界に占める広告物の有無
・１棟又は一定区間あたりの広告看板量・面積
・広告物の調和の有無
・目立つ広告物の有無
・立て看板、置き看板、旗の有無
・屋上広告物の有無
・歩行の安全性の阻害の有無

電線の地中化 ・電線の有無
工作物等のデザ
イン・色彩、配置

・公共施設等＇電柱等（に対する修景の有無

・歩道幅員・歩道割合
・舗装の材質への配慮の有無

景観要素

緑

屋外広告
物

公共施設

屋根形状・屋上部
分

ボリューム

ファサード

賑わい感の演出
等

建築敷地内の空
地

駐車場・建築設備

量＇数・面積（、色
彩

歩 道の確保、歩
車道の仕上げ

屋上建築設備の建築物と
の一体性

建築物の表情の創出＇自
然素材の使用等（

ショーウンドウによる賑わ
いの演出

広告物の位置

建築物等による圧迫感の
軽減

駐車場・建築設備等の露
出

建 築 物 ・
工作物

まち並みとしての連続性
＇軸線の強調、ファサード
の統一など（

セットバック＇壁面後退（に
よる歩道空間のゆとりの
確保
オープンスペースの確保、
小広場・アルコーブの創出
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この検討では、景観と地価との関連を定量的に分析し、景観の定量的な価値の分析を試みており、

分析指標として設定している指標には、全１４項目のうち、屋外広告関連として２項目が設定され

ている。 

この中に含まれる項目としては、「視界に占める広告物の有無」、「１棟又は一定区間あたりの広告

看板量・面積、広告物の調和の有無」、「目立つ広告物の有無」、「立て看板・置き看板・旗の有無」、

「屋上広告物の有無」、「歩行の安全性の阻害の有無」がある。 

 

分析の結果では、住宅地におけるスタディで「目立つ広告物なし」とした場合約 6,000 円/㎡、商

業地におけるスタディで「視界に占める一定の彩度を超える広告物の割合を 1/2」とした場合約

18,000～66,000 円/㎡の地価変動が算定された。 

 

【屋外広告物に関連する指標の分析結果】 

事例地域 用途地域 現状地価 

 

（円/㎡） 

景観誘導手法 

 

地価単価 

の差分 

（円/㎡） 

Ａ市住宅

地 

 

第一種低層住居 

専用地域 

（ 150 ％ ／

60％） 

166,000 目立つ広告物な

し 

5,876 

（3.5％） 

Ａ市商業

地 

 

商業地域 

（ 400 ％ ／

80％） 

493,000 視界に占める一

定の彩度を超え

る広告物の割合

を１／２ 

18,047 

~  

66,196 

（3.7～13％） 

 

 

この検討では、屋外広告物の景観に与える影響を分析し、土地単価の評価額に影響することが検

証された。 

但し、一概に屋外広告物と言っても千差万別であり、特に本調査の目的であるコミュニティサイ

クル事業者である MCDecaux 社と ClearChannel 社の屋外広告は、デザインのクオリティの面で

既存の通念的広告看板とは一線を画している存在であるため、影響分析評価についてはまた別の詳

細検討が必要になると考えられる。 

 

【屋外広告の事例】 

屋外広告の種類 イメージ写真 屋外広告の種

類 

イメージ写真 

MCDecaux 社 

 

案内誘導板 

広告 

 
ClearChannel

社 

 

屋外看板広告、 

電柱広告 
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Ⅳ．研究会発表資料 
 

１．フランスのセルフサービス自転車の論点（鳥海先生） 
 

 
 

 



 １０２ 

 

 

 
 

 



 １０３ 

 

  

 
 

 



 １０４ 

 

 

 
 



 １０５ 

２．都市交通における自転車と公共交通（中村先生） 
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３．コミュニティサイクル利用促進方策（古倉先生） 
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 １１６ 
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 １１８ 

 

 

 
 

 



 １１９ 

 

 

 

 
 



 １２０ 

 

 

 
 

 



 １２１ 

 

 
 

 

 



 １２２ 

 

 

 
 

 



 １２３ 

 

 

 
 

 



 １２４ 
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４．わが国のこれからの自転車政策を考える（屋井先生） 

 

 



 １２６ 

 

 

 
 



 １２７ 

 

 

 

 



 １２８ 
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 １３３ 

 

 

 

 



 １３４ 

 

 

 

 



 １３５ 

 

 

 
 



 １３６ 

５．自転車交通政策の方向性とコミュニティサイクルを含む自転車走行環境のあり方

（屋井先生） 

 
 

 



 １３７ 

 

 
 

 

 



 １３８ 

 

 
 

 

 



 １３９ 

 

 
 

 

 



 １４０ 
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６．横浜市のコミュニティサイクル導入検討（横浜市） 
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 １４４ 

 

 
 

 

 



 １４５ 

 

 
 

 

 



 １４６ 

 



 １４７ 
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７．パリ・ヴェリブ関連新聞記事 
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 １５３ 
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 １５６ 
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 １６４ 

 

 
 

 

 



 １６５ 

 

 
 

 

 



 １６６ 

 

 
 

 

 



 １６７ 

 

 
 

 

 



 １６８ 

８．コミュニティサイクル事業制度概要（国土交通省） 
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Ⅴ．研究会議事録 

１．第１回「公共交通としてのレンタサイクルシステム研究会」 

 

１．開催日時  平成２０年１０月３０日（木） １７時から１９時まで 

 

２．場  所  東京都港区赤坂一丁目９番３号 

日本自転車会館２号館８階 ８０３会議室 

 

３．構成委員  別紙 第１回「公共交通としてのレンタサイクルシステム研究会」 

出席者名簿 参照 

出席者数  ４２名 

（委員６名、オブザーバー６名、一般オブザーバー２１名、主催者１名、事務局８名） 

 

４．議  題  ①研究会の設立趣旨 

②海外におけるコミュニティサイクルの導入状況 

③フランスのセルフ・サーヴィス自転車の論点について 

④意見交換 

⑤その他 

 

５．議  事   

 

 定刻１７時に山本部長より第１回公共交通としてのレンタサイクル研究会の開会が宣言された。開催に

あたり阿部会長、山下車両課長が挨拶を行い、続いて各委員紹介の後、座長の屋井東工大教授が挨拶を行

った。 

 

 

・阿部日本自転車普及協会会長挨拶 

 

丁度１年前、パリでその年の７月に導入されたばかりの大規模レンタサイクルシステムのヴェリブにつ

いて、事業を運営しているＪＣドゥコー社とパリ市当局の担当官から説明を受けると、ヴェリブは、非常

に長時間に渡る周到なる準備の元に導入された、極めて考え抜かれたシステムであるとう言う事が解りま

した。ヴェリブは、すっかりパリ市の近距離交通手段として定着し、パリの交通体系を変え、パリ市民の

ライフスタイルを変え、自転車によるフランス革命が起こったと言われています。このような、非常に環

境に優しく大規模なレンタサイクルシステムを日本にも何とか導入できないものかと、こういう研究会を

立ち上げさせて頂きました。来年３月までの短い期間ではありますけど、様々な課題等についてご検討頂

き、導入を促進する実のある報告書をとりまとめてご提出頂ければと思います。皆様方のご協力をお願い

致しましてご挨拶にさせて頂きます。 

 

 

・山下経済産業省製造産業局課長挨拶 

 

ご案内のように、自転車は追い風の中にあるかと思います。これを受けまして政府でも国土交通省、経

済産業省を中心に、来年度の予算要求を見ましても、走行空間の整備に向けての取り組みが積極的に進め

られようとしています。当研究会は、自転車の走行空間というハードの整備に加えて、自転車ユーザーに

とっての利用勝手の良いソフトのシステムの切り札となるだろう、「公共交通としてのレンタサイクルシス

テムの導入」について研究するものです。是非、これを日本に相応しい形での導入することに辿り着きた

いと思っています。非常に重要な研究会であると期待しているところでございますので、委員の方におか

れましては、検討宜しくお願い致します。以上でございます。ありがとうございました。 
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・委員紹介（略） 

 

 

 

屋井委員（座長）挨拶 

 

座長をおおせつかりました東工大の屋井でございます。自転車の問題はここ数年ブームといっていいよ

うな状況になっておりまして、警察庁、国土交通省も一体となって取り組もうということで、モデル地区

の整備が始まりましたが、これも一過性の整備ではなく、ネットワークづくり、さらには街づくりを目指

す形になってきています。またルール、マナーの問題等、課題が山積している状態にありますが、今回、

経産省さん、自転車普及協会さんが別の切り口でこういう問題提起をいただくということは、たいへん重

要なことですし、自転車問題を専門的に捉えていく中で、尐しでも多くの国の機関が精力的に問題に取り

組み、地域、地方と連携をとりながら実践していくということが一刻も早く実現できるよう願っています。

そういう意味で今回の研究会が非常によいものになるように皆様のご協力をいただきたいと思っています。

現状では歩道での事故が絶えないなど、非常に危ない問題を抱えているのが、今の自転車の状況でありま

すが、一方で、このレンタサイクルに関しては非常に楽しい話題ですので、ぜひ楽しい研究会ということ

で進行を進めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

挨拶終了後、事務局より研究会設立の趣旨を説明し、続いて海外事例の紹介が事務局及び鳥海委員によ

り行われた。 

 

 

 

② 資料－２｢海外のコミュニティ・サイクルシステム｣ 

説明（ランドブレイン株式会社 白井 秀典） 

 

（略：配布資料参考） 

 

 

 

③ 資料｢フランスのセルフ・サービス自転車の論点｣「屋外広告物で１コインレンタサイクルの錬金術」 

説明（首都大学准教授 鳥海 基樹） 

 

（略：配布資料参考） 

 

 

④ 質疑応答 

 

屋井委員（座長） 

 

どうもありがとうございました。大変、豊富な内容の発表を頂きました。最後には、日本に導入に向け

ての検討事項ということでお話し頂きました。今日の研究会では、欧州を中心に大いに発展しているシス

テムを正確に理解するということを中心に進めて行きたいと思います。 

事務局の説明と鳥海先生の説明に対して、MC ドゥコーとクリアチャネルの２社の方々がいらっしゃって

ますので、違う点や質問事項について、解説がてらお願いできればと思います。 

 

 

クリアチャネル（浜田） 

 

資料３の事例で、バルセロナでは、１日１台６回の利用となっており、当社資料の１日１台１０回の利
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用と異なります。これは、バルセロナでは１，５００台から６，０００台にこの１年で自転車を増やしま

したので、その過程で発生した差異です。当社が把握している最新の統計では、バルセロナでの自転車利

用回数は、１日当たり、自転車６,０００台に対して、利用が５５，０００回あるので、１日１台約１０回

弱の利用となります。また、鳥海先生の資料の中で、バルセロナの初期費用に関しては、利用者の登録料

だとありますが、利用者を増やすため年間６ユーロの割引制度を導入したので、実際にはそこまで行って

いません。市から当社に対して、１２年間同額が支払われる契約になっており、その中で初期投資やオペ

レーションを含めた全てを賄っています。紹介にありましたように、当社では他に１１都市で事業を展開

しており、規模、決済、貸し出しの方法等、全て微妙に異なっています。これは基本的には、自治体によ

る自転車活用の考え方によって変えているものです。鳥海先生がおっしゃったように、今後は公共空間を

占有する上での費用対効果の分析や、道路空間上における施設の設置場所や自転車の走行空間確保のあり

方の検討が重要であると、改めて認識しました。 

 

 

MC ドゥコー（田部谷、猪爪） 

 

クリアチャンネル社と同様、資料－３のヴェリブの利用回数ですが、１年間の利用者数は約３千万人で

す。自転車台数は、２００７年７月の開始時点が１万台で、２００８年初旪には２万台に達しています。

鳥海先生からご指摘頂きました、３，０００台の故障車、３，０００台の盗難は正しいです。論点の「屋

外広告パネル運営企業にとって、屋外パネル基数は限界費用に達するまで多いほうが良い」という点です

が、パリ市で屋外広告事業で収入が得られている理由は、高い広告規制がかかっており、我々の広告が非

常に目立つからで、我々のパネルが多過ぎると、消費者市民から悪意を得、引いては掲出するスポンサー

への悪意にも繋がりかねないので、適正な数に留めるべきだと思っています。我々は、都市景観を向上す

る事業者として、寄与できる事業を行いたいと考えています。 

 

 

古倉委員 

 

今日は、欧州におけるコミュニティサイクルを正確に理解するのが目的で、日本で応用した場合は改め

ての機会に検討したいと思います。質問が３点あります。１つ目は、レンタサイクルの移動距離をどう想

定するかです。ＥＵでもオーストラリアでも、自転車が他の交通機関と比べて時間的に有利な距離という

のは、５km というのが世界共通の認識となっています。その点、どう想定されるのかをお聞きしたい。 

２点目は、需給バランスです。私、パリにいて、自転車がどこ行っても一杯で、ヴェリブを返せなかった

経験があります。都心部のビジネス街に需要が集中すると、郊外は空いて都心部は一杯になり、不便にな

ります。そのような需給バランスをどうやって想定するかをお伺いしたい。 

３点目は、ドイツのコール・ア・バイクについて、課題をご説明頂ければありがたい。 

 

 

鳥海委員 

 

１点目についてですが、ヴェリブでは、長い距離ではなく、１回当たり２km、貸し出し時間２２分が平

均となっています。 

 

 

MC ドゥコー（田部谷） 

 

鳥海先生のデータで間違いありません。利用時間は１８分から２２分程度です。あくまで公共交通と連

携するシステムとして想定しており、無料で利用する時間を設定しているのは、短距離・短時間の移動を

想定しているからです。 

 

 

ランドブレイン（白井） 

 

コール・ア・バイクの課題ですが、ベルリン市でもヴェリブ等と比較すると都市交通システムの域にま

で達していないと考えています。こういった動きの中で、ベルリン市では、ヴェリブに負けないシステム



 １７２  

 

 

 

を導入する動きにあるようです。ＤＢレント社の担当者の話では、利用方法の煩雑さや料金の高さが課題

として上げられています。 

 

 

 

MC ドゥコー（田部谷） 

 

自転車の需給バランスは、レギュレーションと呼んでいて、このシステムの成否を握ると言っても過言

ではない、大事な要因となっています。用意周到な準備の下ヴェリブはスタートしましたが、実際は実態

を見ながら改正を行っており、特に利用の多い都心のステーションでは、日々増設をしています。 

 

 

MC ドゥコー（猪爪） 

 

具体的には４点の対策を取っており、最初の１点は増設であと３点は小さな対策です。１つは、満車の

ステーションでは、ターミナルに接触する事によって、１５分間のボーナスを与えるとともに、端末機で

周辺のステーションの状況を知らせるシステムです。そういう所からも 300ｍピッチでステーションを配

置する必要があります。２点目は、自転車が尐ないステーションをボーナスステーションと位置づけ、４

５分間を無料とし、利用を促進しています。３点目は、各ステーションの自転車台数を２分間隔でサーバ

ー管理していて、多くなりすぎたステーションから、尐なくなりすぎたステーションへの自転車の運搬を

行なっています。  

 

 

阿部会長 

 

ヴェリブの事前準備については、パリ市長の話では、パリ市全体をグリッドに分割して、人口や就業者、

商店数等のデータを分析し、需要を予測した上で、事業者（ＪＣドゥコー）に発注したようです。その上

また、運用しながら都心部で調整しているということのようです。 

 

 

鳥海委員 

 

今おっしゃられた２５０ｍグリッドを導入し、道路線形からの距離も加味してきめ細かく計算しました

が、当然ながら齟齬が出たので、今やり直している最中です。予測のレポートは２００６年に出て、２０

０７年の２月に発注、２００７年の７月に開始しています。 

 

 

屋井委員（座長） 

 

１点目は確認です。バスと自転車レーンを一緒にして、心配される事故が多くなっていないのは非常に

結構なことだと思う。リヨンを２回くらい見ていますが、自転車が歩道を走っていて、フランスは車道走

行というルールが守られておらず、実態は違うという印象を持ったのですが、現在の状況はどうなってい

るかを確認したい。２点目ですが、このサイクル・モデルはコストもかかっており、万一撤退する時、道

路上のステーションを撤去して現状復旧するという役割は誰がやるのか決められているかをお聞きしたい。 

３点目ですが、日本は汚い広告が多いが、フランスは掲載されている広告自体がセンスが良い。その理由

が分かればお伺いしたい。 

 

 

鳥海委員 

 

定量的なデータはありませんが、歩道走行の問題は出ています。日本のような死亡事故は起きていませ

んが、市民の不平はあるようです。リヨン市の場合など、私も是非、調べてみたいと思います。撤退に係

る状況は、契約に係る事項なのでどちらか教えて下さい。私も興味有るところです。掲出広告は、かなり

コントロールしています。そもそも、かなり広告の掲載料が高いので、大企業しか広告を出せず、デザイ
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ンにも多くの金額をかけるのでセンスの良いものが必然的に出てくるのではないのかなと思います。 

 

 

 

 

クリアチャネル（浜田） 

 

まず撤退に関してなんですが、広告掲出事業は、レンタサイクル事業に関わらず、１０年から２０年の

長期契約を結んでおり、契約終了時に現状復旧して返すという事項が盛り込まれています。今、クリアチ

ャネルグループで世界で約３，０００の自治体と契約していますが、今まで事業者の都合で撤退した例は

ありません。どこかの都市で儲かって、他の都市で儲からないというのはありますが、当社が自らの都合

によって撤退したことはありません。仮にこちらに撤退せざるを得ない事情があった場合も、地面に大き

な影響を与えるものではなく、復旧も簡単にできるシステムにはなっています。広告の掲載基準に関して

は、既に日本でも始まっている通り、自治体の審査や独自の基準がある場合には、その基準に適合した広

告を出すことになります。 

 

 

MC ドゥコー（猪爪） 

 

自転車の走行空間については、私がパリに行った時は、警察に止められ、歩道を走ったら罰金だと言わ

れました。観光客が結構歩道を走っている事が多く、警察に止められているのを見ています。交通管理者

との連携が重要だと思います。事業撤退した場合ですが、契約で取り決めが行なわれています。弊社も世

界５４カ国、３、４００の都市で事業を行なっておりますが、今まで事業を撤退したことはありません。

広告ビジュアルに関しては、当社独自の基準と、自治体の審査によって、日本全国２６都市で広告付きの

上屋事業を行なっています。欧州で美しいビジュアルが入っているということについてですが、スポンサ

ー側で社会資本を支えるＣＳＲの一環として広告を掲出しているという認識を、スポンサーやデザイナー

が強く持っているようです。 

 

 

阿部会長 

 

パリ市は１９９５年に自転車専用レーンは８km 位しか無かったが、ヴェリブを導入した時点で３７１

km、昨年末までで４００km、２０１０年度までに５００km にする計画です。景観や駐輪場の位置につい

ては、各種の委員会が色や形態等、厳密に審査を行い、駐輪場の位置も、歴史的建造物の近くには作らな

いようにしている。 

 

 

ランドブレイン（白井） 

 

鳥海先生が出された費用便益の課題についてお伺いしたいのですが、コミュニティサイクルを導入する

場合、ベネフィットをどこに求めるか、もしお考えがあればお聞かせ下さい。 

 

 

鳥海委員 

 

実は特には無いのですけれども、宇沢先生が１９７３年に自動車の社会的費用を著されていて、象徴的

に書かれています。そもそも道路というのは歩行者のものだったのが、今は自動車中心になっている。我々

が安全に道路を歩ける権利が侵害されている訳で、その回復費用がベネフィットということになるのでは

ないかと思っています。 

 

 

屋井委員（座長） 

 

費用便益の課題もありますが、収入とコストのバランスの部分がまず重要ではないだろうか。フランス
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は導入に当たり、事業者のコスト削減が明記され、もう尐し短期的に導入がどんどんスタートしている。 

 

 

 

 

鳥海委員 

 

ヴェリブに関しては、これを読む限り費用便益というテーマではやっていないですね。リヨンが儲かっ

ていないという事だけ言っているのですけれども、その他の事業に関しては、かなり赤字出しています。

パリ市の財政赤字は、ドラノエさんが市長になってから増えていて、パリ・プラージュやボゲオなどにも

かなり資金を投入し、ベネフィットはそれほど多くはないというような状態であるようであります。ご承

知の通り、ＶＴという交通税がありますので、これで補填をしている仕組みになっているようです。 

 

 

高橋委員 

 

ちょっと理解不足だといけないので確認しておきたい。費用便益は、費用が儲かるかどうかとういうだ

けではなく、社会公共財を使うことが納税者に対して説明できるかどうかという両面での検証が必要だと

いう事で宜しいですか。自転車の業界団体なのでちょっと興味があるのですが、自転車の車種や安全基準、

利用時間はどうなっていますか、全部統一されているのですか。 

 

 

クリアチャネル（浜田） 

 

自転車の種類なんですが、標準的なものはありますが、自治体の要望に合わせて自転車も尐しづつ変わ

ります。安全基準については、ヨーロッパですとＥＮという基準がありますが、しっかり取っています。 

利用時間に関しては、基本的には自治体の意向に従ってまして、バルセロナの場合では、日から木曜日ま

では朝６時から深夜０時まで、金土曜日に関しては、２４時間の貸し出しになっています。 

 

 

屋井委員（座長） 

 

ヴェリブの盗難の報告がありましたが、数字を聞くと想定以上に起こっている気がしますが、減らす見

通し等はありますでしょうか。 

 

 

MC ドゥコー（猪爪） 

 

自転車は、自社で自転車の設計・製造しましたが、パーツについては専門事業者に委託しており、ギア

は、日本のシマノ社と協力してスペシャル仕様を導入しています。メンテナンスや修理の観点からは、同

一規格の自転車が必要になります。故障や盗難、パーツを盗まれることが多々あり、統一規格でパーツを

準備していく方がメンテナンス費用上も非常にありがたいところです。故障車や盗難車両に関しての数字

は、想定をやや上回るものです。故障した自転車や整備不十分な自転車による事故は一番恐れているとこ

ろで、例えば自転車の中に自動の故障探知システムを搭載し、故障した場合は、ステーションに帰り次第、

貸し出しを禁止するシステムを検討しています。各自転車の走行距離や走行時間は把握しており、オーバ

ーホールが必要な自転車等は、事前にメンテナンスに回す体制を取っています。通常の自転車より頑丈に

作っていますが、フランスはバンダリズムが激しく、ユーチューブで自転車を曲乗りしている画像がアッ

プされたり、色んな使われ方をしているようです。 

 

 

オブザーバー（江戸川区） 

 

私たちは、最大のベネフィットをＣＯ２の削減だと思っています。ドラノエさんも新しい施策を進めて全

体の交通量を下げることを目標としており、パリは５％自動車交通量を下げ、ＣＯ２はフランス全体で３
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２％下げ、京都議定書は、オーバー達成しています。環境に優しい交通体系をどうやって作っていくかで

あり、自転車のベネフィットは環境で考えていいと思っています。うちも今、放置自転車率が僅か２％で

す。１０，０００台の自転車駐輪場を駅前に整備し、自動二輪駐車場も全ての駅に用意しています。私が

ヴェリブに関して聞いた話では、３０分以内無料なので、３０分以内に乗り換えるという事も、結構ある

ようです。 

私が聞いた話では、リヨンはもともと道路が狭いので、専用レーンを作れなかった。パリではマルシオ通

りを２車線潰してＬＲＴを作り、合わせて自転車専用レーンを作った。私たちも一方通行にすればレーン

を作れる場所がかなりあるので、今検討をしている所です。 

 

 

屋井委員（座長） 

 

はい、ありがとうございました。日本で導入する場合は、社会便益は重要なので、次回以降検討したい

と思います。フランスでは法律が明快に定めていますが、日本では無いのが難しいところです。それを自

治体で出来るのであれば大いに結構なことだと思う。是非進めて貰いたい。大変結構なことです。宜しく

お願いします。今日は、私を含めて、レンタサイクルの新しいシステム、あるいはビジネスモデルの理解

が深まったところです。次回以降はそれを踏まえながらだんだん我が国においてはという事で、議論を進

めて行くのかなと思います。 

 

 

 

以上をもって閉会した。 
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２．第２回「公共交通としてのレンタサイクルシステム研究会」 

 

１．開催日時  平成２１年１月２７日（火） １０時から１２時まで 

 

２．場  所  東京都港区赤坂一丁目９番３号 

日本自転車会館２号館８階 ８０３会議室 

 

３．構成委員  別紙 第２回「公共交通としてのレンタサイクルシステム研究会」 

出席者名簿 参照 

出席者数  ４５名 

（委員６名、オブザーバー７名、一般オブザーバー２３名、主催者１名、事務局８名） 

 

４．議  題  ①都市交通におけるコミュニティ・サイクルのあり方について 

・都市交通における自転車利用のあり方について 

・都市交通計画における自転車交通の位置づけと果たすべき役割り 

②資料説明 

③国土交通省の新たな自転車施策について 

④意見交換 

⑤その他 

 

５．議  事   

 

開会 日本自転車普及協会 岩井課長代理 

只今より第２回公共交通としてのレンタサイクルシステム研究会を開催致します。宜しくお願いします。 

 

 

①都市交通計画における自転車交通の位置づけと果たすべき役割り 

～ バスと自転車の競合・棲み分けのあり方を中心に ～ 

 

・説明（横浜国立大学大学院工学研究院 中村 文彦 教授） 

 

（略：配布資料参考） 

 

・議事 

 

屋井座長 

はい、どうもありがとうございました。それでは尐々時間を取りまして、ご意見等頂きながら、デ

ィスカッションしたいと思います。宜しくお願いします。 

最後に仰しゃっていた鉄道の技術を使ってという辺りはちょっと広げてしまいましたが、それは何

か自転車との関係があるでしょうか？ 

中村委員 

そうです。レンタサイクルを考える時に、その登録管理システムや、自転車を走らす場所をホーム

側に置くのか改札側に置くのかという事も含めて、鉄道側のアイディアと組み合わせればいろいろ考

えられます。 

屋井座長 

先程の道路だけでなく、駅も重要だといういう事ですね。 

デルフト－※１の自転車ループコイルがあったのですが、カウンターとなっていて自転車の台数を管

理しているのでしょうか、それとも信号制御をしているのでしょうか。 

停止線があって、線が繋がっていて、自転車レーンがありますよね、一方通行路なのでしょうか？ 

右折の自転車が信号制御に係わっているということでいいですか？ 
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中村委員 

正確に申し上げますと、多分ここが中央分離帯で、この向こうが直進で、これが自転車で右折、日

本流で言うと左折出来るようになっています。 

ここ線が信号機に繋がっていて何箇所かあるんですけれど、多分台数をカウントしていると思いま

す。 

直進車線があって、自転車レーンがあって、右折があって、ここで感知していますから、ここの信

号、多分分離信号だと思うんですけれど、その現示の出し方によって、制御しているのだと思います。 

 

屋井座長 

もう１点絵を描いているパリの直進交差点、直進自転車先出し信号は、これも私はよく理解できて

いないのですが、写真を見ると自転車レーンと自転車道が歩道の横に設置されていて、それが最後の

交差点の手前で、無くなるイメージなのですね。 

今の右側図面だと自転車レーンが車道に出てくる設計になっているのですか？ 

左側の図面だと自転車レーンが無くなっている気がしますが、自動車の車線に右折通行帯が出来る

イメージで、信号で自転車が車道に出るのでそれを制御しているのですか？ 

 

中村委員 

ああわかりました、三角形がそうです。これ逆です。自転車レーンはこの部分だけですね。ここは

車道ですね。 

 

山下車両課長 

写真では出てないですけれど、自転車の信号がありますよね、手前のところに自転車の停止線があ

って、そこで一旦止まって前に出て行くのですか？  

 

中村委員 

自転車の停止線がここです。そこで一旦止まって待つのではないかと思います。多分左折する自転

車とかが、・・・ちょっと（画面修正）。こちらが LRT の３号線のトラムです。車がここで止まってい

て自転車が来るのですね。今書いたところに、自転車の信号があります。 

 

屋井座長 

今は、自転車が欧米と比べて遅れてきてますね。 

バスの前に付けるラックはかなり前からあって、方々でよく見ますが、バスに自転車乗せて使いた

いという需要が増えて台数の限界はこないのですか。 

要するにこの方式だとせいぜい５台までだと思うのですが、この先需要が増えた時どう対応をすれ

ばいいのかという事です。 

需要が出ないのか、それとも多くなると乗降に時間がかかって、バスの表定速度が下がるので台数

を増やさないのでしょうか。 

 

中村委員 

ラックの台数は２台です。バス乗降への影響などを考えて、経験則で決まっているようです。 

自分の自転車でバス持込みをする人が増えると運行に影響が出るので、バスの定員が６０人、１運

行当たりの乗車人数が４、５０人だとして、それに対して自転車２台という比率を超えることはでき

なさそうです。 

今、事例を思い出しているのですが、新しいレーンだとバス停に鍵付きの自転車ロッカーを作って

いるバス停が幾つかの都市であります。 

新しい事例では、自分の自転車に対して、ちゃんと管理しなさいという事だと思います。シドニー

とか、新しいバスレーンが建設された所では、自転車ロッカーを増やしそうです。 

要するに郊外から都心に行くのであれば、アクセス－※２側は自分自転車、イグレス－※３側はレンタサ

イクルにするという方向に持っていかないといけないんだろうと思います。 
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神田街路事業調整官 

先程バス１台に自転車２台という話がありましたが、サンフランシスコとかですと、それにトレー

ラー付けるんですね。バスの幅位あるトレーラーです。 

 

屋井座長 

最近こういうの発言控えていたのですが、連接バスも含めて実際あるんですよね。 

全てのバス停で自転車の乗降を行なっていたのでは時間がかかりますが、拠点だけで降ろすとかの

工夫はありそうですね 

トレーラーは都市内のバスですか？今度見に行こうと思うんですけれど。 

 

中村委員 

トレーラー付きバスはありますね。オークランド－※４でもあります。バスの幅で長さがもう尐しあ

ります。都市間のバスですが、どこかに資料があると思いますので探しておきます。 

 

神田街路事業調整官 

上り坂浮上用のシステムがありましたが私も実際そこに行ってみました。 

若い女の子が失敗してひっくり返ったり、なかなか難しそうだったのですが、上り坂の補助装置と

して各国で違うケースはあるんでしょうか？ 

 

中村委員 

このシステムは殆どお遊びに近いです。 

何回かやってみましたが、いきなり速度が早く、出だしが遅れると追いつきません。 

ただ、間違いなくこの写真のおばさんはスムースに乗っていました。 

実験で作ってまして、デポジット制－※５の無料のカードなのでカードを返せば使用料はかからない

システムです。 

技術的な部分でもう尐し改良は出来そうですが、そのコストを考えれば日本に適しているかという

と、そういうことではないです。 

 

神田委員 

日本でも大規模立体駐輪場の斜路で自転車を乗せて上るのがあると思うんですけれど。 

 

中村委員 

それは日本でもあります。ただ、それを公道で作ることは問題です。 

僕自身はそういうものを公道に置くことが問題と思っていないので、できると思っています。 

細かい事言い出すといろいろありそうですが、技術的には問題無さそうです。 

 

神田街路事業調整官 

スキーのＴバー－※６みたいなものですね。 

 

山下車両課長 

オランダの鉄道の自転車持込みなんですけれど、駅の構造などはそれなりに配慮しているのです

か？ 

 

中村委員 

はい、駅も階段の脇にスロープが付いていて、そこから乗れます。ぱっと見た目は階段が多い駅で

も、自転車は渡らすようになっている。 

 

屋井座長 

はい宜しいでしょうか？ 

また、残りの時間でまとめてもらえればと思います。 

 

（発表準備） 
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②我が国のレンタサイクルシステムの状況、我が国の広告事業の状況 

説明（ランドブレイン株式会社 社会基盤グループ 白井 秀典 主任） 

 

（略：配布資料参考） 

 

③国土交通省の新たな自転車施策について 

説明（国土交通省都市・地域整備局 神田 昌幸 街路事業調整官） 

 

（略：配布資料参照） 

 

・議事 

 

屋井座長 

はい、どうもありがとうございました。 

それでは残された時間はかなり短くなりましたけれど、先程の２番、資料の３番。あるいは中村先

生からご提示の論点に関してのご意見、ご質問宜しくお願いします。 

 

山下車両課長 

質問なんですけれど、最後にご紹介頂きました直轄調査費の仕組みを具体的にご説明頂きたいので

すが、全て国費の調査ですか？ 

あとこの調査は、総合的な街まちづくりとしてやるんですか、それとも自転車に特化してやる事業

なのですか。 

 

神田街路事業調整官 

技術開発やシステム開発、社会実験などを実施する時に、公共団体や民間と協力して行ないます。 

費用は直轄で国が１００％出す調査です。 

私どもは、総合交通戦略を進めておりますが、その中で、これからの都市交通では自転車が重要な

交通網を担うと考えています。 

そういった意味では、都市交通上の位置づけはあるので、従来の制度も上手く活用しながら、我々

が目指すものを実現しようとしています。 

その総合戦略の中で、右側にある３つの事業を重ねで実施すると、コミュニティサイクル交通を実

現する方向に向かうものと考えています。 

 

山下車両課長 

まだ予算は取っていないということですが、全国何箇所位を検討する予定でしょうか。 

 

神田街路事業調整官 

まだそこも決まっていませんが、与えられた金額で検討して行きます。 

今、公共団体と協議を行ないつつ、進めようと考えている所です。 

 

屋井座長 

じゃあ折角だから、私から白井さんの資料について。 

今回は日本の様々なシステムについてきっちり調査して頂いた分けですね。 

従来型で駅を中心としたものではなく、ポート－※７を数多く持ち、中には観光もあるもの含め、街

中で短距離のシステムが出来つつあるというのが分かりました。 

ビジネスモデルは様々なものがあり、採算が合わないという意味では上手く行っていないものもあ

るようです。 

日本でのシステムと言うのは、街によって違いはあるにせよ、目標として何台とか、どれ位の人が

利用するのが適切だとか、ヒアリングを通して何か浮かび上がったものはありますか？ 
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ランドブレイン（白井） 

具体的に何パーセントをレンタサイクル利用ということはまだありませんが、阪急電鉄の例ですと、

駐輪場に併設しているレンタサイクルが多く、駐輪場が１、０００台だとしますと、レンタサイクル

は１００台規模です。 

係員や機材の数は一定ですから、その規模の違いがレンタサイクルは収支採算性が悪い１つの要因

になっています。 

特に地方都市は街なか再生が大きな課題となっており、新潟のレンタサイクルなどでは、バスと組

み合わせて中心市街地の回遊性を高め、中心市街地を再生して行こうという意図は非常に感じます。 

先程中村先生からラック付きバスの話もございましたが、バスと組み合わせて端末として自転車を

使えば、徒歩と比べて移動できる距離は大きくなるので、一定規模、例えば２～３km 以上に中心市街

地が広がっている都市では、レンタサイクルが有効な端末手段になりうると思っています。 

高齢者の方が自転車に乗れないので不便になるという話しもありますが、移動によるエネルギー消

費量や、身体にかかる衝撃度は、徒歩よりも自転車が有利です。 

ただ当然、運動能力や平衡感覚は低下するので、様々な自転車のあり方は更に検討する必要がある

と思っています。 

環境と併せて、街づくりという観点から、レンタサイクルを上手く取り入れていくことは必要だと

感じています。 

 

屋井座長 

はい、ありがとうございました。 

新潟の街は私もこの前乗って来たのですが、国土交通省の森若さんが事務所長でおり、国道でもど

んどん自転車走行空間を作っています。 

走行空間が整備されてくるとレンタサイクルも進むと思います。 

 

中村委員 

各事例、細かく書いてあり、ヨーロッパなどでやっている無人のデポに関しての関連や課題も尐し

書いてありますが、日本におけるレンタサイクルの課題はどう考えていますか？ 

 

ランドブレイン（白井） 

今各メディアで華々しく紹介しており、パリのヴェリブ－※８が非常に有名になっています。 

我が国にも導入するのがこの研究会の目的ですが、かなり課題は大きいというのは浮き彫りになっ

てきていると思います。 

私がその中で１番大きく感じたのは、無人である事によるセキュリティの課題だと思っています。 

パリは２万台程入っていますが、年間３千台の盗難があるそうです。 

パリ市並びに事業者当局は、それも織り込み済みという公式見解を発表していますが、自転車の価

格が約９万円だとしますと、年間約２億７千万円相当の買い替え費用を投入していくということにな

ります。 

それをこのまま日本に持って来て良いのかというのが１つの論点だと思っています。 

犯罪発生件数は、日本とフランスでかなり違っていまして、犯罪件数全体では日本は４分の１です

から、それだけ安全性は高いのですが、だからといって、全く安全かと言うとそれはまた別の問題だ

と思っています。 

２番目は、先程鉄道の輸送密度の違いというのがありましたが、都市内で徒歩からの転換をベース

にＯＤを分析し配置計画を作ると、駅の直近にかなり大きな必要台数が出てきます。 

その導入空間をどうやって取るのかが２番目の課題です。 

３番目の課題は、そのために中村先生にお話をお願いしたのですが、他の公共交通との競合関係で、

それにプラスアルファとして、地元の自転車商店や既存の事業者さんなどとの軋轢が大きな課題にな

ると思っています。 

 

中村委員 

単純に無人化することによるバリアは何ですか？ 

盗難は無人のデポ－※９だから発生するものなのか？ 
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ランドブレイン（白井） 

無人化する事の問題の１つは先程のセキュリティです。 

もう１つは、欧米ではクレジットカードで会員カードを発行していますが、日本はクレジットカー

ドの利用率は大分違います。 

犯罪発生件数が４：１という話をしましたが、日本は安全性が高いので現金を持ち歩くのですが、

欧米では現金を持ち歩くのは危険なので、クレジットカード利用が多く、デビット・カード－※１０も普

及しており、その利用は非常に多いということです。 

そのシステムをそのまま入れるとすると特に低所得者や高齢者を中心に、利用が不便なシステムに

なってしまい、それを公共空間にデポとして入れることに問題が起こる可能性があると思います。 

 

屋井座長 

私の印象だと、盗難された自転車と正規の自転車が街中を走っていたら区別は付かない。 

盗難した自転車を勝手に乗り回している人が居るんじゃないかと思うのでが、どこかに売ってたり

するのですか。 

 

ランドブレイン（白井） 

それも１つの原因だと思います。 

鳥海先生の報告ですと、組織的な窃盗だといっていましたから、かなりあぶない連中が一夜で根こ

そぎ持っていくというのは多いようです。 

前回の研究会では、盗難されてアフリカに密輸されていたりするという話でした。 

そういう人たちがやっている犯罪なので、ポートから持って行くという事はあると思います。 

クレジット・カードを持っている人はそれなりに収入がある人なので、あまり自転車は持ってかな

いと思います。 

確かにフランスに比べれば日本は安全性は高いと思います。 

中村先生はご欠席だったのですが、第１回は問題点、課題を尐しやっており、盗難はその中で出て

きた事項です。 

 

神田街路事業調整官 

日本は安全性が高いのであまり問題ではないのではないか。 

自動販売機もあるし。 

 

山下車両課長 

国土交通省の施策は、自転車のメリットが上げられていますが、これらを生かすための自動車に対

する負荷という部分もイメージしているのでしょうか。 

 

神田街路事業調整官 

警察庁や道路管理者と調整しなくてはなりませんが、コンセプトとしては、都市の中心部にはあま

り車を入れず、更にライフスタイルとして過度に自動車に依存しないライフスタイルとすることを考

えており、連携しながらやっていくつもりです。 

実はその辺のコンセプトは、歩いて暮らせる街づくりの中には、広い意味では自転車も入って来て

おり、交通戦略の中のベースとなっております。 

 

神田街路事業調整官 

今日は非常に参考になりました。 

今日の資料３にあるコミュニティサイクルと、資料４の広告事業にある民業としての自転車事業と、

その間にステップがあるような気がします。 

つまり、自転車利用、レンタサイクル、コミュニティサイクルを導入して行こうという社会的必要

性のプロセスと、そのコミュニティサイクルの事業性、プロジェクト性が、広告業と上手く連携を取

って実現するというのがステップになりそうです。 

それをどうやって日本に根付かせるのか。 

外国といろんな制度やマーケットが違うのですから、今後その調整や試行錯誤は必要かなと思いま

す。 
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山下車両課長 

経済産業省としましては、これだけ景気が悪化して、翌年以降税収の落ち込みも懸念している中で、

資料－３、資料－４で説明があったように、ランニングコストが赤字になるという状況は、結構自治

体は厳しいと思います。 

そこは民間事業者の活力も使わせて頂いて、どうやって仕組みを作るのかがポイントだろうと思っ

ていています。 

経済産業省サイドから見ると、その部分を国土交通省といろいろご検討させて頂いて、欧米の事例

なんかも調査して頂いてですね、上手くやっていきたいと思っています。 

 

屋井座長 

資料３のＣＣＳ－※１１というのはかなり説明して頂いたのですが、これが１つのポイントになります。 

私はコミュニティサイクルとレンタサイクルはあまり明確に区別してなかった方なのですが、中村

先生も今日はこれについて話されましたね。 

コミュニティサイクルと言っている、ポートが数多くあって、何処で借りて何処で返してもいいシ

ステムを前提とするんでしょうかね。 

 

中村委員 

レンタカーとカーシェアリング－※１２があり、レンタサイクルとコミュニティサイクルがある。 

コミュニティサイクルは選択肢となるサービスの１つのなので、必ず都市内にデポが何１０箇所も

なければならないということではない思うんです。 

住宅地とかニュータウンのエリアであれば、２、３箇所でもいいかも知れませんし、そこら辺は難

しいですね。 

 

神田街路事業調整官 

太田先生－※１３が仰ったのは、協調型のまちづくりです。 

自転車なり公共交通なりの協調型のまちづくりが必要だと思う。 

そういう時代なのだろう。 

 

屋井座長 

それがどのようなものかは、我々は考えていかなければならない。 

この研究会は、公共交通としてのコミュニティサイクルだから、それが自立できるというか、成立

できる条件を探していく必要がある。 

ただ、課題として今日、中村先生が仰っていたように、公共交通システムは街なかで総合的に全体

を考えなければいけない。 

それがＷＩＮ－ＷＩＮ－※１４だったら問題はないが、バスとの競合は問題になりそうで、そこに上手

く協調というか、そういうのが入ってくるのかなと。 

地域の政策として見ていくというのは非常に重要なことで、枠の外においてこの議論を進めること

は出来ないと思いますけれどね。 

しかし今回のトピックは経済産業省でやっているということもあり、ビジネスモデルとしての条件

が重要で、都市政策においてもこれがクリアになってくると非常に重要な情報になると思う。 

そこまで議論が進んでおらず、古倉先生の話もまだ聞いていないので、なかなかまとめに向かって

行くのは難しいと思います。 

しかしながら、次回の研究会へ向けては公共交通という名前で始まる研究会である以上、都市とい

う地域の空間の中での成立条件は見直さざるを得ないし、他の公共交通機関との関係についても整理

しなくてはいけないと思う。 

その点に留意して、何らかの資料を作り議論をして行きたいと思います。 

時間が随分経ってしまいましたので、十分にまとめには至っていませんが、今日は大変貴重な資料

をご提供頂いて、参考となったということは間違いないので、次回に向けて検討を続けて頂きたいと

思います。 

それでは、その他何かありましたらお願いしたいと思いますので、マイクは事務局にお返しします。 
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事務局（岩井） 

次回第３回の研究会の開催についてご案内いたします。次回は２月２３日月曜日、１５時３０分か

ら２時間程度２号館８階の８０３会議室で開催をしたいと考えていますので宜しくお願いします。本

日はこれで終了致します。長い時間ありがとうございました。 

 

 

以上をもって閉会した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【テクニカル・ターム集】 

 

 

※１  デルフト：オランダの都市。人口 95,975 人。 

※２  アクセス：複数の交通手段を利用する場合の端末交通で、主要交通手段となる鉄道駅までの交通

などのこと。 

※３  イグレス：アクセス交通の逆の交通で、主要交通手段利用後に目的地に至るまでの交通のこと。 

※４  オークランド：ニュージーランドの首都。人口 1,313,200 人。 

※５  デポジット：（＝「保証金」）サービスを利用する際に必要なカードなどを貸借する際に支払う「預

かり金」のこと。発行元に返却すると払い戻され、破損・紛失した場合には戻ってこない。 

※６  Ｔバー：スキー場リフトの１種。着席せず概ね滑走状態のままでバーを直接掴んでからバーの進

行方向に対して垂直になる部分に背中や尻を引っかけて、斜面の上方まで引っ張り上げてもらう。 

※７  ポート：小規模な自転車置き場のこと。大規模なものはステーションやターミナルと呼ばれるこ

とが多い。 

※８  ヴェリブ：パリのコミュニティサイクルの愛称。フランスではセルフサービスバイクと呼ばれて

おり、世界最大の規模を持っている。 

※９  デポ：小規模な自転車置き場。ほぼデポと同義。 

※１０ デビット・カード：クレジット・カードが月末にまとめて決済するのに対し、その場で銀行口座

から引き落とされるカード。ＥＵでは小額の買い物によく利用されている。 

※１１ ＣＣＳ：コミュニティ・サイクル・システムの略。複数のポートを持ち、どのポートでも貸出し

乗捨て可能なレンタサイクル。 

※１２ カーシェアリング：あらかじめ登録した会員の間で自動車を共同利用するサービスのこと。 

※１３ 太田先生：東洋大学国際地域学部国際地域学科教授 太田 勝敏 氏。 

※１４ ＷＩＮ－ＷＩＮ：関係する２者が共にメリットがある状態のこと。 
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３．第３回「公共交通としてのレンタサイクルシステム研究会」 

１．開催日時  平成２１年２月２３日（月） １５時から１７時まで 

 

２．場  所  東京都港区赤坂一丁目９番３号 

日本自転車会館２号館８階 ８０３会議室 

 

３．構成委員  別紙 第３回「公共交通としてのレンタサイクルシステム研究会」 

出席者名簿 参照 

出席者数   40 名 

（委員 6 名、オブザーバー4 名、一般オブザーバー21 名、主催者 1 名、事務局 8 名） 

 

４．議  題  ①都市交通におけるコミュニティ・サイクルのあり方について 

・日本におけるコミュニティサイクルの利用の促進 

②資料説明 

③その他   

 

５．議  事 

 

開会 日本自転車普及協会 山本部長 

それでは定刻になりましたので、只今より、第３回公共交通としてのレンタサイクルシステム研究会

を開催いたします。 

 

屋井座長 

はい、本日は、お忙しいところどうもありがとうございます。前回お話にならなかった方、古倉さん

にお時間を取って頂きまして、ご用意頂いた資料のご説明を頂くという事になります。宜しくお願い

します。 

 

 

①都市交通計画におけるコミュニティサイクルのあり方について 

～ 日本におけるコミュニティサイクルの利用の促進 ～ 

 

・説明（（株）住信基礎研究所・京都大学大学院客員教授 古倉 宗治） 

（略：配布資料参考） 

 

・議事 

 

屋井座長 

はい、どうもありがとうござました。それでは、私のほうから先に行きますね。 

この研究会自体は公共交通としてのレンタサイクルなんですが、先生方にもコミュニティサイクル

が公共交通かどうか考えて頂きたいのです。 

まず、個人所有している自転車は、公共交通機関とは言えない。 

レンタサイクルも様々ですが、例えば駅前で営業しているレンタカー屋は公共交通としての認識は

あまりないのと同じように、レンタサイクル屋が１件営業してるのも公共交通という感覚は無い。 

ある街で支援の要請があって税金が使われた場合、公共交通かどうか微妙になるが、一般的にレン

タサイクル屋は公共交通とうい認識はあまりないと思う。 

議論の中心であるコミュニティサイクルは、３００ｍ位のピッチでポートがあり、どこでも借りた

り返したりできるという全く新しいシステムなので、これは公共交通だと考えたい所ですな。 

何を公共交通かと言うと、自動車の削減や環境の向上など、その地域や都市の目標があり、それに

貢献する大義と実行力があって、何らかの支援を行う合意形成がされた事実があれば公共交通と言え

ることになる。 
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タクシーでもバスでも公共交通という名前で運行されている限りは、運行者に安全を守ったり適正

に運行させるという責任と義務があるが、コミュニティサイクルの場合、運転を個人に任されたシス

テムで、ルール、マナーの面で適正に運行されるかどうかが重要だと思うので、ここをお聞きしたい。 

また、走行空間も、走行空間が無いと守れないし走れないので重要です。 

駐車場、駐輪場については、コミュニティサイクルは、放置自転車や駐輪場の整備負担を減らせる

効果もあると思うので、その点はプラスしようと思います。 

残りの部分については、一般の自転車の問題と同じような問題を持っているので、先生のご意見、

考え等お伺いしたいので、宜しくお願いします。 

 

古倉委員 

上を走るレンタサイクルと走らせる基盤をセットで提供することで、初めて公共交通的な部分が出

てくる気がします。 

勿論、その基盤から外れて走る事は禁止されないと思いますが、ネットワーク基盤が提供され、そ

の中を都市の交通手段として不特定多数が移動出来れば公共性を持っていると考えます。 

ルール、マナーを守らせるのは難しいのですが、例えば、一定の講習や、昔からよく言われる自転

車免許の交付があると思います。 

余談になりますが、茅ヶ崎式では、主に企業とか社会福祉施設とか特定企業に貸し付けていますが、

広域的な法人が高齢者の面倒を見るために車ではなく自転車で行くことによって、効率よく運営でき、

企業の営業活動も車ではなく自転車で回れば環境負荷削減になるので、公共性に資する部分があって

公共交通的な部分が出てくると思います。 

 

中村委員 

レンタサイクルの利用意向あるいは利用するための料金の部分について。我々の調査とかなり数字

が違う場所があります。武蔵境と多摩センターを上げていますが、これは駐輪場に駐輪をしている人

がレンタサイクルに変わると理解すればいいのか、もう尐し一般的に放置自転車をしている人たちも

含めたものなのか、コメントをお願いします 

 

古倉委員 

武蔵境、多摩センター両方とも放置と駐輪場利用者と両方入った数字です。傾向はやはり、放置の

人の方が料金については、金額的にもっと低い額になります。放置をしている方と駐輪場に止めてい

る方、それぞれ同じ時刻に配布して、回答を得たものです。 

 

中村委員 

僕らも解らなかったのが放置している方々のコスト意識です。負担してもいい金額の部分が想定よ

り低く、そうなるのかと思ったのですけれど、そのあたりのコメントをお願いします。 

 

古倉委員 

放置している方は非常に金額的な意識が低く、なるべく入りたくないという傾向にあります。自分

が自転車の維持費用かける金額も放置の人の方が尐なかったかと思いますけど、あれと同じような傾

向です。 

 

鳥海委員 

先程の公共性の問題ですが、１つは屋外広告パネルが財源になるということが公共性の担保だと思

います。自家用看板も含めて屋外広告物の規制をし、その代わりに公共空間に屋外パネルを出すこと

によって、そのベネフィットがレンタサイクルの運営費用になることが１つの公共性かと思います。 

それから、ルール、マナーの点ですけれど、藤井先生の本などを読むと、例えば借りる段階で、音

声でルールを守りましょうとか、パニッシュがありますよとかを１こと言って刷り込むだけでも随分

違うと思います。 

放置自転車対策としてのレンタサイクルというコンテクストで調査をされたと思うんですが、私が

コミュニティサイクル入ったらいいなと思うのは、東京都心や臨海部や横浜の MM ですね。 
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例えば、ここで打ち合わせやった後、赤坂まで行く場合、タクシー乗るには近く、地下鉄待つ時間

はない場合とか、イグレスの部分で大量に需要が発生しそうなところでの調査があるとレンタサイク

ルの利用意向が違ってくると思います。 

 

屋井座長 

はい。どうもありがとうございました。まだ議論はありますがここで終わりにしたいと思います。

それでは、資料の２についてランドブレインさんお願いします。 

 

 

資料説明 

 

ランドブレイン株式会社（白井） 

（略） 

 

 

屋井座長 

ご質問やご意見ありましたらお願いします。 

 

経済産業省（倉持） 

経済産業省の倉持と申します。公共交通とはということで私なりに５点ほど整理してまとめてみまし

た。 

１つは、地域住民との合意形成が重要だということです。 

２つ目は、地域の自治体との合意形成とか承認が重要だと思います。自治体が認めることにより公的

支援もあるわけです。 

３つ目は、バスと電車に代表される公共交通との連携が十分に図られ、しっかりと組み込まれている

ことが重要だと思います。 

４つ目は、当然守らなければならいないルール、マナーで、運営側が十分な情報提供を行ない、乗り

手が非常にマナーを重視できることが必須だと思います。 

５つ目は、公共交通なので、料金が安く利用できることが重要だと思います。 

以上です。 

 

屋井座長 

はい、どうも有り難うございました。あと如何でしょうか？はい、どうぞ。 

 

中村委員 

公共交通の定義は難しく、教科書では様々な定義が既にありますが、持ってき方によっては、既存の

バスその他が否定されることも十分にあり得えます。 

例えば企業バスは、公共交通として入れない場合が多いですが、企業バスを工業団地でマネジメント

して自家用車通勤を避ける場合は、大義名分が立ちます。 

一番幅広に考えると、大量に不特定多数がアクセスできる交通機関と言うのが大雑把な定義だと思い

ますが、レンタカーもレンタサイクルも不特定多数という部分を除けば公共交通となり、ビジネスだ

けでなく、様々な乗り物サービスも不特定多数がアクセスできれば公共交通になるので悩ましいとい

うのが１つです。 

それと、レンタカーとカーシェアリングの区分と、レンタサイクルと議論されている新しいタイプの

コミュニティサイクルの区分は、パラレルな議論になる気がします。 

この委員会で最後まで無いのはタクシーですが、例えば子育て支援タクシーとか色んなものがある。

一般的に言われる尐し広めの定義を与えておいて、その上でレンタサイクルのあり方を考え、公共性

はこういうことだという議論を一段噛ませ、その枠組みの中で考えていくべきではないかと思います。 

資料２は、全体的にボリュームがあって、細かい事もいろいろあるんですけれども、都市交通全体と

しての戦略性の議論は、国土交通省でもそれに近い動きがあります。 
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各自治体で交通戦略が出てきているのであれば、コミュニティサイクルをその中に入れる時にどうい

うロジックがあるのか、成り立たなければいけない持続可能ということを上げれば、環境や、みんな

が使える事や、システムとしてお金の面で破綻しないという事などがあり、そういう所が強調される

と資料前半は、尐し整理できると思います。 

 

屋井座長 

はい、どうもありがとうございます。公共交通について広く一般的な議論をする必要性や時間もない

のですが、是非コミュニティサイクルに持ってもらいたい公共性は、例えばコミュニティバスに匹敵

する位の高い目標の公共性があるといいと思います。 

レンタカーも公共的だと言うと、かなり下がった公共性だと思うので、今回のコミュニティサイクル

は、そこまで高めていく必要があると思う。 

極論かも知れませんが、広告を規制して価値を高めた上で、屋外広告を設置して、その収入でコミュ

ニティバスを支援していくことも可能なわけで、バスとコミュニティサイクルが同じような公共性を

持っているとすれば社会がどちらかを選択することがあり得る。 

公共性を高いレベルで言ったらどうですかね、バスに匹敵する位のはありますかね？ 

 

中村委員 

一般的に考えれば、自治側が目標をハッキリ出して、そのための負担を公共側で覚悟することが一番

重要じゃないかと思います。 

その時に福祉や環境などが自治体の計画にきちんと書いてあれば、僕の中で今の先生の話はあるのか

と思います。 

広告とか色んな話しが出ると議論が混乱するので分けておいて、市民や、関連するみなさんと合意形

成できる仕掛けもセットで考えるというところまでかと思います。 

 

屋井座長 

はい、ありがとうございます。それと全然解けていないのでお願いしたいのは、コミュニティバスは

かなり狭いエリアを運行しているので、代替性がかなり出てくる気がします。 

コミュニティサイクルの方が便利だという人も多いと思うのですが、高齢者が病院に行く時、コミュ

ニティサイクルはどうかという議論もどこかで詰めなくてはいけない。 

どのレベルでの公共性かという点は、どこかで詰めなければいけないと思う。 

 

高橋委員 

基本的な所で恐縮なんですけれど、この研究会は公共交通としてのレンタサイクルという目的を達成

するための手段として開催しています。 

目的を達成するためには、レンタサイクルシステムは１つの手段であって、例えばドイツで私もよく

分かったのですが、ヨーロッパでは地下鉄でも比較的スムースに行ける。 

それがすぐ出来るかどうかは別にして、１つの選択肢として導入するとしたら、こういう条件がある

という事で議論していると理解しています。 

見方を変えると、既存の公共交通と上手くコラボできるとか、どんな位置づけの観点があるのかが研

究テーマとして有るんじゃないかと思いますがどうでしょうか？ 

 

屋井座長 

はい、勿論そうだと思います。 

鉄道駅を降りてとか、バスに乗ってきてとか、そういう意味での補完としてのコミュニティサイクル

と言うのを考えていた所です。 

ただ、それをもう尐し限定した地区の中で見ると、どこかで代替するモデルになるんじゃないという

話を、私は先程しましたけれども、それはエリアの取り方に係ってくる。 

パリみたいな大都市だったら、日本のコミュニティバスも含めて全部入りますよね。 

じゃあもう、コミュニティバス要らないとか、要らないとは言えないんですが、そういう代替関係に

なって来るんです。 
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古倉委員 

公共交通という位置づけをどう考えるのか議論としてはあると思うのですが、このレンタサイクルシ

ステムを推奨して行こうと考えたときは、公共交通の捉え方や、ベクトルの方向性はやはり考えた方

がいいと思います。 

これを推進して、生活密着型交通システムとして社会の中で都市交通として位置づけて、活用しよう

と考えると、前向きにですね、公共交通の定義を広目にとって位置付けて欲しい気がするんですね。 

 

渋谷委員 

先程の茅ヶ崎の例ですと、不特定多数の利用ではないですが、福祉やエコといった社会的な要請と絡

めて広く見れば、税金を投入する公共性を謳えるような感触がしています。 

税金を投入する価値があるから公共交通と言えるかどうかはありますが、違う意味での実験なんで、

今後議論があると思います。 

あと先ほど、日本の犯罪率が低いと言っていたのですが、その下の犯罪の構成内容で自転車泥棒の比

率が非常に高いというところで、フランスと比べてどうなのかデータが欲しいと感じました。 

 

古倉委員 

茅ヶ崎の場合、もともと目指しているのは、観光協会に一括して貸し付けて訪れて来たお客さんに幅

広く貸したり、旅館なんかに置いて泊まった方に旅館が貸したり、工業団地組合などに貸し付けて工

場のイグレス利用用に貸したり、不特定多数の利用を想定していますので、是非参考にしてください。 

 

屋井座長 

はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。 

 

鳥海委員 

今日の報告の中でネックになりそうなのは盗難の部分だと思います。 

私の印象ですが、ヨーロッパでは自転車が非常に高価なので、自転車を盗むという行為は、所有や転

売目的が尐なからずあると思います。 

対して日本だと、それ程高価ではないので、悪戯半分や、ちょっとした利用という気がするんですが、

自転車の盗まれた場所と発見された場所とかから、盗難の目的は推測できるものなんでしょうか？ 

 

警察庁（池田交通安全企画官警視正） 

次回までに調べておきますが、現時点ではよくわかりません。 

印象論で言いますと、所有ではなく、駅に来てちょっとした借り物感覚で乗っていくとかで、盗んだ

ものもまた捨てるとか、そういう感じではないかと思います。 

それと、古倉先生の資料もランドブレインさんの資料も認知の件数ですが、盗まれても届け出ない人

が結構居ます。 

後は警察に被害届けが出ても、発見したり盗んだ犯人が捕まるのはもっと尐ないです。 

どれだけ出るか解りませんが、何かあれば、次回示したいと思います。 

 

鳥海委員 

ちょっとした利用目的だとすると、こういうシステムが入ると、盗難も減るとは言いませんが、その

利用が補えるようにもなると思います。 

盗難とインターフェイスの所は大きく係っていて、身元のハッキリした人には安く貸すとか、クレジ

ットカードの場合は尐しデポジットを高く置くとか、その辺も検討課題なのかなと思いました。 

それと、ロープラなどの場合、お金を徴収する機関というのはどういう所になりますか？ 

市がお金を取って何か特定の目的に使うのか、それとも別の組織を噛ませてお金を取って別の形で使

うのかというのは、何かビジョンがあって考えているでしょうか？ 

ロードプライシングで郊外から入ってくる車に課金をした場合、そのお金は誰が取ってどのように使

うのかということまで考えてロードプライシングの議論をしているのですか？ 
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屋井委員 

ロンドンでもオスロでもシンガポールでも、そこは大論争と議会など承認も出てきますので、長時間

をかけてやっているのは間違いないと思います。 

 

鳥海委員 

フランスのＶＴ税が日本では無理だとなると、そういうお金を投じていけるのかなと。 

経済産業省だからというわけではないのですけれど、そのためにどういう組織があるのか考えると、

ＴＭＯみたいなものも絡んでくると考えました。 

 

屋井座長 

はい、どうもありがとうございました。ＶＴは最近、ＬＲＴに使えたのが使えなくなったとか聞いて

いますがどうですか？ 

 

国土交通省（神田街路事業調整官） 

それまた転換するようですね。ＬＲＴはニーズが高いので、また復活しましょうという話です。 

 

屋井座長 

フランスのように交通基本法があってきちんと書かれていると公共交通として非常に定義し易いので

すが、このシステムの公共性は非常に高いと思っているので、明快に位置づけて、基準や条件を示せ

ば非常に説得力高まると思います。 

纏めると、使っている人が特定だとしても公共性はありえて、高い目標があって、それを達成する手

段として導入して効果があればいいと思います。 

最後のルールの所は、このシステムを使っている人が歩行者や自動車の安全を低下させることなく、

適正に運用されるシステムでないとならないので、導入する時にある種のソフトウェアとして、皆が

ルール守れるようなシステムである必要性がある。 

そのためには、公共的な空間として走行空間や駐車空間を整備しないと達成できないので、それも含

めて、条件を考えるということにしたいと思います。 

 

古倉委員 

茅ヶ崎市ではレンタサイクルの収入は、講習会の場所を設け、警察や私どもの方からも講師を派遣し

て講習会をやります。 

特定の企業の企業に貸しますので、借りる側に受ける義務がある事にして、ルール、マナーの徹底を

行っていきます。 

それによって特定の方に講義できるというメリットもあります。 

最後の社会的普遍性の確立のところで１点だけ言わせて頂きますと、個人がレンタサイクルを使うか、

コミュニティサイクルを使うか、自分の所有の自転車を使うか決める判断基準がどういうところにあ

るかを作って前提としないと社会的普遍性は出てこない。 

例えば、団地管理組合が電動アシスト付きレンタサイクルを持って共有で使うシステムでは、普通の

自転車を持っていても、電動アシスト付きは持っていないので、使う確率が高い傾向もあるようなの

で、個人が選択する普遍性をもう尐し強調した方がいいと思います。 

 

屋井座長 

はい、どうもありがとうございました。もう最後、時間無くなってきちゃったかな？いかがでしょう

か？ご意見あれば。 

 

国土交通省（神田街路事業調整官） 

公共交通の話しになると深いので短時間では済まないと思うんでが、この分野は、カーシェアリング

もそうなんですけど、同じ車両を不特定多数の方が共同で使います。 

今、協調型の利用のし方というのが交通まちづくりのテーマなんです。 

そういった意味では、公共交通なのかどうかという分けではなく、新しい利用方法が提案されていれ

ば、その辺の存在価値は出てくる。 
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それを公共サイドがやる場合には公共交通に近くなるし、先ほどお話のようにマンションなどでやる

場合や、オリックス不動産なんかがカーシェアリング経営していますけど、そちらのほうのニーズが

ある場合はそうなります。 

そうなれば、公共交通かそうでないのかではない知恵があると思います。 

 

屋井座長 

はい、どうもありがとうございます。 

最後に神田さんの方からもありましたが、公共性とか公共交通とかではなくて、これからの時代に相

応しい考え方の中に斬新な自転車があるということで是非整理して頂ければいいと思います。 

それでは、今日はこれで意見交換も終わりましたので、閉会にしたいと思います。 

 

 

事務局（山本） 

次回ですけれど、第４回の研究会は、３月の２５日、１８時から２０時、場所は同じ８０３会議室で

行います。宜しくお願いします。時間来ましたので、本日はこれで閉会とさせていただきます。長時

間ありがとうございました。 
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４．第４回「公共交通としてのレンタサイクルシステム研究会」 

 

１．開催日時  平成２１年３月２５日（水） １８時３０分から２０時３０分まで 

 

２．場  所  東京都港区赤坂一丁目９番３号 

日本自転車会館２号館８階 ８０３会議室 

 

３．構成委員  別紙 第４回「公共交通としてのレンタサイクルシステム研究会」 

出席者名簿 参照 

出席者数  ３０名 

（委員６名、オブザーバー６名、一般オブザーバー10 名、主催者０名、事務局８名） 

 

４．議  題  ①横浜都心部におけるコミュニティサイクルの導入検討 

②資料説明 

③意見交換 

④その他   

 

 

５．議  事 

 

 

開会 日本自転車普及協会 山本部長 

定刻になりましたので、只今から第４回レンタサイクルシステム研究会を開催いたします。早速

ですが議事に入って行きますので、いつもの通り、座長である屋井先生の方から一言頂いて進めて

行きたいと思いますので宜しくお願いします。 

 

屋井座長 

年度末の会議、大変お忙しい所お集まり頂きまして大変恐縮です。今回は直前になって開始時間

を 30 分ほど遅らせてしまいました。この会議では何とか操業というのはタブーなんですけれど、何

とか操業状態でありましたので遅らせて頂きました。大変申し訳ありませんでした。 

早速なんですが、議題の横浜都心部におけるコミュニティサイクルの導入計画検討ということで

あります。山田さん宜しくおねがいします。 

 

 

①横浜都心部におけるコミュニティサイクルの導入検討 

 

・説明（横浜市都市整備局企画部企画課総合交通計画担当課長 山田耕作） 

（略：配布資料参考） 

 

 

・議事 

 

屋井座長 

はい、どうもありがとうございました。それではご質問等あれば幾つかお受けしたいと思います。

宜しくお願いします。 

 

屋井座長 

今想定しているのはポート何箇所になるのですか？ 
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横浜市（山田課長） 

ヴェリブで考えますとこのエリアで 60 箇所位のポートになるのですが、利用者の声も聞きながら、

段階的に整備していくことし、第一段階としては、30 箇所を予定しています。 

 

中村委員 

１つはですね、利用イメージをどう捉えているのか、観光客をどれ位イメージするかというが１

つ。２つ目は、バスや地下鉄、ＭＭ線との関係をどれ位考えているかということです。３つ目は、

既存のハマチャリとはどうするのかということです。以上３つほどお願いします。 

 

横浜市（山田課長） 

利用対象者は来街者、観光客、買い物客がまず居て、それと最近“みなとみらい”地区や“山下

公園”地区にもマンションが出来ており、そういうマンションにお住まいの方々がその次で、あと

業務ビルがかなりあり、業務ビルの方々を想定しています。 

現在も営業で自転車使われているのはよく見ますので、最近の不景気の経費削減の時にですね、

自動車でなく自転車で動いてくれればいいと思います。 

バス、電車との接続ですが、貸し出しポイントは、JR 根岸線の横浜駅、桜木町駅、関内駅にはス

テーションをおきたいと考えています。 

目的地としては、赤レンガ倉庫や山下公園、中華街、ランドマーク、国際展示場等の観光スポッ

トと、その間を 300ｍピッチで上手く中継点を設けて、駅と駅駅間、駅と観光地と商業施設、その

間の移動を自転車で行くイメージでネットワークを考えています。 

レンタサイクルは、１日 800 円でリサイクル自転車をお貸ししている、ハマチャリがあり、主に

観光客が使っています。 

このコミュニティサイクルは、近い距離をちょい乗りして頂くもので、最初の 30 分は無料なり低

料金にして、１時間ごとに倍々にする料金体系にして、１日借りるとハマチャリより高くなる料金

設定をすれば棲み分けができると考えています。 

 

屋井座長 

ハマチャリは何台くらいあるの？ 

 

横浜市（山田課長） 

今貸し出しステーションが日本丸と赤レンガ倉庫の２箇所で、１箇所に多分 30 台から 40 台くら

い置いてあります。最盛期は５箇所位あったのですが、今は２箇所だけになってしまっていて、苦

しいと聞いています。 

 

屋井座長 

まあ、子供もいるのだから、走行空間整備に精力的に取り組むことで、歩行者の脅威だけは避け

なければいけないですね。 

このエリアでも休日は産業系の車も尐ないし、自動車の走行空間は抑えて、できるだけ車道上に

自転車の安全な空間を作ることも可能だと思いますね。 

平日は産業の車が多いこともあるし、どうなんでしょうね。 

 

横浜市（山田課長） 

この中で一番広いのは、幅員 40ｍの境本町線という道路で歩道幅員７ｍ位。ただ、植栽帯が３ｍ

あります。赤色は厳しいのですが、ピンク、ブルー、グリーンの道路は歩道幅員が十分にあります。

我々も原則は車道の左端を走って頂きたいと思っています。このコミュニティサイクルの検討の中

でも神奈川県警と連絡を密にして話をしています。 

ただ、第一段階の 30 箇所か 10 箇所の時は、社会実験的に小さいところから始めながら、実績を

積み、あと警察にもお願いしながら車道走行をお願いしたり、道路管理者である横浜市道路局にカ

ラー舗装化して頂いたり、これから地道にやっていこうと思っています。 
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屋井座長 

はい、どうもありがとうございます。 

 

古倉委員 

ハマチャリが縮小気味で非常に残念です。寧ろこういう使いやすい自転車であれば、借りやすく

相当需要が出てくる気がするんですけど、需要はどの程度想定していますか。 

仮に需要があった場合、日本丸に行って桜木町の駅かみなとみらい駅に帰ったり、山下公園まで

歩いて帰る時しんどいから自転車で帰ることを考えると、駅周辺にポートが多く必要になります。

その辺のポートのバランスはどう想定していますか？ 

 

横浜市（山田課長） 

今までレンタサイクルの社会実験を２度行っており、相当需要はあると想定されます。来街者、

観光客が多いと土日の需要が飛び出るのですが、平日利用や春夏秋冬の季節変動を均すと、それ程

飛び出ないないと考えています。 

30 箇所で 300 台の自転車が第一段階と考えていますが、変動率は１／４から１／３程度と見込ん

でいます。 

配置場所毎の台数は、これから調整します。駅へ偏りは、多尐懸念していますが、１日何回かの

巡回はサービスの要だと思いますので、事業者公募のときに条件をきっちり記載してポートに１台

も無い状態を作らないよう努力します。 

 

屋井座長 

はい、どうもありがとうございます。 

 

国土交通省道路局 

広告物の占用は、広告付きバス停やベンチや街路灯とかは平成 19 年位から出てきているのでハー

ドルが低いですが、サイクルポート自体の占用は実はハードル高いんじゃないかと個人的に思って

います。 

この研究会の主題である公共の乗り物の一部として自転車を位置づければ、サイクルポートの位

置づけも大きく変わると思います。 

例えば単なる自転車の駐輪場であれば自転車の駐輪場としての機能でいいのですが、この場合は、

多分駐輪場というよりはステーションのような位置づけになっていくんだと思うんです。 

横浜市の場合は、サイクルポートの位置づけとしてどう整理する考えなのか、もしあれば教えて

いただければと思いました。宜しくお願いします。 

 

横浜市（山田課長） 

このサイクルポートは、駐輪場として道路の付属物として考えられないかということで、固定す

る器具を「道路本体その他のもの」と位置づけ、道路管理者、横浜道路局と詰めています。 

また、横浜市は日本で最初という程早い時期に広告つきバス屋根を作りまして、不都合は生じて

ないので、前例としてそれに準じていこうと思っています。 

ただ、ベンチを維持管理するための広告等と今回の事業費全部を賄うための広告とは金額の規模

も違いますし、バス停のバス屋根の場合は不動産ですが、今回は自転車という動産に対するメンテ

ナンスも全部入っており、それを広告の中で見ることは、日本中どこもやってないので、その調整

をしているところです。 

 

屋井座長 

はい、どうもありがとうございました。まだ聞きたいことあるのかもしれませんけど、時間の関

係もあって、また、後半の議論と一緒にやっていきたいと思います。どうもありがとうございまし

た。それでは議題の方は２番目のほうに行かせて頂きます。ランドブレインの白井さん宜しくお願

いします。 
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②コミュニティサイクルの定義と位置づけ、ビジネスモデルの検討 

 

・説明（ランドブレイン株式会社社会基盤グループ主任 白井秀典） 

（略：配布資料参考） 

 

 

屋井座長 

それでは、この他。ご説明頂いた資料について如何でしょうか。ご意見ご質問頂きたいのですが。

はい、どうぞ。 

 

 

古倉委員 

７ページの右側で想定する移動パターンで、大都市中心部なんですが、どの辺で線を引いたらい

いか考えたんですが、例えば１台の自転車を利用し続けるレンタサイクル型と短トリップ型の比較

で、必要施設が減尐することが非常に重要なポイントだと思うんです。 

自転車の数を増やせばレンタサイクル型でもできるので、投入してやるのかあるいは投入せずに

このパターンでやるのか、本質的にその辺にポイントと言うか、キーワードがあると思います。 

その辺の区別というか、例えば放置自転車を提供するというのがあったりするので、投入すれば、

逆にこういうシステムがなくてもいい場合もあります。 

混み合った密集地域ではそういう自転車を複数使った方が効率的だとか境目はどの辺に置こうか

は今でもよくわかりません。 

必要量が減尐し、コストダウンされる比較を定量的にできないのかなというのが一つあります。 

それから、こういったシステムを考える場合に、供給側の立場に立って考えるのではなく、やは

り需要側がなにを求めているかということを考えなければいけない。 

例えば返すポートが遠い場合は、その自転車を目的地に持っていった場合、私は目的地のすぐ近

くに置きたいという欲望というか、欲求がでてきます。 

利用者とすると自然な流れだと思いますので、ずっと借り切っていた方が利用者とするとメリッ

トがあるということになります。 

いろんな意味で総合的に都市づくり街づくりの視点でプラスになるという方がいいと思っていま

す。 

盛岡ではコミュニティバスが 200％の収益率が上げているということですが、地方ではバス事業

の収益率がとんとんというところでコミュニティサイクル持ってくるということが一般的になりま

す。 

その時の比較のコメントが何かあったらいいという気がします。 

それから 13 ページの複数地域の観光拠点周遊の点で、私の経験では、鎌倉駅前でレンタサイクル

を民間が貸し付けていますが、結構帰ってくるのを待っています。行列ができる程人が多いと、ち

ょっと返しでは自分のが無くなってしまうという問題も出てくると思います。横浜市にもお伺いし

たんですけれど、その辺の兹ね合いをどうするか考えた方がいいと思います。 

基本的にどの辺でライン引いて考え方を適応していくのかというのを冷静に考えた方が将来的に

収益というか上手くやっていけると思います。 
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屋井座長 

ちょっと今の件で白井さんに聞く前に。 

従来の議論もそうだったけど、この研究会でメインターゲットにするのは、従来型と異なるのを

明確にするため６ページに新しいコミュニティサイクル・システム、ユーロタイプということを記

載し、大都市のイグレス地域における観光や買い物、業務がメインターゲットでるということを明

確にした。 

その条件というか利用に、今古倉さんのおっしゃったところが入っているのか入っていないのか

だ。 

すなわち、違法駐輪問題なんか様々に日本はありますが、最大 300ｍおきにポートがあると、移

動距離は 150ｍで済む。 

ポートに１台もない状態は持ち続けなければならないが、やはり理想いうことを考えてこのシス

テムはあるのかだと思う。 

ただ我々が議論する上で、その辺り駐車場所とか駐車スペースが一体型で考えて行くのか、ある

いはまた別なのかというのを幅広に考えるのかが論点としてあり、何でもありという議論をしてい

くと元に戻ってしまうので、出来るだけシャープにというのか、クリアに定義してある特定のビジ

ネスモデルの所まで流して行きたいと思います。 

ただ、元々ビジネスモデルとしては成立しないので、公的負担を入れることによって成立させる

ということがあるのかないのかということと、その後の議論が難しんですが、コミュニティバスに

関しては、盛岡は特殊なんでそれ以外で公的負担、税金投入する時にはやはり整理がいります。 

そんな話をし始めると、多分中村先生が手を上げられると思うのでちょっとまって下さい。 

 

中村委員 

えと、今のところですが、政策として位置付けるなら、循環社会とか福祉とかあるんで、コミュ

ニティバスやサイクルをどう位置づけるかということで、街づくりなり、交通政策の中で位置づけ

て行くかどうかが大きな違いだと思います。 

前回屋井先生と議論して割と整理できたんですけが、例えばコミュニティバスなら運輸事業者が

独自の感覚で路線を引くのではなく、公共的な意図を持って路線を用意し、それに対して程度の費

用を行政が負担することが前提としてあるのかどうか。 

そうやって考えていくと、政策として公共性があったときに、この自転車システムをどう位置づ

けていくのかと、一方で実際に需要パターンのある部分を公共交通がどう担うかという部分は、も

う尐し分けて書かないとわたりにくいのかなというのが言おうと思って言わなかったことなんです。 

それから、細かいんですけど“でんでんむし”は今、200％の収益は出ていないです。これ平成

13 年度ですが、その後私調査しましてそこまではありません。ちゃんと盛岡のレンタサイクルを書

いていますので、勘太郎の方とデータの年次がずれている所は考察は書かないといけないと思いま

した。 

僕としてはこの勉強会の中でどうするのかはあるにせよ、公共という考えをちゃんと出すことと、

都市交通の移動パターンのことは分けて欲しいというのが１つ。以上です。 

 

 

ランドブレイン株会社（白井） 

今公表されている資料ですと 200％以上というデータしかありませんので、改めて最新のデータ

は調べます。 

 

 

屋井座長 

はい、どうもありがとうございました。これでクリアですね。今日は、僕の方から白井さんにお

願いしたんで、各論の事例から入ったんですが、一応他のジョブと合わせて一般論からとりまとめ、

機能と政策の２つの柱でやって貰います。他、如何でしょうか。 
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屋井座長 

細かいこと１点だけ、18 ページで都市密度から見た適用条件という図面は大変面白く、興味深い

んですけれど、下の方の８番と９番の自転車走行空間確保と安全性確保とかですね、このあたりは

大都市が低くて地方都市は高いというのがちょっと安直だなという感じがします。 

もう１箇所、ビジネスモデルと書いている所ですが、これは第一弾としては、非常に興味深いと

いうか工夫して書いてくれていで結構なんですけれども、まず非常に理想形から置くのではなくて、

１番シンプルなのを置いて、その次に日本の事情とか現状とか条件を考える時に留意する点があっ

て付け加えたり、関わる必要性がある機関を入れて多尐複雑化するという順番の方が理解し易いと

思います。 

 

こういうビジネスモデルを構想する時に公的資金の導入等もありえるという前提でいいですね。 

ただ、あまりに歩行者の安全が妨げられたり、道路上でルールを無視した走行が横行すると、こ

のシステムが社会的に高く評価されない心配もあるので、日本の場合には危ない面もまだまだある

と思うんです。 

だから、特定区間でもいいし、ある一定程度モニターをして、ルールを利用者がどれだけ遵守し

ているのか把握し、これがインセンティブとなる一定水準の線引きは行なう必要がある。 

そんな辺りはどうなんですか、何かアイディアはないですか。 

 

 

ランドブレイン株式会社（白井） 

自転車の安全性について、自転車、歩行者、自動車の密度流からの線引き基準はあまりありませ

んが、国土交通省で去年、今年と研究していると聞いていますので、まとめて次回までにお示しで

きればと思います。 

施策の方は、例えば環境型交通体系の実現といったような戦略プランありきというお話かと思い

ます。そのところを整理して加えて行きたいと思います。 

あと、これは古倉先生からありました１人で借りるレンタサイクル型と短トリップ型のどちらが

有利かというところは、来年度モデルスタディを５都市程やると聞いますので、実際に導入する範

囲を想定してコストや利用勝手を比較検討スタディして検証します。 

結局、レンタサイクル型でも目的地先のポート整備は必要で、整備し始めてはいるんですが、空

間的には難しい面もあり、ステーションとデポをどう組み合わせるかは、具体的に現地を想定しな

いと難いと思っています。 

ビジネスモデルはヨーロッパ型のシンプルなものから発展させ、最低限付加しなければいけない

部分がどこまでなのかは、今後具体的に検討していく中で徐々に明らかになると思います。 

こんなところで如何でしょうか。  

 

 

中村委員 

ヴェリブをイメージすると出てこないんですが、今の日本の自転車の使い方は、商業施設や駅周

辺のアクセスや、イグレスの部分で僕のようにもう１台自転車持って使うというのがあるのですが、

自転車駐輪が起こしている放置自転車の問題は日本独特なもので、そこに対して答えがあるのでは

ないかと思います。 

それと私、昨日今日、高松に居たんですが、高松の自転車ボリュームは凄く、アーケードを行く

自転車で轢かれそうになる程なんですが、レンタサイクルもありますが、圧倒的に個人所有の自転

車が多い。 

結構歩道をがんがん走って危ないし、道路側でも改良すべき問題点はありますが、このシステム

と他の政策を組み合わせれば上手く行くので、公でやっていいという解があるような気がするので、

もう尐しイメージとして入れて欲しい。 

 

屋井座長 

はい、どうもありがとうございます。 

 



 １９７  

 

 

 

 

国土交通省道路局 

先ほど古倉先生が言っておられたんですが、利用パターンによって安全性がかなり違うと思いま

す。 

横浜だと山下公園などは景観を売り物にしている場所だと思うんですが、自動車を地下に入れる

ほど大事にしているところですし、あるいは歴史的な萩の街などで、広告が果たしてできるのかど

うかです。 

広告に頼っていい場所と悪い場所とのきめ細かな区別が必要だと思います。 

 

 

屋井座長 

はい、どうもありがとうございました。 

 

横浜市（山田課長） 

ご指摘の通りで、今、既に広告付のバス屋根がかなりあるんですが、山下公園や赤レンガ倉庫に

はバス屋根があっても広告が付いていません。広告設置の抑制も加味して、広告収入で総事業費を

出せるか内部で検討しています。税金を投入する必要性があるかどうかは見据えていないので、事

業費はできる限り広告で賄っていく方針で、不足した場合に補完するものは、直近でなくても入れ

られるところを探そうと考えています。 

 

 

屋井座長 

はい、どうもありがとうございました。次回が今度最終回でまとめになりますのが、今日は参考

資料の２で目次案が出ています。これについてご説明いただけるのですか。 

 

 

事務局（山本部長） 

はい、ご説明いたします。その他ということで２点、この目次の件と併せてご説明いたします。 

報告書の目次案については参考として配布していまして、報告書案を事前にお送りさせて頂いて、

先生方に確認して頂こうと思っています。 

第５回研究会の件ですが、４月 28 日火曜日、15 時から 17 時で開催させて頂きたいと思います。

タイトルはまた相談させていただきますが、屋井先生から自転車の未来図というテーマでお話して

頂いた後、報告書案についてのご議論をしていただくということでお願いします。 
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５．第５回「公共交通としてのレンタサイクルシステム研究会」 

 

１．開催日時  平成２１年４月２８日（火） １５時００分から１７時００分まで 

 

２．場  所  東京都港区赤坂一丁目９番３号 

日本自転車会館２号館８階 ８０３会議室 

 

３．構成委員  別紙 第５回「公共交通としてのレンタサイクルシステム研究会」 

出席者名簿 参照 

出席者数  ４１名 

（委員７名、オブザーバー７名、一般オブザーバー１８名、主催者１名、事務局８名） 

 

４．議  題  ①自転車交通政策の方向性とコミュニティサイクルを含む自転車走行環境のあり方 

②公共交通としてのレンタサイクルシステム研究会報告書案 

③その他   

 

５．議  事 

開会 日本自転車普及協会 山本部長 

本日は第５回で、まとめの回になります。後で研究会報告案を説明させて頂く予定です。先生宜しくお願

いします。 

 

屋井座長 

第５回まで１人だけ宿題をやってなかったので、終わらせるまで卒業させないということで、機会を与え

て頂きました。それでは早速、若干タイトルは違いますが、前に出て内容の話をさせていただきます。 

 

①自転車交通政策の方向性とコミュニティサイクルを含む自転車走行環境のあり方 

 

・説明（東京工業大学教授 屋井鉄雄） 

（略：配布資料参考） 

・議事 

 

屋井座長 

え、立場は変わって、今の発表にご意見ご質問ありますでしょうか？如何でしょうか。はい、どうぞ。 

 

経済産業省（山下課長） 

担当者が変わるとあやふやとなるという件ですが、アメリカやヨーロッパの場合だと、自転車政策につい

ては、自転車コーディネーター専門家を置いて一元的な政策によって他との連携を図る。そういう専門家

は日本では置けないのでしょうか？ 

 

屋井座長 

よくその話は出ますね。コーディネーターの必要性は、十分にあると思います。一方で、役割りや権限を

位置づけないと動かないこともあるでしょう。自転車政策の進め方にコーディネーターの役割りをはっき

り位置づけ、それが実行力になっていかないといけないんです。コーディネーター１人で何とかなるわけ

ではないのですが、凄く重要ではあります。小林さんが 100 人位居るといいのですが。 

 

古倉委員 

アメリカの自転車の話しで付け加えると、連邦政府は、道路財源、特定財源を使って自転車に権限を与え、

自転車と歩行者で 500 億円以上のお金を使っている。補助率は 80％から 95％で、駐輪場は 95％、公共交

通の連携計画では 100％出していると聞いています。アメリカでは、しっかりと重点を明確にしているの

で、是非やって貰います。連邦憲法では、連邦の役割りは外交、防衛、州債通帳の３つで、州を跨る交通

は連邦の権限になっています。その中で自転車も連邦としてやっていく位置づけがされています。 



 １９９  

 

 

 

それから質問ですが、コペンハーゲンの自転車道で主旨設定されたことですが、道路法が自転車道の方が

いいと言っているのか、それとも自転車レーンの方がいいと言っているのか。オランダのヴェリブだと自

転車は完全分離に拘っていることを反省していて、完全分離すべき部分と自転車道における協調・共存の

２つを明記すべきだという議論があります。 

 

屋井座長 

はい、どうもありがとうございました。ここに書いてあること以外は、ちょっと分からないところがあり

ますが、交差点部は、自転車レーンにしないと自転車が危うく、交差点手前何十メートルでは車と一緒に

してレーンとすると安全だということの議論と、一方で自転車レーンにすればいいという意見があったと

思います。補助については、もう一つだけ補足すると、アメリカ連邦の補助が補助率が高く、州の独自財

源もあるので、関連するメカニズムも同時に持っています。 

 

②公共交通としてのレンタサイクルシステム研究会報告書案 

 

・説明（日本自転車普及協会 山本部長） 

（略：配布資料参考） 

 

屋井座長 

８ページの下の２千６百万人が使ったという所や自動車交通が 20％減尐したというあたりですが、エビデ

ンスというか参考資料か、追加情報があったら加えていくと迫力が増すんですけれどどうなんですか。 

 

事務局（日本自転車普及協会山本部長） 

その点については、私どもの調査員から送ってきた情報に入っていたもので、先生の言われる通りもう尐

し調べさせて頂きます。エビデンスの数字もちょっと考えたいと思います。 

 

屋井座長 

鳥海先生、中村先生に提示でお伺いする点ですが、パリのＥＳＴ政策に基づいてやっているという部分で

すが、フランスではＰＤＵという政策もあるんですど、もご存知のように、そのＥＳＴ政策というものと

一方でいわゆるＰＤＵだとか計画を作って進めていくという仕組みもありますよね、そのあたりどうやっ

て書いていたらいいんでしょうか？ 

 

鳥海委員 

当然計画としてはＰＤＵの方が上なんです。これ縦置きにそのまま置いていますが、ＰＤＵがあってその

うちの環境部分というのがＥＳＴの考え方です。 

 

屋井座長 

はい、その当たり若干手直しすれば、大した修正無しでいいと思うので宜しくお願いします。 

改めて、ご意見あれば宜しくお願いします。 

 

中村委員 

ヨーロッパのコミュニティサイクルが、自動車からのモーダルシフトを目的としているという部分は、そ

うであって欲しいと思います。それが 13 ページに来たときにどうなるかを幾つか指摘したいと思います。

基本的にはモーダルシフトが大枠で、一方で日本の抱える課題が上手く解決するということだと思います。 

ヨーロッパのものをただ輸入するのではなく、それに加えて日本の文脈で自転車で考えてやるべきことは

何かを考えて下さい。18、19 ページで、他の交通網との共存・協調や、日本の交通問題を解決する話しと

の整合をもう尐しイメージ的に入れて欲しい。18 ページの社会的費用対効果は、言葉的に誤解を招くと思

った。19 ページの走行空間は、現場の様子を見ると単路部はこれでいいですけれど、交差部に入れ込むと

なると、近くに駐輪場がある所とか、その辺を含めてやること、細かい所では、20 ページでヨーロッパの

コミュニティサイクルと言われるものは、それが大前提なので、20 ページ最初の所でさらりと書いてある

んですが、ここでは書かないいか、逆に書くのであればもう尐し具体的に書くべきだ。 

ビジネスモデルは、コインパーキング会社だとか、いろんな商売が出てきているんですが、色んな交通に

係るビジネスになっている所を書きたい一方で、既存の交通事業者が必ずしも地域と上手くいっていると

は限りません。 



 ２００  

 

 

 

屋井座長 

はい、どうもありがとうござました。最初の所は、ちょっと結論を早出しし過ぎるところがあります。も

う尐し丁寧な文章にしなくちゃいけないのですが、これは６ページの表に自動車から公共交通へのモーダ

ルシフトのきっかけにしていると書いているのですが、言葉足らずが残っていると思うので、言い切って

いるところが強すぎると思います。 

 

経済産業省（山下課長） 

最後の結論のところですが、この報告書は単にこの取りまとめて終わりではなく、幾つかの都市をピック

アップして実際に検討して繋げるのを目的としているので、中身も縛られるというか、どういったメリッ

トがあるのか、先程の中村先生が言われた位置関係とかをクリアファクトに出していかないと、何となく、

ふわふわとした感じがまだしているかなと思います。そういう意味で重複になりますが、８ページ目に座

長から 20％を検証したエビデンスとか、15 ページ目の CO2削減効果だとか、超高齢化の適合とかですね。 

17 ページ都市規模別の可能性は、専ら人口に拠っていますが、例えば観光だとか別の座標軸で書き込むこ

とができないのかとかですね。あと 18 ページ目は、全く中村先生と同じで、現在の日本の実態をもうちょ

っと書き込んだ方がいい。後、ビジネスモデルの 23 ページ以降なんですが、カッコ３、４は、組み合わせ

の問題でしかなく、色んなバリエーションがあるので、問題はどういうのが有り得るのかもうちょっと書

くべきだと思いますので、そこらへんをちょっと事務局と考えて行きたいなと思います。 

 

古倉委員 

13 ページと 15 ページの導入の要件です。導入の必要性は、大上段に環境的な持続性とか大事だと思いま

すけど、手軽に提供する安価な交通手段として、個人の利用者にとってどういうメリットがあるのかで、

尐しやって頂きたい。２点目は、18 ページです。複数の交通モードとの共存・協調ですが、徒歩との分担

とか共存の観点があってもいいのかなというのが総合交通的な感想です。19 ページに走行空間の確保があ

りますが、走行空間の情報提供というか、使い方によって情報が提供されれば、より使い易くなるのかな

ということで課題は必要かなと思います。23 ページのビジネスモデルの事項で、残りの部分をどう扱えば

いいのかわからないのですが、行政やその会社が運営する時のモデルとして、エコポイントみたいなもっ

と使いたくなるなものをビジネスモデルに入れるかどうか。あと情報提供は、尐し入れた方がいいと思い

ます。 

 

屋井座長 

特に今の視点で、利用者の視点は抜けてたと思います。最初にパリの紹介するのですけど、この辺のケー

スが極めて魅力的なシステムだというのをもっと強調したい。 

 

日本自転車普及協会（阿部） 

利用者の利便性やヴェリブの効果はあまり入っていない。交通効果があるのでその効果が CO2とか大きな

社会とばっかりやっているので、もうちょっと書き込む必要があると思います。 

 

屋井座長 

今の点は、一緒に書きましょう。一番書きやすいのは、外国はそうやっているという事実があって、日本

の方ではその狙いにするとかを書くのが解決方法です。 

 

鳥海委員 

先ほど出たパリは、ドゥコー社で新聞スクラップをやっているので、ご提供願えればと思います。例えば、

不動産広告にヴェリブステーション近しというのがあります。16 ページの改善作業一覧では、ヴェリブが

入って自転車が落ちるだろうと言われていたのですが、実はそうではなく、今まで乗っていなかった人た

ちが乗って、修理需要が非常に高まったり、新しい自転車が売れ始めたとかもあるので、そういうメリッ

トを出せればいいと思います。ヴェリブで何パーセント CO2が減るかという人は殆ど居なくて、楽しいか

らとか便利だとかになるので、その辺は他の先生と同じように強調して頂ければと思います。18 ページの

広告物を財源とした場合の影響ですが、そもそも論として日本では屋外広告物行政が上手くいっていない

ので、しっかり規制すべきだとするグラフがあったと思います。ビジネスモデルの所なんですが、初期投

資がバカにならないので、屋外広告物は大きな掲載料を設けないと難しいかもしれない。初期投資の段階

でどう事業として乗りやすいのかが書いてあると、報告書を自治体の方が手に取った時に、こういう事業

を使おうという気になると思います。 



 ２０１  

 

 

 

大きい政策の中で環境対策とかという問題でなく、米国のニューディールで自転車が位置づけられている

のであれば、日本の政府としても乗り易いと思いますので、ご承知の方がいれば教えて欲しいと思います。 

 

屋井座長 

何かありそうですね。継続的に探しましょう。日曜日にセミナーがあったのですが、韓国も凄いですね。

今も幾つかご指摘を頂きまして、何か関連したり確認したりありますか。 

 

事務局（日本自転車普及協会山本部長） 

ご指摘の点ですが、私どもの中身が早急にすぎたというのもあります。あの、今言われましたように、そ

このお時間頂いてですね、また先生方にお時間頂いたりしてですね、整理していきたいなと思います。 

 

屋井座長 

了解しました。いろんな特徴的な意見がいろいろ出てますが全部お答えできなくても反映する努力をこれ

からします。あまり時間がなくなってしまったんですが、ビジネスモデルがいろいろ書かれているので、

これに関してどうですか。事業者側としての課題を議論した方がいいとか、コメント頂ければと思います。

ドゥコー社さんは如何ですか、最終委員会になりますのでね。 

 

MC ドゥコー社（猪爪） 

MC ドゥコーの猪爪と申します。宜しくお願いします。ビジネスモデルなんですが、欧米の場合には、基

本１と基本２の間で取り組んでいるケースが多いと思います。基本１の交通事業者や地域企業、商店会、

警察と、コミュニティサイクル事業者との間に地域自治体が入る形のイメージで、地域の自治体が明確に

コミュニティサイクル事業のサービスを決定した上で、事業会社と詰めて如何に接近するかに向け、警察

とも協議を進める形です。具体例ですと、ステーションに抵抗がある地域商店会では、事業者の直接交渉

が非常に難しい。ステーションを歩道ではなく、奥まった公共の土地に移すことになれば、サービス利便

性が落ちるので、自治体でどのようなサービスをしたいのか関係各課の調整に入って行きたいというのが

１番欧州で取られているスキームだと思います。カッコ４、カッコ３に関しては、我々の方では検討した

ことのない事業スキームですので、コメントは控えさせて頂きたいと思います。 

 

屋井座長 

はい、どうもありがとうございます。基本１はちょっと修正して地域自治体を右に出した方が一般化でき

ます。ヨーロッパスタイルがそれだとすると、それを基本とした方が良さそうな感じです。 

 

警察庁（池田） 

建設的な意見が出ている中、しょうもない話なんですけど、語句の字句の使い方で、23 ページの道路占用

に関して警察と協議とあるんですが、道路占用というのは道路法の世界で道路管理者の話で、警察は道路

使用なんです。字句の使い方についてはまた事務局とご相談させて頂きたいと思います。 

 

日本自転車普及協会（渋谷） 

今の話しと同じなんですが、地方自治体が政策決定という立場の自治体もありますし、労働管理者という

立場もありますけれど、警察が交通管理者だと政策決定と道路の占用許可をとる管理者とがあり、サイク

ルポートを道路上に置くと道路管理者になります。 

 

屋井座長 

はい、どうもありがとうございました。時間も迫りましたのが、いろいろ建設的な意見を頂きました。事

務局の方で何か確認とかありますか？何かあれば時間を取ります。無ければ大体議論を終わります。 

 

事務局（ランドブレイン株式会社白井） 

ご指摘の点については、私の方も至らない点がありまして、申し訳ございません。これから各先生とも調

整の上、修正したいと思いますので、宜しくお願いします。内容についてご指摘の点なんですが、８ペー

ジのパリで自動車 20％減尐というのは、JC ドゥコーさんから頂いた資料によるものです。フランスのパ

リ市で発表されている確実な資料に基づくものです。ビジネスモデルの３と４は、同じような都市条件で

実現しない都市は、違ったスキームで入って実現するための提言として読んで頂ければいいと思います。 

 


